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２ . 計画書提出の流れ１. 条例の概要

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例について

3. 今後のスケジュール（予定）

【手続きのイメージ】
・開発事業者は無電柱化実施計画書を開発許可申請とあわせて提出する。

無電柱化の計画

・無電柱化計画の作成
、立案

・無電柱化実施計画書
の提出

開発事業者への支援

・補助金制度
（宅地開発無電柱化推進事業）
・無電柱化ノウハウの提供
（相談窓口の継続、講習会開
催）

・認定・表彰制度等普及啓発
（認定ロゴマークを付与）

東京都 事業者 大田区

令和８年度令和７年度

④③②①④

東京都

大田区

（施行期日の確定は規則に委任）
条例制定、公布

支援

①【条例の目的】
宅地開発における無電柱化を推進するために必要な事項を定
め、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び
良好な都市景観の創出に寄与することを目的とする。

運用開始

届出事務開始

無電柱化条例対象
※東京都全体で年10件程
度

無電柱化条例対象 開発許可
で道路新設規制区域

申請

確認

相談

③【規制内容】
・宅地開発の実施に際し、電柱新設の原則禁止を徹底するため事業者に
無電柱化実施計画書を届け出ることを義務付ける。

・技術的に困難であるなどの理由が無く無電柱化を行わない場合は、
指導、勧告の対象となる。

・届出義務を怠った場合や、事実と異なる届出を行った場合は指導、
勧告の対象となり、正当な理由なく勧告に従わない場合は公表を行う。

受付窓口

・届出受付
・書類審査
・指導、勧告、公表

宅地

開発許可（都市計画法）
500㎡超の土地で道路を
新設する場合対象

道
路
新
設

宅地

宅地

宅地

宅地

宅地

②【条例の対象】
規制区域において、開発許可により道路を新設する場合のみ（※規制区域は今後告示予定）

宅地

秋頃３月31日

条例施行

・施行期日を定める規則の公布
・規制区域の告示

{ }・東京都無電柱化計画における重点整備エリア
・防災都市づくり推進計画における指定区域

無電柱化工事の実施

規制区域(案)

まちづくり環境委員会
令和８年４月15日

まちづくり推進部 資料31番

所管 建築審査課

東京都は令和８年３月31日に、規制区域内で宅地開発を行う
開発事業者に対し、宅地開発区域内の電柱等の新設を原則禁
止とする「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する
条例」を制定した。

整備イメージ



蒲田地区駐車場地域ルール（素案）の意見募集結果について 

１ 実施概要 

（１） 閲覧・募集期間 

令和７年 12月８日（月）から令和７年 12月 26日（金）まで 

（２） 閲覧場所 

鉄道・都市づくり課、区政情報コーナー、蒲田西及び蒲田東特別出張所、 

大田区産業プラザ PiO、蒲田駅前図書館 

（３） 区民周知方法 

大田区ホームページへの掲載、駐車場整備地区内町会や商店会等へのお知らせ、  

大田区公式Ｘ等 

（４） 閲覧数（12月時点） 

大田区ホームページ アクセス数 613回、大田区公式 X 表示回数 6133回 

（５） 区民説明会 

開催日時及び参加者数 

①日時：令和７年 12月 13日（土）午前 10時から   参加者数：１人 

②日時：令和７年 12月 15日（月）午後６時 30分から 参加者数：３人 

 

２ 意見募集結果 

意見提出者数 計１名(電子申請１名、持参０名、ファクシミリ０名、郵送０名） 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年度中旬：蒲田地区駐車場地域ルール策定 

令和９年度初旬：蒲田地区駐車場地域ルール施行 

まちづくり環境委員会 

令和８年４月 15 日 

鉄道・都市づくり部 資料 17 番 

所管 鉄道・都市づくり課 



No. 分類 意見要旨 区の考え方

1
地域貢献策関係
（地域協力金）

地域協力金は１台いくらの想定
か。
地域協力金の管理運用について
は運用組織が担うとあるが、こ
れはどういった方が属する組織
となるのか。
地域協力金の利用方法について
支払者が活用法に意見を述べる
機会はあるのか。

地域協力金は、他地区と同様に、低減台数1台あたり
200万円程度とし、大規模建築物においては地域貢献
策（集約駐車施設の設置）の整備の割合に応じて1台
あたり100～150万程度に負担を軽減することを想定
してます。
運用組織については、今後区が指定し決定すること
となりますが、地域を熟知した責任のある組織であ
る必要があるため、他事例を参考に選出する予定で
す。
また、地域協力金は地域の駐車課題の改善に向けた
取組を実施する目的で活用するもので、地元組織や
行政などにより構成される地域ルール運用協議会に
諮り、活用対象を決定することを考えています。地
域ルールはこの目的に賛同いただいた上で適用する
ものではありますが、本制度を適用した申請者から
制度に対する意見や感想を伺っておくことで、地域
ルール運用後、制度を見直す際の参考にできるた
め、申請時等に提出できるアンケートを用意するこ
とを検討します。

2 附置義務台数

地区独自の駐車原単位につい
て、事務所は450㎡に１台とある
が、これの根拠はなにか。近年
は社用車を持っていない企業も
多く、蒲田駅に近いこともあり
来訪者も電車利用が多いと思
う。一方、百貨店が400㎡に１台
とほぼ一緒となっている。

地区独自の駐車原単位作成にあたり、蒲田地区の事
務所及び百貨店その他の店舗について、利用実態調
査を実施しています。
事務所については、調査に協力頂いた全ての施設に
てピーク時の利用率は7割を超えており、駐車需要が
一定程度あることを確認しました。
駐車原単位については、利用実態調査結果や、将来
の自動車トリップ減少の予測を踏まえた上で、蒲田
地区において適切な将来需給バランスとなるよう設
定しました。
また、類似施設の駐車実績を用い、施設の利用実態
に合わせた附置義務台数とすることも可能です。こ
の場合、地区全体の駐車需給バランスから路上駐車
が発生しないと考えられる下限値（都条例の規定に
基づき算出した台数の４割）まで低減することがで
きます。
更に、一定期間運用した建築物において、地域ルー
ル適用時よりも駐車施設の需要が減少した場合は、
既存建築物における駐車施設の附置基準により、利
用実態に応じた台数に緩和できる制度とします。

3 隔地・集約駐車施設

特定路線には原則駐車場出入口
は設けないとのことであるが、
近年の都内の土地価格から集約
駐車施設を探すことは困難であ
る。
現在、大田区で確認している集
約駐車施設の候補となる大型駐
車施設はどの程度あるか。
また、やむを得ず出入口を設け
る場合は集約駐車施設の機能を
担うとあるが、土地も広い訳で
はない。自身の駐車施設台数以
上を設置する場合、容積の未消
化やレンタブル比の悪化が懸念
される。建築計画に大きく影響
を及ぼすと思うが、どのような
考えか。

蒲田地区内には、区営の駐車施設もありますが、都
条例の附置義務対象外となる小規模な建築物に起因
する駐車需要への対応も重要な課題であることか
ら、地域ルールを適用する建築物の隔地を受け入れ
ることは適当ではないと考えています。したがっ
て、都条例の対象建築物に起因する駐車需要へ対応
するため、大規模建築物には地域貢献策として原則
集約駐車施設の整備を求めます。また、既存建築物
における空き駐車施設を集約駐車施設へ転換した場
合は協力金の負担を軽減するなど、既存建築物に積
極的に集約駐車施設となってもらえるような制度と
します。
これら集約駐車施設をリスト化し管理することで、
隔地を必要とする申請者へ集約駐車施設を紹介する
体制の構築を検討します。
建築計画においては、地域ルールを適用し集約駐車
施設の機能を担う場合であっても、都条例の本則に
基づく附置義務台数よりも、実態に即した駐車施設
の設置台数となるため、適用しない場合に比べる
と、設置台数は減少すると考えられます。

「蒲田地区駐車場地域ルール（素案)」に対する意見募集
に提出されたご意見の要旨と区の考え方

【募集期間】　令和７年12月８日（月）～12月26日（金）
【募集方法】　窓口へ直接持参、電子申請、郵送及びFAX
【意見総数】　１名　３件

別紙１
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建築物を新築する場合の駐車施設
ア 乗用車用駐車施設の附置基準

   (ア) 地区独自の基準により算出した台数
 (イ) 類似施設の駐車実績に応じた台数
イ 車椅子使用者用駐車施設の附置基準

都条例の規定に基づき１台以上設置する。なお、乗用車用駐車施設台数に含めることができる。
ウ 荷さばき車両用駐車施設の附置基準

都条例の規定に基づき算出する。ただし、都条例に規定する上限は適用しない。
なお、乗用車用駐車施設台数に含めることはできない。

既存建築物における駐車施設
当該建築物の過去１年間の最大利用実績台数を用いて算出する。
ただし、車椅子使用者用駐車施設は、乗用車用駐車施設のうち１台以上確保するものとする。

目的

蒲田地区駐車場地域ルール（案） 概要版

対象駐車施設
蒲田地区駐車場地域ルール（以下「地域ルール」という。）は、「大田区駐車場整備計画（蒲田地
区）」（令和６年10月改定）で位置付けた目指すまちの姿の実現に向け、駐車施策の実行性を高め、
地区特性に応じた質の高い駐車施設の整備を推進することを目的とする。

地域ルールの対象は、都条例に基づく附置義務駐車施設とする。

適用地区の区域

東京都では、建築物ごとにその用途や面積に応じた駐車施設の駐車台数等（附置義務）を、東京都駐車

よってはこの都条例による一律の基準で駐車施設を設けることが不合理な場合がある。これを解消するた

地域ルールの適用地区は、東京都市計画
駐車場整備地区大田区駐車場整備地区
（平成10年10月７日大田区告示第361号）
により指定された区域とする。

資料４

駐車施設の附置基準
、

図１ 地域ルール適用イメージ

図２ 駐車場整備地区 1

参考：東京都都市整備局「地域ルール策定のための手引」

駐車施設台数

乗用車用
駐車施設

(ア)地区独自の基準

百貨店
その他
の店舗

当該施設の用途別床面積÷地区独自の駐車原単位 で算出される台数
【地区独自の駐車原単位】駅周辺エリア※１：400㎡に１台

その他エリア※１：350㎡に１台

事務所
当該施設の用途別床面積÷地区独自の駐車原単位 で算出される台数

【地区独自の駐車原単位】全てのエリア：450㎡に１台

(イ)類似施設の駐車実績
用途、規模、立地する地区特性が類似する建築物の最大利用実績台数

※都条例の規定に基づき算出した台数の４割を下限とする

車椅子使用者用駐車施設
都条例の規定により設置（1台以上）

※乗用車駐車施設台数に含めることができる

荷さばき車両用駐車施設
都条例の規定により算出される台数

※都条例に規定する台数の上限は適用しない
※乗用車駐車施設台数に含めることはできない

駐車施設台数

乗用車用駐車施設 当該建築物の過去１年間の最大利用実績台数

車椅子使用者用駐車施設
当該建築物の過去１年間の最大利用実績台数

※乗用車用駐車施設のうち1台以上を確保

荷さばき車両用駐車施設 当該建築物の過去１年間の最大利用実績台数

※１ 特定用途：劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、
 旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、
 遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫若しくは
工場又はこれらの２以上のもの

※２ 非特定用途：特定用途以外の用途

対象区域 対象建築物

駐車場整備地区
特定用途※１の部分の床面積及び非特定用途※２の部分の床面積の3/4の合計が

1,500㎡を超えるもの

表２ 建築物を新築する場合の駐車施設

表３ 既存建築物における駐車施設

表１ 都条例における駐車施設の附置義務対象

※１：エリアについては図３を参照
※増築・用途変更についても準用する

＜地域ルールとは＞
東京都では、建築物ごとにその用途や面積に応じた駐車施設の駐車台数等（附置義務）を、東京都駐車場条例

（昭和33年10月１日東京都条例第77号。以下、「都条例」という。）に定めている。しかし、地区特性によっては
この都条例による一律の基準で駐車施設を設けることが不合理な場合がある。これを解消するため、駐車施設の
整備台数の緩和、集約化等、地区特性に応じた駐車施設の整備基準を定めるものが地域ルールである。
※地域ルールの適用は任意のため、現行の基準に沿った駐車施設整備を行うことも可能。

建築物を新築する場合

※１：車椅子使用者用駐車施設の台数は乗用車用駐車施設の台数に含まれる
※２：地区独自の基準又は類似施設の駐車実績による台数

P

P

新築

荷さばき車

乗用車※１

地域ルール
適用

荷さばき車

乗用車※１

地区特性
に応じた
地域貢献

地域ルールの
基準による

  附置義務台数※２

駐車施設全体の
整備台数

地域協力金の負担台数低減

地域貢献策：地区特性に応じた駐車施設の整備
・集約駐車施設
・共同荷さばき駐車施設
・車椅子使用者用駐車施設 など

都条例の規定
に基づく附置
義務台数

【都条例で整備した場合】 【地域ルールを適用した場合】

地域貢献策の実施

既存建築物の場合

※１：車椅子使用者用駐車施設の台数は乗用車用駐車施設の台数に含まれる
※２：当該建築物の過去１年間の最大利用実績

既存建築物

地域ルール
適用

地域ルールの
基準による

   附置義務台数※２

附置義務対象
から外れる台数

都条例の規定
に基づく附置
義務台数

【現況の駐車施設】 【地域ルールを適用した場合】

他用途に転用
など

地域協力金の負担

地域貢献策：地区特性に応じた駐車施設へ活用
・集約駐車施設
・共同荷さばき駐車施設
・車椅子使用者用駐車施設 など

地域貢献策の実施

荷さばき車

乗用車※１

荷さばき車

乗用車※１

地区特性
に応じた
地域貢献

P

P

蒲田五丁目
蒲田四丁目

（商業地域）

西蒲田七丁目

西蒲田八丁目
（商業地域）

駐車場整備地区
（面積 54.76ha）

200m

JR・東急
蒲田駅

東急
蓮沼駅

京急蒲田駅

※適用対象は、当該建築物の運用実績が３年以上ある建築物とする

別紙２



蒲田地区駐車場地域ルール（案） 概要版

乗用車用駐車施設
隔地先

特定路線へ 駅周辺エリアへ その他エリアへ

隔
地
元

特定路線から ○ ○ ○

駅周辺エリアから × ○ ○

その他エリアから × × △※１

表４ 乗用車用駐車施設の隔地の考え方

表５ 車椅子使用者用及び荷さばき車両用駐車施設の隔地の考え方

※１：敷地の状況等により駐車施設整備が難しいことが明らかな場合のみ隔地を認める
※隔地を認める場合の距離は、当該敷地からの直線距離がおおむね300mの範囲内とする

※１：特定路線のみに面する建築物は、集約駐車施設までの円滑な動線確保等の条件を満たす場合に隔地を認める
その場合の距離は、当該敷地からの直線距離がおおむね50mの範囲内とする図４ 特定路線沿いにおける駐車施設出入口の考え方

図５ 隔地の考え方

駐車施設の隔地・集約（駐車施設の確保）の考え方

＜駐車施設の隔地の考え方＞
特定路線における施策として、特定路線からその他エリア又は駅周辺エリアへの駐車施設の隔地を

誘導する。

車椅子使用者用及び
荷さばき車両用駐車施設

隔地先

特定路線へ 駅周辺エリアへ その他エリアへ

隔
地
元

特定路線から △※１ △※１ △※１

駅周辺エリアから × × ×

その他エリアから × × ×

＜特定路線について＞
にぎわいが連続しており、歩行者の主要動線となっている路線を特定路線に指定する。
特定路線沿いには、駐車施設の出入口を設けないことを原則とする。

乗用車用駐車施設
ア 特定路線には、駐車施設の出入口を設けないことを原則とし、集約駐車施設への隔地を誘導する。

やむを得ず特定路線に出入口を設ける場合は、特定路線のみに面する建築物の駐車需要を受入れる集約駐車施設の機能を担うものとする。
特定路線からは、その他エリアへの隔地を推奨し、駅周辺エリア及び特定路線への隔地を認める。

イ 駅周辺エリアからは、その他エリアへの隔地を推奨し、駅周辺エリアへの隔地を認め、特定路線への隔地は認めない。
ウ その他エリアからは、特定路線、駅周辺エリア、その他エリアへの隔地を認めない。

ただし、敷地の状況等により駐車施設整備が難しいことが明らかな場合のみ、その他エリアへの隔地を認める。
エ 隔地を認める場合の距離は、当該敷地からの直線距離がおおむね300メートルの範囲内とする。

ただし、歩行者ネットワークの状況、交通手段の確保等により、歩行の負荷軽減が図られると認められる場合は、この限りでない。
車椅子使用者用及び荷さばき車両用駐車施設
隔地は認めない。
ただし、特定路線のみに面する建築物は、集約駐車施設までの円滑な動線確保等の条件を満たす場合に隔地を認める。その場合の距離は、当該敷地からの直線距離がおおむね50メートルの範囲内とする。

2

参考：東京都都市整備局「駐車場附置に係る地域ルール制度の見直しの考え方について」

特定路線 特定路線

P

P

P P

図３ エリア及び特定路線

N

0m 500m

駅周辺エリア
その他エリア
特定路線

①

① サンライズ商店街
② サンロード商店街
③ ぽぷらーど
④ 中央通り
⑤ 一番街通り
⑥ 主要89号線
⑦ さかさ川通り
⑧ 京急蒲田あすと

②

③

⑤

④

⑧⑥
⑦



用途 大規模建築物（敷地面積2,000㎡超） 中規模建築物（敷地面積2,000㎡以下）

建築物を
新築する場合
の駐車施設

百貨店その
他の店舗・
事務所

1,000㎡
超

選
択
肢
A
※
１

地域協力金※２(低減１台につき150万円と想定※５)
及び
地域貢献策(都条例附置台数の５％分※３の台数の
集約駐車施設整備)

地域協力金※２

(低減１台につき200万円と想定※５)
又は※４

地域貢献策

選
択
肢
B
※
１

地域協力金※２(低減１台につき100万円と想定※５)
及び
地域貢献策(都条例附置台数の10％分※３の台数の
集約駐車施設整備)

1,000㎡
以下

地域協力金※２(低減１台につき200万円と想定※５)
又は※４

地域貢献策

百貨店その他の店舗・
事務所
以外 地域協力金※２(低減１台につき200万円と想定※５)

又は※４

地域貢献策既存建築物
における
駐車施設

全て

蒲田地区駐車場地域ルール（案） 概要版

3

地域貢献策の例 貢献度

蒲田地区の課題１：駐車場整備地区の実情、利用者のニーズに即した駐車施設の整備が必要

乗用車

駐車施設のわかりやすい案内
地域の駐車施設の満空情報の提供
当該施設利用者へのサービス券配布
カーシェアリングの導入

△
△
△
〇

荷さばき車両 共同荷さばき駐車施設の整備＋駐車施設のわかりやすい案内 〇

自動二輪車等 駐車施設の整備＋駐車施設のわかりやすい案内 〇

車椅子使用者用
駐車施設の整備＋駐車施設のわかりやすい案内
車椅子利用者の駐車施設料金負担

〇
△

観光バス・送迎
バス等

乗降場の整備・人の待機場（ベンチ等）の設置 △

その他
自転車駐車施設の整備
シェアサイクルの導入

〇
〇

蒲田地区の課題２：まちづくりと連携した駐車施策が必要

乗用車用の集約駐車施設の整備 ◎

蒲田地区の課題３：新技術及び新たな利用形態への対応が必要

ZEV充電設備の設置
新たなモビリティ（例：電動キックボードなど）の駐車空間の確保

〇
△

表７ 地域貢献策の例

表６ 用途ごとの建築規模による負担の考え方

建築主等が取り組む地域貢献策

建築物を新築する場合において、百貨店その他の店舗及び事務所の用途の大規模建築物は次に示す
ア及びイを実施する。ただし、当該用途の部分の床面積が1,000平方メートル以下の場合は次に示す
ア又はイを実施する。
百貨店その他の店舗及び事務所の用途の中規模建築物並びに百貨店その他の店舗及び事務所以外の
用途の建築物は、次に示すア又はイを実施する。
既存建築物においては、ア又はイを実施する。

ア 地域協力金の負担
イ 地域貢献策の実施

地域ルールの運用体制及び運用方法

地域ルールの運用は、地域ルールの検証及び見直し等を行う運用協議会、地域ルールの運用事務等
を行う運用組織、地域ルールの適用申請の審査を行う審査機関の体制で行う。

表８ 運用にかかわる組織と主な役割の例

主な役割の例

A 運用協議会
・地域貢献策の検討
・地域ルールが適切に適用されているか検証、見直しの実施
・地域協力金の活用方法の検討及び決定 等

B 運用組織
・申請受付、簡易審査、判定結果通知
・審査事務の依頼、運用データの蓄積、運用協議会への報告書作成
・地域協力金の管理 等

C 審査機関
・申請案件ごとに地域ルールに基づく適正な審査
※学識経験者等の専門家を含めたメンバーにより、中立的な立場で審査する機関

※１：選択肢ＡとＢはどちらか一方を選択する
※２：地域協力金の負担の一部を地域貢献策の実施に替えることにより、地域協力金の負担を軽減することを可能とする
※３：百貨店その他の店舗・事務所部分における都条例の附置義務台数分で換算
※４：地域協力金と地域貢献策の組合せも可とする
※５：金額については他自治体の事例による
※増築・用途変更についても、この考え方を準用する
※複合建築物の場合は、用途ごとの負担の考え方を組み合わせて適用する

図６ 手続きのイメージ

参考：東京都都市整備局「地域ルール策定のための手引」

参考：東京都都市整備局「地域ルール策定のための手引」

※地域ルールに関する取扱いの詳細については、別に定める運用に関する要綱、運用基準、運用マニュアルのとおりとする
※貢献度は地区の課題や駐車場整備計画における基本方針等を踏まえた、地域への貢献度合いを示す
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蒲田地区駐車場地域ルール(案) 

 

１ 目的 

蒲田地区駐車場地域ルール（以下「地域ルール」という。）は、「大田区駐車場整備計

画（蒲田地区）」（令和６年10月改定）で位置付けた目指すまちの姿の実現に向け、駐車

施策の実行性を高め、地区特性に応じた質の高い駐車施設の整備を推進することを目的

とする。 

 

２ 適用地区の区域 

地域ルールの適用地区は、東京都市計画駐車場整備地区大田区駐車場整備地区（平成

10年10月７日大田区告示第361号）により指定された区域（別添図-１）とする。 

 

３ 地区の駐車対策の基本方針 

（１） 附置義務台数の適正化 

地区特性に応じた附置義務台数の基準を定めることにより、地区内における整

備台数の総量を適正化し、建替えや限られた空間の利活用を促進する。 

（２） 駐車施設の集約化 

集約駐車施設の設置を誘導すべき建築物や、隔地による駐車施設確保の考え方

を地域ルールに位置づけることにより、駐車施設出入口の数を減らし、歩行者の

安全性確保やにぎわいの連続性創出を実現する。 

（３） 地域貢献策の実施 

地域ルールの適用を受ける者に地域貢献策の実施を求めることにより、地区特

性に応じた駐車課題の解決を図る。 

 

４ 対象駐車施設 

地域ルールの対象は、東京都駐車場条例（昭和33年10月１日東京都条例第77号。以下

「都条例」という。）に基づく附置義務駐車施設とする。 

 

５ 駐車施設の附置基準 

（１） 建築物を新築する場合の駐車施設 

ア 乗用車用駐車施設の附置基準 

建築物に附置する乗用車用駐車施設の台数は、次の(ア)又は(イ)の方法を用いて

算出する。 

(ア) 地区独自の基準により算出した台数 

百貨店その他の店舗及び事務所のそれぞれの用途に供する部分の床面積に、

次の表の地区独自の駐車原単位を掛けて得た台数。駅周辺エリア及びその他

エリアについては、別添図-２に示す。 

資料３ 別紙３ 
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建物用途 地区独自の駐車原単位 

駅周辺エリア その他エリア 

百貨店その他の店舗 400㎡ごとに１台 350㎡ごとに１台 

事務所 450㎡ごとに１台 

(イ) 類似施設の駐車実績に応じた台数 

当該建築物と用途、規模が同様であり、かつ、立地する地区の特性（公共交

通機関の整備状況や土地利用の状況）が類似する施設の最大利用実績台数を

用いて算出した台数。ただし、都条例第 17条第１項本文、同条第２項及び第

17条の３第１項本文の規定に基づき算出した台数の４割を下限とする。 

イ 車椅子使用者用駐車施設の附置基準  

建築物に附置する車椅子使用者用駐車施設は、都条例第 17条の５第２項の障害

者のための駐車施設の規定に基づき１台以上設置する。なお、乗用車用駐車施設

台数に含めることができる。 

ウ 荷さばき車両用駐車施設の附置基準  

建築物に附置する荷さばき車両用駐車施設の台数は、都条例第 17 条の２第１項

本文、同条第２項及び第 17 条の４第１項本文の規定に基づき算出する。ただし、

第 17 条の２第１項本文に規定する上限は適用しない。また、共同集配送等の措置

を講じる場合はこの限りでない。なお、乗用車用駐車施設台数に含めることはでき

ない。 

（２） 既存建築物における駐車施設 

既存建築物における駐車施設（乗用車用、車椅子使用者用及び荷さばき車両用

駐車施設）の台数は、当該建築物の過去１年間の最大利用実績台数を用いて算出

する。ただし、車椅子使用者用駐車施設は、乗用車用駐車施設のうち１台以上確

保するものとする。 

 

６ 駐車施設の隔地・集約（駐車施設の確保）の考え方 

 駐車施設の隔地の考え方は、次の（１）及び（２）のとおりとする。エリア及び特定路

線については、別添図-２に示す。 

（１） 乗用車用駐車施設 

ア 特定路線には、駐車施設の出入口を設けないことを原則とし、集約駐車施設への

隔地を誘導する。やむを得ず特定路線に出入口を設ける場合は、特定路線のみに面

する建築物の駐車需要を受入れる集約駐車施設の機能を担うものとする。特定路線

からは、その他エリアへの隔地を推奨し、駅周辺エリア及び特定路線への隔地を認

める。 

イ 駅周辺エリアからは、その他エリアへの隔地を推奨し、駅周辺エリアへの隔地を

認め、特定路線への隔地は認めない。 

ウ その他エリアからは、特定路線、駅周辺エリア、その他エリアへの隔地を認めな

い。ただし、敷地の状況等により駐車施設整備が難しいことが明らかな場合のみ、
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その他エリアへの隔地を認める。 

エ 隔地を認める場合の距離は、当該敷地からの直線距離がおおむね 300 メートル

の範囲内とする。ただし、歩行者ネットワークの状況、交通手段の確保等により、

歩行の負荷軽減が図られると認められる場合は、この限りでない。 

（２） 車椅子使用者用及び荷さばき車両用駐車施設 

 隔地は認めない。ただし、特定路線のみに面する建築物は、集約駐車施設まで

の円滑な動線確保等の条件を満たす場合に隔地を認める。その場合の距離は、当

該敷地からの直線距離がおおむね 50メートルの範囲内とする。 

 

７ 建築主等が取り組む地域貢献策 

（１） 建築物を新築する場合の駐車施設 

建築物を新築する場合において、百貨店その他の店舗及び事務所の用途の大規

模建築物（敷地面積 2,000 平方メートルを超えるものをいう。）は次に示すア及

びイを実施する。ただし、当該用途の部分の床面積が 1,000 平方メートル以下の

場合は次に示すア又はイを実施する。百貨店その他の店舗及び事務所の用途の中

規模建築物（敷地面積 2,000 平方メートル以下のものをいう。）並びに百貨店そ

の他の店舗及び事務所以外の用途の建築物は、次に示すア又はイを実施する。 

ア 地域協力金の負担 

地域ルールの適用を受ける者は、地域の駐車課題の改善に向けた取組の実施に必

要な原資として、低減する台数に応じて地域協力金を負担する。 

イ 地域貢献策の実施 

地域ルールの適用を受ける者は、駐車課題を解決するための地域貢献策として、

乗用車用の集約駐車施設の整備、共同荷さばき駐車施設の整備、自動二輪車等用駐

車施設の整備、自転車駐車施設の整備等を実施する。これを実施する場合は、実施

内容に応じてアに定める地域協力金の負担を軽減することができる。 

（２） 既存建築物における駐車施設 

既存建築物においては、前号のア又はイを実施する。 

 

８ 駐車施設の規模・構造・出入口等 

地域ルールの適用を受ける建築物に附置する駐車施設は、安全かつ円滑な利用が図ら

れるよう、車両の動線、車室の大きさ及び高さ、車路の幅、駐車施設から道路への出入口

位置等について配慮し、車椅子使用者用駐車施設においてはバリアフリー経路について

も確保するものとする。 

 

９ 地域ルールの運用体制及び運用方法 

地域ルールの運用は、地域ルールの検証及び見直し等を行う運用協議会、地域ルール

の運用事務等を行う運用組織、地域ルールの適用申請の審査を行う審査機関の体制で行

う。 
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10 地域ルールの実効性を確保するための方策 

（１） 駐車施設を適正に運用するための検討と対応 

地域ルールの適用を受ける者は、周辺地域への影響を考慮し支障が生じないよ

う駐車施設の台数の設定を行い、その適正な運用についての方策を検討する。設

置した駐車施設の運用にあたり支障が生じた場合の対応として、その原因を確認

し、これを解消するため速やかに必要な措置を講ずる。 

（２） 駐車施設の維持管理及び駐車実態調査の実施と報告 

ア 地域ルールの適用を受けた者は、当該駐車施設が地域ルールの目的に沿って、常

時適切な状態で利用されるよう維持管理を行い、併せて継続的な駐車実態調査を実

施し、運用組織に毎年報告書を提出しなければならない。 

イ 運用組織は、地域ルールの適用を受けた者からの報告書をまとめ、地域ルールの

運用状況等について、運用協議会に報告を行うものとする。 

ウ 運用協議会は、運用組織からの報告を基に運用状況及び遵守状況について把握

し、地域ルールの成果を検証した上で、東京都知事及び大田区長に報告するものと

する。 

（３） 駐車実態調査データの蓄積と活用 

地域ルールの運用段階で行う継続的な駐車実態調査のデータは、その蓄積を図

り、駐車需要予測の精度を高めるために活用するものとする。 

 

11 委任 

地域ルールに関する取扱いの詳細については、別に定める運用に関する要綱、運用基

準及び運用マニュアルのとおりとする。 

 

12 地域ルールの施行 

地域ルールは、運用マニュアルが定まった日から施行する。 
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《地域ルールの適用地区》                     （別添図-１） 

東京都市計画駐車場整備地区大田区駐車場整備地区 

面積 ： ５４.７６ha 

駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）第３条第１項及び都市計画法第８条第１項 

 

 

《エリア及び特定路線》                        （別添図-２） 

 

※駅周辺エリアは、社会資本整備総合交付金交付要綱付属第Ⅱ編第 1 章イ－13－(2)第 3 の第 4 項

に基づく地区再生計画において指定された蒲田駅周辺地区の範囲 

※その他エリアは、駅周辺エリア以外の範囲 

※特定路線は、にぎわいが連続しており、歩行者の主要動線となっている路線 

  

 

    

蒲田五丁目 

蒲田四丁目 

（商業地域） 

西蒲田七丁目 

西蒲田八丁目 

（商業地域） 

 駐車場整備地区 

（面積 54.76ha） 

東急 

蓮沼駅 

JR・東急 

蒲田駅 

京急 

蒲田駅 
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新旧対照表 

■意見募集で頂いた意見による修正 

なし 

 

■蒲田地区駐車場地域ルール策定協議会での意見等を踏まえた修正 

新 旧 修正概要 

３ 地区の駐車対策の基本方針 

（３）地域貢献策の実施 

地域ルールの適用を受ける者に地

域貢献策の実施を求めることにより、

地区特性に応じた駐車課題の解決を

図る。 

３ 地区の駐車対策の基本方針 

（３）地域貢献策の実施 

地域ルールの適用を受ける者に地

域貢献策の実施を求めることにより、

地域特性に応じた駐車課題の解決を

図る。 

駐車場整備計

画の表記に倣

い、文言を改

める。 

５ 駐車施設の附置基準 

（１）建築物を新築する場合の駐車施設 

ア 乗用車用駐車施設の附置基準 

建築物に附置する乗用車用駐車施設の台

数は、次の(ア)又は(イ)の方法を用いて算

出する。 

(ア) 地区独自の基準により算出した台数 

百貨店その他の店舗及び事務所のそれ

ぞれの用途に供する部分の床面積に、次の

表の地区独自の駐車原単位を掛けて得た

台数。駅周辺エリア及びその他エリアにつ

いては、別添図-２に示す。 

 

 

(イ) 類似施設の駐車実績に応じた台数 

当該建築物と用途、規模が同様であり、

かつ、立地する地区の特性（公共交通機関

の整備状況や土地利用の状況）が類似する

施設の最大利用実績台数を用いて算出し

た台数。ただし、都条例第17条第１項本文、

同条第２項及び第17条の３第１項本文の

規定に基づき算出した台数の４割を下限

とする。 

 

５ 駐車施設の附置基準 

（１）建築物を新築する場合の駐車施設 

ア 乗用車用駐車施設の附置基準 

建築物に附置する乗用車用駐車施設の台

数は、次のa又はbの方法を用いて算出す

る。 

a 地区独自の基準により算出した台数 

地区独自の基準は百貨店その他の店舗

及び事務所の用途において定め、次の表の

地区独自の駐車原単位により、それぞれの

用途に供する部分の床面積を同表の面積

で除して得た台数。なお、駅周辺エリア及

びその他エリアについては、別添図-２に

示す。 

b 類似施設の駐車実績に応じた台数 

対象建築物と用途、規模が同様であり、

かつ、立地する地区の特性（公共交通機関

の整備状況や土地利用の状況）が類似する

建築物の最大利用実績台数（繁忙期ピーク

時における在庫台数）を用いて算出した台

数。ただし、都条例第17条第１項本文、同

条第２項及び第17条の３第１項本文の規

定に基づき算出した台数の４割を下限と

する。 

誤解が生じな

いよう、文言

を改める。 

５ 駐車施設の附置基準 

（１）建築物を新築する場合の駐車施設 

５ 駐車施設の附置基準 

（１）建築物を新築する場合の駐車施設 

都条例第17条

の５第２項の
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イ 車椅子使用者用駐車施設の附置基準  

建築物に附置する車椅子使用者用駐車施

設は、都条例第 17 条の５第２項の障害者

のための駐車施設の規定に基づき１台以

上設置する。なお、乗用車用駐車施設台数

に含めることができる。 

イ 車椅子使用者用駐車施設の附置基準  

建築物に附置する車椅子使用者用駐車施

設の台数は、都条例第 17 条の５第２項の

規定に基づき算出する。なお、乗用車用駐

車施設台数に含めることができる。 

表記を用い、

誤解のない表

現に改める。 

６ 駐車施設の隔地・集約（駐車施設の確

保）の考え方 

 駐車施設の隔地の考え方は、次の（１）

及び（２）のとおりとする。エリア及び特

定路線については、別添図-２に示す。 

 

（１）乗用車用駐車施設 

エ 隔地を認める場合の距離は、当該敷地

からの直線距離がおおむね300メートルの

範囲内とする。ただし、歩行者ネットワー

クの状況、交通手段の確保等により、歩行

の負荷軽減が図られると認められる場合

は、この限りでない。 

（２）車椅子使用者用及び荷さばき車両用

駐車施設 

 隔地は認めない。ただし、特定路線のみ

に面する建築物は、集約駐車施設までの円

滑な動線確保等の条件を満たす場合に隔

地を認める。その場合の距離は、当該敷地

からの直線距離がおおむね50メートルの

範囲内とする。 

６ 駐車施設の隔地・集約（駐車施設の確

保）の考え方 

 駐車施設の隔地の考え方は、次の（１）

及び（２）のとおりとする。なお、エリア

及び特定路線については、別添図-２に示

す。 

（１）乗用車用駐車施設 

エ 隔地を認める場合の距離は、当該敷地

からの直線距離がおおむね300ｍの範囲内

とする。ただし、歩行者ネットワークの状

況、交通手段の確保等により、歩行の負荷

軽減が図られると認められる場合は、この

限りでない。 

（２）車椅子使用者用及び荷さばき車両用

駐車施設 

 隔地は認めない。ただし、特定路線のみ

に面する建築物は、集約駐車施設までの円

滑な動線確保等の条件を満たす場合に隔

地を認める。その場合の距離は、当該敷地

からの直線距離がおおむね50ｍの範囲内

とする。 

文 言 を 改 め

る。 

７ 建築主等が取り組む地域貢献策 

（１）建築物を新築する場合の駐車施設 

建築物を新築する場合において、百貨店そ

の他の店舗及び事務所の用途の大規模建

築物（敷地面積2,000平方メートルを超え

るものをいう。）は次に示すア及びイを実

施する。ただし、当該用途の部分の床面積

が1,000平方メートル以下の場合は次に示

すア又はイを実施する。百貨店その他の店

舗及び事務所の用途の中規模建築物（敷地

面積2,000平方メートル以下のものをい

７ 建築主等が取組む地域貢献策 

（１）建築物を新築する場合の駐車施設 

建築物を新築する場合において、百貨店そ

の他の店舗及び事務所の用途の大規模建

築物（敷地面積2,000㎡を超えるものをい

う。）は次に示すア及びイを実施する。百

貨店その他の店舗及び事務所の用途の中

規模建築物（敷地面積2,000㎡以下のもの

をいう。）並びに百貨店その他の店舗及び

事務所以外の用途の建築物は、次に示すア

又はイを実施する。 

文 言 を 改 め

る。また、新築

する場合に建

築主が実施す

る地域貢献策

について、過

度な負担とな

らないよう但

し書きを加え

る。 
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う。）並びに百貨店その他の店舗及び事務

所以外の用途の建築物は、次に示すア又は

イを実施する。 

10 地域ルールの実効性を確保するため

の方策 

（１）駐車施設を適正に運用するための検

討と対応 

地域ルールの適用を受ける者は、周

辺地域への影響を考慮し支障が生じな

いよう駐車施設の台数の設定を行い、

その適正な運用についての方策を検討

する。設置した駐車施設の運用にあた

り支障が生じた場合の対応として、そ

の原因を確認し、これを解消するため

速やかに必要な措置を講ずる。 

10 地域ルールの実効性を確保するため

の方策 

（１）駐車施設を適正に運用するための検

討と対応 

地域ルールの適用を受ける者は、駐

車施設の台数の設定を行う際、その適

正な運用についての方策を検討する。

設置した駐車施設の運用にあたり支障

が生じた場合の対応として、その原因

を確認し、これを解消するため速やか

に必要な措置を講ずる。 

地域ルールの

基準は蒲田地

区全体の最低

限の基準とし

て定めるが、

建築主の責任

において路上

駐車が発生し

ない建築物を

計画すること

が前提である

ため、これを

明記する。 

別添図-２ 

※駅周辺エリアは、社会資本整備総合交

付金交付要綱付属第Ⅱ編第 1章イ－13

－(2)第 3の第 4項に基づく地区再生計

画において指定された蒲田駅周辺地区

の範囲 

別添図-２ 

※駅周辺エリアは、社会資本整備総合交付

金交付要綱付属第Ⅱ編第 1 章イ－13－(2)

第 3の第 4項に基づき策定された地区再生

計画における蒲田駅周辺地区の範囲 

地区の説明を

適切な表現に

改める。 

 

 



 

 

 

 

 

 

多摩川水系河川整備計画の変更について 

 

１ 変更概要 

 多摩川水系河川整備計画【大臣管理区間編】は多摩川を管理している国土交通

省が、今後 30年程度で実施する具体的な整備内容などを定めた将来の川づくり計

画です。 

国土交通省は、気候変動の影響や令和元年東日本台風の被災を踏まえて、令和

８年２月、多摩川水系河川整備計画を添付資料のとおり変更しました。 

 

２ 添付資料 

 資料１：多摩川水系河川整備計画【大臣管理区間編】(変更) 

 資料２：多摩川水系河川整備計画パンフレット 

「いっしょに考えてみませんか？ 多摩川のこれから」 

まちづくり環境委員会 

令和８年４月 15日 

都市基盤整備部 資料 28番 

所管 都市基盤管理課 

 



 

 

 

 

 

 

 

多摩川水系河川整備計画 

【大臣管理区間編】 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和8年2月 

 

国土交通省 関東地方整備局

06433804
テキストボックス
 資料１



 
 

多摩川水系河川整備計画【大臣管理区間編】の経緯 

 

平成 13 年 3 月 多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】 策定 

平成 29 年 3 月 多摩川水系河川整備計画【直轄管理区間編】 変更 

令和 8 年 2 月 多摩川水系河川整備計画【大臣管理区間編】 変更 
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1．多摩川の概要 

1.1 多摩川の流域及び河川の概要 

多摩川は、その源を山梨県甲州市の笠取山（標高 1,953m）に発し、途中多くの支流を合わせながら、東

京都の西部から南部を流下し、東京都と神奈川県の都県境を流れ、東京湾に注ぐ、幹川流路延長 138km、

流域面積 1,240km2 の一級河川である。 

その流域は、首都圏の南西部にあって細長い羽状形を呈し、山梨県、東京都及び神奈川県の 1 都 2 県

にまたがり、大田区や川崎市をはじめとする 23 市 2 区 3 町 3 村からなり、流域の関係市区町村の人口は、

昭和 55 年（1980 年）と令和 2 年（2020 年）を比較すると、約 526 万人から約 692 万人に増加し、高齢化率

は、6.8%から 22.7%と大きく変化している。流域の土地利用は、森林が約 59%、市街地が約 34%、水田や畑地

等の農地が約 3％となっており、中上流部より下流の平野部に位置する市街地は都市化の進展した地域で

あり、流域内の人口が集中するとともに、高度な土地利用がなされている。(表-1-2)。 

また、多摩川を横架している首都圏中央連絡自動車道、中央自動車道、東名高速道路、東海道新幹線

などの東京と関西方面を結ぶ幹線交通機関は、人流・物流ネットワークを支える交通の要衝となっており、

社会・経済・文化の基盤をなしている。 

 

表-1-1 流域の概要 

項目 諸元 備考 

幹川流路延長 138km※1 全国 109 水系中、第 25 位 

流域面積 1,240km2※2 全国 109 水系中、第 53 位 

流域市区町村 23 市 2 区 3 町 3 村※3 東京都：21 市 2 区 3 町 1 村 

神奈川県：1 市 

山梨県：1 市 2 村 

流域の関係市区町村人口 約 692 万人  

 ※1 出典：「水系別・指定年度別・地方整備局等別延長等調」（国土交通省水管理・国土保全局）（令和 5

年（2023 年）4 月 30 日現在） 

 ※2 出典：「一級水系における流域等の面積、総人口、一般資産額等について（流域）（調査基準年：平

成 22 年（2010 年））」（国土交通省水管理・国土保全局） 

 ※3 第 9 回河川現況調査結果をもとに、平成 26 年（2014 年）3 月までの市町村合併を反映 

 

表-1-2 流域の土地利用 

大項目 
多摩川流域 

面積（km2） 割合（％） 

① 森林 733.4 59.2 

② 市街地 432.4 34.2 

③ 田 3.5 0.3 

④ 畑 29.1 2.3 

⑤ 河川湖沼 39.5 3.2 

⑥ その他 10.3 0.8 

⑦ 合計 1,239.1 100.0 
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※四捨五入により一致しない場合がある 

※「平成 28 年度（2016 年度）国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ」（国土交通省国土政策局）

を元に作成 

 

多摩川流域は、上流部のほとんどが秩父多摩甲斐国立公園に指定され、山間渓谷部から河口まで姿を

変え、中上流部より下流では都市空間の一部を形成している。また、多摩川沿いには亀甲山古墳や滝山城

跡などの史跡が存在し、歴史的に人々の暮らしと密接に関わり続けているとともに、その流れは人々に憩い

と安らぎを与え都市地域における貴重な自然空間を有しており、幅広い世代から多くの利用がなされている。 

さらに、上流域にあたる小河内貯水池は、東京都民の貴重な水がめとなっている。 

流域の地形は、上流から下流に向かって、山地、主に右岸側に丘陵地、左岸側に台地、河口周辺に低地

が配列しており、その地質は、山地では、古生代から中生代及び新第三紀中新世の地層、丘陵地では鮮新

世から更新世前期の堆積岩、台地では、更新世中期以降の段丘堆積層、低地部では、沖積層によってそ

れぞれ構成されている。 

なお、中上流部や支川浅川では、河床付近に新第三系（粘土及びシルトが固結した層（「いわゆる土丹」

という。））の露出する箇所が見られ、風化しやすい性質から露出した箇所において河床低下による構造物

の不安定化などの問題を生じさせることがある。 

流域の年平均降水量は約 1,600mm となっており、日本の年平均降水量である約 1,700mm と比較すると

多摩川の年平均降水量はやや少ない。 

河口から六郷橋までの塩水の影響を強く受ける河口部は、陸域では広大なヨシ原が広がり、オオヨシキリ

等の鳥類、ヒヌマイトトンボ等といった重要な汽水性昆虫類の生息・繁殖の場となっている。水域では、シオ

クグ等の塩沼湿地植物群落が生育・繁殖するとともに、トビハゼ等の魚類が生息・繁殖する干潟が存在し、

ハマシギをはじめとしたシギ・チドリ類の渡りの中継地になっている。河口付近は、広く埋め立てが行われ、

左岸側は東京国際空港、右岸側は殿町国際戦略拠点、日本の高度成長を支えた京浜工業地帯が立地す

る。    

六郷橋から調布取水堰までの下流部は、河床勾配約 1/2,000～1/17,000 であり、広い高水敷を伴い大き

く蛇行する感潮区間である。水際にヨシ群落、河畔林が縦断方向に細長く分布し、高水敷のほとんどはグラ

ウンド等が占めている。人工整備環境が多い中でも比較的規模の大きな水生植物帯には鳥類のオオヨシキ

リが生息している他、低・中茎草地にはオオバン・チュウサギ等の鳥類やカンエンガヤツリ・ゴキヅル等の植

物が、自然裸地には底生動物のクロベンケイガニ等が生息・生育・繁殖している。 

調布取水堰から大丸床止までの中下流部は、河床勾配約 1/400～1/800 であり、扇状地下流の交互砂

州が広がる複断面河道区間である。陸域ではコチドリ等の鳥類が生息・繁殖する砂礫河原、水域ではヒガシ

シマドジョウ等の魚類が生息・繁殖の場とする連続した瀬と淵が形成されている。また、ヒルムシロ等の水生

植物が生育し、ミナミメダカ等の魚類が生息・繁殖の場とするワンド・たまりが形成されている。 

大丸床止から扇頂部付近となる羽村取水堰までの中上流部は、河床勾配約 1/200～1/400 と急流で、扇

状地上流から中流の交互砂州が広がる複断面河道区間である。陸域ではオギなどの草地が見られるととも

に、河岸にはカワラノギク等の河原植物、カワラバッタ等の昆虫類、セグロセキレイ等の鳥類などの動植物の

生息・生育・繁殖の場となる砂礫河原が形成されている。水域では、アユ、ウグイ等の魚類が生息・繁殖の場

とする連続した瀬と淵が形成されている。また、タコノアシ等の湿性植物が生育する小規模な湿地やワンド・
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たまりが形成されている。 

 羽村取水堰から大臣管理区間の最上流端の万年橋までの上流部は、河床勾配約 1/200 以上の急流であ

り、蛇行を伴い両岸に斜面林を有する掘り込み河道区間である。陸域では、イカルチドリ等の鳥類、カワラニ

ガナ等の河原植物が生息・生育・繁殖する砂礫河原、水域ではニッコウイワナ、サクラマス（同種で生活史が

異なるヤマメを含む）、カジカ等の魚類などが生息・繁殖する連続した瀬と淵が形成されている。 

 また、支川浅川は、河床勾配約 1/100～1/200 と急流で、陸域にはセグロセキレイ等の鳥類の生息環境と

なる砂礫河原が形成され、水域ではアブラハヤやホトケドジョウ等の魚類の生息・繁殖の場となる連続した瀬

と淵や水草の生育・繁殖の場が形成されている。 

なお、多摩川本川や支川では、オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、アレチウリ、オオフサモ、オオカワ

ヂシャ、ガビチョウなどの特定外来生物や、河川敷に生育するハリエンジュなどの外来種が広範に確認され

ており、在来種の生息・生育・繁殖の場への影響が懸念されている。 

多摩川の流域の関係市区町村人口の割合は、東京都が約 77％、神奈川県が約 22％、山梨県が約１％と

なっており、東京都内の人口の約 38％が多摩川の流域の関係市区町内に居住している。特に、多摩川流

域の人口は、流域面積の約 3 分の 1 を占める中下流の平野部にほぼ集中している(表-1-3)。 

なお、東京都、神奈川県及び山梨県の人口推移を国勢調査で見ると、東京都は昭和 50 年（1975 年）頃

まで人口が増加し、その後横ばい傾向になったが、平成 12 年（2000 年）以降再び増加に転じている。神奈

川県については、昭和 35 年（1960 年）以降、増加を続けている。一方、山梨県については、平成 12 年

（2000 年）まで増加し、その後減少傾向となっている(表-1-4)。 

 

表-1-3 多摩川流域における人口 

  東京都 神奈川県 山梨県 合計 

流域の関係市区町村人口 5,347 1,538 30 6,916 

割合（％） 77 22 1 100 

都県内人口（千人） 14,048 9,237 810 24,095 

流域内／都県内（％） 38 17 4 29 

 出典：「令和 2 年度国勢調査集計」（総務省統計局）をもとに作成 

 

表-1-4 東京都、神奈川県、山梨県の人口の推移 

（千人） 

  東京都 神奈川県 山梨県 合計 

昭和 35 年 (1960) 9,684 3,443 782 13,909 

昭和 40 年 (1965) 10,869 4,431 763 16,063 

昭和 45 年 (1970) 11,408 5,472 762 17,642 

昭和 50 年 (1975) 11,674 6,398 783 18,854 

昭和 55 年 (1980) 11,618 6,924 804 19,347 

昭和 60 年 (1985) 11,829 7,432 833 20,094 

平成 2 年 (1990) 11,856 7,980 853 20,689 
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平成 7 年 (1995) 11,774 8,246 882 20,902 

平成 12 年 (2000) 12,064 8,490 888 21,442 

平成 17 年 (2005) 12,577 8,792 885 22,253 

平成 22 年 (2010) 13,159 9,048 863 23,071 

平成 27 年 (2015) 13,515 9,126 835 23,476 

令和 2 年 (2022) 14,048 9,237 810 24,095 

出典：「国勢調査」（総務省統計局） 

 

多摩川流域に係る東京都、神奈川県及び山梨県の産業別就業者構成の推移をみると、昭和 25 年（1950

年）から令和 2 年（2020 年）にかけて、第 1 次産業は減少し、第 3 次産業は大きく増加している。(表-1-5)。 

また、東京都、神奈川県及び山梨県の経済活動別都県内総生産（名目）合計は、全国の約 1／4 を占め

ており、社会経済活動を支える諸機能が東京都及び神奈川県に集積している(表-1-6)。 

 

表-1-5 産業別就業者数の推移（1 都 2 県） 

（千人） 

    第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 
分類不能 

の産業 
合計 

昭和 25 年 (1950) 578 1,192 1,864 16 3,650 

昭和 30 年 (1955) 503 1,686 2,668 1 4,858 

昭和 35 年 (1960) 418 2,686 3,337 2 6,443 

昭和 40 年 (1965) 346 3,301 4,271 3 7,921 

昭和 45 年 (1970) 280 3,517 4,993 15 8,805 

昭和 50 年 (1975) 203 3,243 5,408 46 8,899 

昭和 55 年 (1980) 180 3,142 5,871 20 9,213 

昭和 60 年 (1985) 162 3,242 6,510 53 9,968 

平成 2 年 (1990) 138 3,347 7,167 106 10,758 

平成 7 年 (1995) 128 3,124 7,633 161 11,045 

平成 12 年 (2000) 111 2,717 7,787 247 10,861 

平成 17 年 (2005) 105 2,267 7,952 349 10,674 

平成 22 年 (2010) 87 1,923 7,530 1,034 10,574 

平成 27 年 (2015) 86 1,879 7,454 970 10,390 

令和 2 年 (2020) 80 1,794 8,265 375 10,514 

※四捨五入により一致しない場合がある 出典：「国勢調査」（総務省統計局） 
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表-1-6 経済活動別都県内総生産（名目） 

（百万円） 

  都県内総生産 第 1 次産業 第 2 次産業 第 3 次産業 

全国 549,866,191 6,106,891 149,289,825 392,226,525 

東京都 104,470,026 45,661 15,020,724 89,304,378 

神奈川県 34,609,343 51,609 9,017,973 25,354,173 

山梨県  3,365,637  62,867  1,241,652  2,057,959 

1 都２県合計  142,445,006  160,137  25,280,349  116,716,510 

1 都２県全国比(％) 25.9  2.6  16.9  29.8 

※四捨五入により一致しない場合がある 

出典：「平成 28 年度（2016 年度）県民経済計算（調査基準年：平成 23 年（2011 年））」（内閣府） 

 

多摩川は首都圏に残された広大な水と緑の空間であり、貴重な散策、レクリエーションなどの場として、利

用されている。特に中下流部から下流部の高水敷は公園やグラウンドとして幅広く利用されており、平均で

年間約 1,600 万人（平成 4 年度（1992 年度）から令和元年度（2019 年度）までの河川空間利用実態調査よ

り）の人々に利用されている。また、100 以上（令和 6 年(2024 年)時点）の市民団体が、多摩川に関する多種

多様な活動を行っており、幅広い分野から情報発信されている。 

歴史的にみれば、多摩川の流域には旧石器時代以来の遺跡が数多くあり、人びとのくらしが多摩川と密

接な関係にあったことが分かる。奈良時代には「万葉集」に詠まれ、江戸時代には浄瑠璃や歌舞伎の演目と

して人気を博した「神霊矢口渡」の舞台になるとともに、歌川広重の錦絵「東海道五十三次」に描かれたりす

るなど、文化にも深く関わっている。 

今後、首都圏においても、少子高齢化は急速に進み、社会・経済構造に大きく影響を与えることが予測さ

れる。また、グローバル化の進展、情報通信技術（ICT）の発達が、従来の社会・経済構造を変貌させるととも

に、将来の気候変動による影響への対応等も求められる中で、人々の生活スタイルも大きく変わっていくこと

になると考えられる。 

 

1.2 治水の沿革 

多摩川の治水事業については、大正 7 年（1918 年）より直轄事業として、二子橋地先から河口までの区

間について、明治 43 年（1910 年）の洪水に基づき、計画高水流量を 4,170m3/s とし、堤防整備、掘削、浚

渫及び水衝部等には護岸を施工した。また、昭和 7 年（1932 年）より日野橋地先から二子橋地先までの区

間について、日野橋地点における計画高水流量を 3,330m3/s とし、堤防整備・掘削・護岸等の工事を実施

し、あわせて支川浅川の高幡橋地先から多摩川合流までの区間について同様の工事を実施した。加えて、

昭和 34 年（1959 年）の伊勢湾台風を契機として河口部の高潮対策を実施した。その後、昭和 41 年（1966

年）にはこれらの計画を踏襲した多摩川水系工事実施基本計画を策定した。しかし、昭和 49 年（1974 年）

9 月台風第 16 号により、計画高水流量に匹敵する洪水に見まわれ、二ヶ領宿河原堰左岸の狛江地区で

堤防決壊が発生し、家屋等 19 棟が流される被害が生じたことから、昭和 50 年（1975 年）4 月、この洪水等

の出水の状況及び流域の開発状況等を考慮し、基準地点石原の基本高水のピーク流量を 8,700m3/s と
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し、このうち上流ダム群により 2,200m3/s を調節し、河道への配分を 6,500m3/s と改定した。 

さらに、多摩川において堤防決壊による氾濫が発生した場合、壊滅的な被害が予想され経済社会活動

に甚大な影響を与えることが懸念されるため、超過洪水対策として昭和 63 年（1988 年）3 月に工事実施基

本計画に高規格堤防の整備を位置づけた。 

その後、平成 9 年（1997年）の河川法改正を受け、多摩川水系河川整備基本方針を平成 12年（2000年）

12 月に策定し、基準地点における基本高水のピーク流量、計画高水流量については、既往洪水等から妥

当性を検証の上、工事実施基本計画を踏襲した。 

平成 13 年（2001 年）3 月には河川整備の目標流量を基準地点石原で 4,500m3/s とし、多摩川水系河川

整備計画【直轄管理区間編】を策定した。この計画に基づき、河道断面の確保対策として、施設管理者と連

携して堰の対策及び堰上流部の河道掘削を推進している。さらに、急流河川である多摩川では、高速流の

発生により低水部の洗掘のおそれがある地先において水衝部対策を実施している。支川浅川では、洪水時

の激しい澪筋の変動と高流速から、堤防の安全性等を確保するため、「特殊防護区間」を設定し強固な低

水護岸の整備等の対策を実施している。また、平成 29 年(2017 年)3 月には高潮堤防整備区間を追加する

変更を行った。 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨（2015 年）を受けて、平成 27 年（2015 年）12 月に策定された「水防災意 

識社会再構築ビジョン」に基づき、平成 28 年（2016 年）8 月に「多摩川上流部大規模氾濫に関する減災対

策専門部会及び多摩川下流部左岸大規模氾濫に関する減災対策専門部会」、平成 28 年（2016 年）10 月

に「多摩川下流部右岸・鶴見川大規模氾濫に関する減災対策専門部会」を組織し、各専門部会を令和元

年（2019 年）5 月に「多摩川上流部大規模氾濫減災協議会」、「多摩川下流部左岸大規模氾濫減災協議

会」、「多摩川下流部右岸・鶴見川大規模氾濫減災協議会」へと移行し、「水防災意識社会」の再構築を目

的に国、都県、市区等が連携・協力して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的・計

画的に推進してきた。 

そのような中、令和元年東日本台風（台風第 19 号）（2019 年 10 月）により、東京都西多摩郡檜原村の檜

原雨量観測所では総雨量 653mm を観測するなど、流域各地で既往最高値を記録する大雨となった。令和

2 年（2020 年）12 月に気象研究所と（一財）気象業務支援センターが発表した「近年の上昇が令和元年東

日本台風に与えた影響」によると、人為起源の温室効果ガス排出の増加等に伴う気温及び海面水温の上

昇が、令和元年東日本台風（台風第 19 号）に伴う関東甲信地方での大雨にどの程度影響を与えたのかに

ついて評価した結果、昭和 55 年（1980 年）以降の気温及び海面水温の上昇が、総降水量の約 11％の増

加に寄与したと見積もられている。 

この降雨により、大臣管理区間における多摩川本川の日野橋、石原、田園調布（上）、支川浅川の浅川橋

水位観測所で観測開始以降、最高の水位を記録し、基準地点石原の流量は約 7,000m3/s と推定され、計

画高水流量（6,500m3/s）を上回る洪水となった。 

この洪水では、多摩川流域（支川を含む）で溢水等による氾濫や、中下流部ではこれまで経験したことの

ない多摩川の水位の影響を受けて大規模な内水被害が発生した。その被害は、水害区域面積が約 51ha、

被災家屋が約 3,240 棟となり、浸水区域内の高層住宅の一部では、電源設備が浸水したことにより、電気や

水道が途絶えるなどの被害が発生し、地域社会及び経済に影響を与えた。 

この出水においては、「関係市区長等へのホットライン」により河川の状況、水位変化、今後の見通しなど

避難への助言を行うなど、関係機関と連携し実施した。また、洪水時における住民の主体的な避難促進の
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ための「緊急速報メール」を活用した洪水情報のプッシュ型配信を実施した。このような災害を踏まえ、「多摩

川下流部右岸・多摩川下流部左岸・多摩川上流部大規模氾濫減災協議会多摩川下流部減災部会」にお

いて、国、都県、市区等が連携して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的かつ計画的に

実施するため、多摩川緊急治水対策プロジェクトを令和 2 年（2020 年）1 月に策定し、河川における対策とし

て堤防整備や河道掘削、堰改築等、流域における対策として流出抑制施設の整備や下水道樋管等のゲー

ト自動化・遠隔化等のハード整備とソフト対策として多機関連携型タイムラインの策定・運用や講習会等によ

るマイ・タイムラインの普及促進等が一体となった流域全体における総合的な防災・減災対策を進めている。 

加えて、令和 2 年（2020 年）7 月に、社会資本整備審議会より「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方

～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～」が答申された。そのなかで、施設

能力を超過する洪水が発生することを前提に、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う「流域治水」へ転

換し、防災・減災が主流となる社会を目指すことが示されたことを踏まえ、多摩川においても、あらゆる関係

者が協働して、流域の貯留および浸透機能の向上等を組み合わせた流域全体で水害を軽減させる治水対

策を推進するため、流域の全市区町村からなる「多摩川流域協議会」において、令和 3 年（2021 年）3 月に

「多摩川水系流域治水プロジェクト」を策定・公表した。このプロジェクトにおけるこれまでの主な地域の取組

として、東京都八王子市では立地適正化計画（令和 2 年(2020 年)3 月策定）を策定し、浸水想定区域のう

ち、一定規模以上の浸水深となる範囲を居住誘導区域から除外するなど、災害リスクの低い地域へ居住や

都市機能を誘導する取組を進めている。 

また、東京都三鷹市、調布市などでは、浸水被害防止や軽減を目的として、住宅への止水板を設置する

市民に対して、設置費用の一部を助成するなど流域内で水災害に対応した都市、まちづくりが行われてい

る。 

これに加え、令和 2 年（2020 年）5 月には、河川管理者及びダム管理者等により、多摩川水系治水協定

が締結され、流域内にある小河内ダム等の有効貯水容量を洪水調節に最大限活用し水害発生の防止に取

り組むこととした。 

令和 5 年(2023 年)3 月には、近年の水災害の頻発に加え、今後、気候変動の影響により更に激甚化する

との予測を踏まえ、「多摩川水系河川整備基本方針」を変更し、計画高水流量を基準地点石原（多摩川）で

7,400m3/s、高幡橋地点（支川浅川）で 1,900m3/s とする計画とした。 

多摩川流域における過去の主な洪水は、以下のとおりである。 

(1) 明治 40 年 8 月洪水 

明治 40 年（1907 年）8 月洪水は、台風によるものであり、累加雨量は、丹波山観測所で 611mm を記録

した。 

この洪水により約 20 箇所で堤防が決壊し、現在の調布市など被害面積は 50 町村約 4,474 町歩、流出

戸数 5 戸、浸水戸数は 2,367 戸の浸水被害が発生した。 

(2) 明治 43 年 8 月洪水 

明治 43 年（1910 年）8 月洪水は、台風によるものであり、累加雨量は、丹波山観測所で 517.5mm を記

録した。 

この洪水により、ほぼ全川にわたって堤防が決壊し、現在の川崎市など被害面積は 55 町村約 10,500

町歩の浸水被害が発生した。 

(3) 大正 2 年 8 月洪水 
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大正 2 年（1913 年）8 月洪水は、台風によるものであり、この洪水により、六郷地区で 50m、羽田地区で

も堤防が決壊し、現在の大田区周辺で浸水面積 300ha、浸水戸数 400 余戸の浸水被害が発生した。 

(4) 大正 3 年 8 月洪水 

大正 3 年（1914 年）8 月洪水は、台風によるものであり、この洪水により、東京砂利鉄道線（昭和 48 年

（1973 年）廃止）が一時閉鎖した。アミガサ事件の契機となった洪水である。 

(5) 昭和 22 年 9 月洪水 

昭和 22 年（1947 年）9 月洪水は、台風によるものであり、この洪水により、5 箇所で堤防が決壊したほ

か、是政橋が流出し、浸水 98,691 戸、冠水耕地 2,769ha の浸水被害が発生した。 

(6) 昭和 49 年 9 月洪水 

昭和 49 年（1972 年）9 月台風第 16 号では、当時の計画高水流量（4,170m3/s）に匹敵する大出水とな

り、護岸の全壊、半壊をはじめとし、取水堰施設の損壊が目立った。特に、東京都狛江市猪方地先では、

堤防が約 260m にわたって決壊し、それに伴って堤内の住宅地等 3,000 ㎡と家屋 19 棟が流失した他、高

水敷の児童遊園地等の諸施設が流される甚大な被害が発生した。 

(7) 昭和 57 年 8 月,9 月洪水 

昭和 57 年（1982 年）8 月の台風第 10 号による出水では、石原観測所で戦後第 3 位の水位を記録し、

越水・溢水等の被害は免れたが、河川施設の複数個所での災害、川崎市などで床上・床下浸水 163 戸の

被害が発生した。また、9 月の台風第 18 号の出水でも警戒水位を超える観測所もあり、河川施設の災害

が生じるとともに、川崎市などで床上・床下浸水 60 戸の被害が発生した。 

(8) 平成 11 年 8 月洪水 

平成 11 年（1999 年）8 月の出水では、弱い熱帯低気圧の影響で 13 日から降り続いた雨により、最大 2

日雨量が多摩川の檜原雨量観測所で 361mm、多摩川上流で 352mm と 300mm を超える大雨となり、川崎

市戸手地先と世田谷区二子玉川地先に避難勧告が出され、戸手地区では浸水被害が発生した。 

また、浅川中下流部において計画高水位を上回る洪水が生じ、百草床固が損傷するなどの被害が発生

した。 

(9) 平成 13 年 9 月洪水 

平成 13 年（2001 年）9 月の台風第 15 号による出水では、8 日夕方から 11 日昼すぎまで降雨が続き、

小河内観測所において総雨量が 649mm に達した。洪水の継続時間が長く、河岸洗掘が多数発生した上、

河床洗掘が進み四谷本宿堰が流失する被害が発生した。川崎市戸手地先に避難勧告が出され、戸手地

区では浸水被害が発生した。 

(10) 平成 19 年 9 月洪水 

平成 19 年（2007 年）9 月の台風第 9 号による出水では、小河内観測所において降り始めからの総雨

量が観測史上最大の 710mm の降雨を記録し、日野橋観測所では戦後 2 番目となる水位を記録した。ま

た、各基準観測所においても戦後 2 番目、3 番目となる水位を記録した。堤防が決壊するなどの大きな被

害はなかったものの、河岸洗掘による護岸崩壊等の被災が発生し、二ヶ領宿河原堰においては、護床工

が流失する被害が発生した。 

(11) 平成 29 年 10 月洪水 



9 

 

平成 29 年（2017 年）10 月の台風第 21 号による出水では、19 日から深夜から降り始め、支川浅川の上

流部の高尾観測所で総雨量 438mm に達した。また、東京湾では満潮時刻と洪水のピークが重なり、高潮

が発生した。 

（１２）令和元年 10 月洪水 

令和元年（2019 年）10 月洪水による出水では、令和元年東日本台風（台風第 19 号）本体の発達した

雨雲や台風周辺の多量の水蒸気、地形効果による上昇流形成と相まって、東京都西多摩郡檜原村の

檜原雨量観測所では総雨量 653mm を観測するなど、流域各地で既往最高値を記録する大雨となっ

た。この洪水により、多摩川流域（支川を含む）で溢水等による氾濫や、中下流部ではこれまで経験し

たことのない多摩川の水位の影響を受けて大規模な内水被害が各地で発生し、死者 2 名、床下浸水

708 戸、床上浸水 855 戸、全半壊 896 戸、農地宅地その他の浸水面積 37.2ha の被害が発生した。 

 

表-1-7 主要洪水と洪水被害 

洪水年月日 降雨要因 洪水被害 

明治 40 年 8 月 台風 
約 20 箇所堤防決壊、 

現在の調布市など被害面積 50 町村 約 4,474 町歩 

明治 43 年 8 月 8 日 台風 
ほぼ全川にわたって破堤 

現在の川崎市など被害面積 55 町村 約 10,500 町歩 

大正 2 年 8 月 台風 
六郷（50m)、羽田堤防決壊 

現在の大田区周辺で浸水面積 300ha、浸水 400 余戸 

大正 3 年 8 月 台風 
東京砂利鉄道線一時閉鎖 

アミガサ事件の契機となった出水 

昭和 22 年 9 月 14 日 台風 
浸水 98,619 戸、冠水耕地 2,769ha 

  

昭和 49 年 9 月 1 日 台風第 16 号 
堤防決壊により狛江市地先で民家 19 棟が流出 

浸水 1,270 戸、冠水耕地 12.3ha 

昭和 57 年 8 月 2 日 台風第 10 号 
川崎市などで床上・床下浸水 163 戸、漏水 2 箇所 

護岸 17 箇所、計 3,710m 

昭和 57 年 9 月 12 日 台風第 18 号 
川崎市などで床上・床下浸水 60 戸 

護岸 11 箇所、計 1,520m 

平成 11 年 8 月 15 日 熱帯豪雨 
川崎市戸手地先浸水 

床上浸水 57 戸、床下浸水 12 戸 

平成 13 年 9 月 8 日 台風第 15 号 
川崎市戸手地先浸水 

床上浸水 34 戸、床下浸水 30 戸 

平成 19 年 9 月 7 日 台風第 9 号 
川崎市などで床上浸水 27 戸、床下浸水 47 戸 

  

平成 29 年 10 月 23 日 台風第 21 号 
川崎市などで床上浸水 42 戸、床下浸水 49 戸 

  

令和元年 10 月 12 日 

台風第 19 号

(令和元年東

日本台風) 

床下浸水 708 戸、床上浸水 885 戸、半壊 889 戸 

全壊流出 7 戸、農地宅地その他 37.2ha 

 

※昭和 22 年（1947 年）洪水までは、「多摩川水系河川整備計画（平成 13 年（2001 年）3 月）」、昭和 49 年

（1974 年）から令和元年（2019 年）洪水は、「水害統計」（建設省河川局及び国土交通省水管理・国土保

全局） 
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1.3 利水の沿革 

利水の歴史は古く、江戸時代から二ヶ領用水（当時は、四ヶ領用水）、羽村取水堰から取水された玉川上

水などによって、沿川及び武蔵野台地へのかんがい用水や、江戸の生活用水として広く利用され、江戸の

発展に寄与した。 

明治 26 年（1893 年）には、飲料水の安全性の確保を 1 つの要因として、多摩川中・上流地域に位置する

三多摩地区が神奈川県から東京府へ編入され、東京市によって上流域の水源林が管理されるようになった。

明治末期になると増大する東京の水需要に対応するため、多摩川の水がさらに利用された。昭和 10 年

（1935 年）から 20 年（1945 年）にかけて多摩川から取水される水道用水は、年平均 3～4 億 m3 であり、東京

都の全取水量の約 8 割を占めていた。増大する水需要に対応するため小河内ダムが計画され、工事にあた

り東京市及び東京府・神奈川県の長期にわたる折衝を経て昭和 13 年（1938 年）11 月に着工し、その後戦

争による工事中断も挟み、昭和 32 年（1957 年）11 月、945 世帯の移転と、建設工事中における 87 名の尊

い犠牲のもと、19 年余りの歳月をもって完成した。その後、毎年 5 億 m3 前後の取水が続けられたが、いわゆ

るオリンピック渇水（昭和 39 年（1964 年））を契機に、人口集中等により多摩川で賄いきれなくなった水源を

利根川等に求めたことから、現在では、東京都の水道用水全取水量に占める多摩川の水の割合は、2 割程

度になってはいるものの、水道の安定供給を図る上で、依然として、都市活動や都市生活を支える水源とし

ての重要性は高い。 

羽村取水堰では、河川流量のほとんどが東京都の水道用水として取水されており、かんがい期のみ

2m3/s が堰下流に放流され、非かんがい期には堰下流で瀬切れが発生するなどの問題が生じていたが、平

成 5 年（1993 年）からは、年間を通じ 2m3/s が放流されるようになった。 

農業用水としては、沿川の約 226ha のかんがいに利用され、また、工業用水として川崎市等に利用され、

さらに発電用水として、多摩川第一発電所を始めとする 5 箇所の水力発電所で使用されており、総最大出

力 46,100kw の電力供給が行われている。 

多摩川は、このように河川水が高度に利用されており、その取水のために多くの堰が存在している。また、

流域内で使用された水の多くが下水処理場で処理され、多摩川に流入しており、中上流部から下流部の広

い範囲で河川流量に占める下水処理水の割合は大きく、基準地点の石原地点における低水時の河川流量

では半分以上となっている。 

こうした多様かつ複雑な水利用の実態をできる限り明らかにすることを目的として、流域自治体、関係機関

が一体となって、平成 14 年度（2002 年度）から「水流実態解明プロジェクト」に取り組み、多摩川の水流とし

て有すべき水量とその変動及び水質などについて明らかにし、令和 5 年（2023 年）3 月に変更した多摩川

河川整備基本方針でプロジェクトの取組成果を正常流量に反映した。 

 

1.4 河川環境の沿革 

多摩川沿川では、昭和 30 年（1955 年）代から急激な都市化が進行する中で、地域社会における河川敷

の利用と自然環境の保全のあり方が重要な課題となった。 

河川敷の利用については、国民の健康、体力増進のため活用すべきとの社会的要請を背景に、計画的

に河川敷の開放を実施し、公的主体により公園、グラウンド等の整備がなされ、堤防上や河川敷での散策・

自転車利用、高水敷での野球・サッカー等のスポーツ利用が盛んに行われている。また沿川のかわまちづく

り計画に基づいて整備された利用拠点や水辺の楽校、歴史・文化・自然環境情報の発信拠点である情報サ
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テライト等、地域住民が川や自然と触れ合える水辺拠点において、川を基軸とした地域交流、体験学習等

が盛んに行われている。 

このように多摩川では、各地域の特色を活かし、まちづくりと一体となった水辺が計画・整備され、環境学

習や体験イベントといった水辺空間の利用を通じて、多摩川の魅力や川を拠点とした歴史・文化の発信に

関する新たな取組が積極的に行われている。また、地域連携を深めるための情報交換と人的交流を促進す

ることを目的として、河川の維持、河川環境の保全等を自発的に行っている河川に精通する団体等による河

川清掃活動、教育プログラムの一環として取り組んでいる環境教育や防災教育の指導のほか、研究者・自

治体・河川管理者と連携した河原植物の保全活動など、様々な住民活動が展開されている。 

自然環境の保全については、河川敷の開放が進む中、自然地の減少への懸念から、昭和 45 年（1970 年）

頃より多摩川の自然を守る市民運動が活発となり、多摩川の河川環境を保全することが重要な課題となった。 

このような背景の中で、昭和 55 年（1980 年）には、関係住民等の参画を得て、多摩川の持つ可能性を最

大限に生かし、過密都市における貴重なオープンスペースの望ましいあり方を示した「多摩川河川環境管

理計画」が策定された。この計画は、多摩川の秩序ある保全と利用を促すなど河川環境行政の先駆けとな

った計画であり、広域的に見た貴重な生態系を保持するため、学識経験者等専門家による生態学的な観点

から、動物や植物などの生息・生育地として特に保全する必要があると認められた区域を生態系保持空間

に設定するとともに、その他の空間についても、自然指向の強いものから人工指向の強いものまで段階的に

機能区分を設定している。 

昭和 59 年（1984 年）には、多摩川におけるすばらしい景観地として多摩川 50 景が選出され、その中から

市民の投票により、多摩川の象徴として多摩川八景が選ばれた。 

昭和 61 年（1986 年）には、流域の歴史・文化を含む博物誌である「多摩川誌」が編纂される（平成 13 年

（2001 年）には「新多摩川誌」として編纂）とともに、建設大臣（当時）、東京都知事、神奈川県知事をはじめ

関係自治体の首長が参加した「多摩川サミット」が開催され、「多摩川をみんなが水と緑に親しめる川として

後世に継承する」との多摩川サミット宣言が出された。この宣言の具体化に向け、「多摩川流域協議会」を都

県、流域自治体の参加により設立し、流域とのコミュニケーション、美化、浄化への関心を高めるための多摩

川週間を設定するなど流域が一体となった取組が開始され、これにより数多くの市民団体等による自主的な

活動がより活発化した。 

一方、流域の開発等により雨水の浸透機能や保水力が低下し、支川の流量が減少しているとともに、都

市における水辺空間が著しく減少していく中で、水辺空間の復活を望む地域住民の意識が非常に高くなり、

玉川上水や二ヶ領用水などでは清流再生の取組がなされている。 

 

多摩川の水質については、昭和 30 年（1955 年）代後半から流域の工場立地や宅地化の進展に伴う都市

排水の増加により悪化の一途をたどり、昭和 40 年（1965 年）代以降は、水質汚濁の代表指標である生物化

学的酸素要求量（以下、「BOD」という。）（75％値）が常に環境基準値を達成できない状況であった。下流の

調布取水堰がカシンベック病の疑いで取水停止となったことは有名である。このため、昭和 50 年（1975 年）

代後半からは下水道の整備、河川管理者による河川浄化施設の設置などに積極的に取り組んできた。平

成 8 年（1996 年）時点では、河川流量に占める下水処理水の割合が高い多摩川原橋付近や支川野川の兵

庫橋及び下水道整備が比較的遅れている支川浅川の高幡橋等については、環境基準が達成されていな

かった。しかし、わが国最初の礫間接触酸化法による河川浄化施設の設置や下水道の整備等の取組により、
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全般的に水質が改善傾向となり、多摩川中・下流（拝島橋より下流）の環境基準は平成 12 年度（2000 年度）

にＣ及びＤ類型からＢ類型に、浅川下流（さいかち堰下流）の環境基準は平成 29 年度（2017 年度）に B 類

型から A 類型に指定の変更がなされた。近年の多摩川及び支川の水質は、環境基準を達成している（図-

1-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、流域での対策としては、下水道法が昭和 45 年（1970 年）の法改正により水質保全が目的に加えら

れ、各都県に流域別下水道整備総合計画（以下「流総計画」）策定が義務づけられたことを受け、昭和55年

（1980 年）1 月に東京湾における汚濁負荷に関する都県配分が 1 都 3 県により合意がなされ、平成 9 年

（1997 年）3 月には東京湾での富栄養化の状態による環境基準達成状況を鑑み、全窒素、全リンを考慮し

た汚濁負荷に関する都県配分が合意された。その後、東京湾など閉鎖性水域の水質改善をより一層推進し

ていくため、平成 17 年（2005 年）には下水道法の改正が行われ、流総計画に窒素、リンの削減目標などを

設定することが法律で義務付けられた。これを受け、東京湾流域別下水道整備総合計画検討委員会では、

平成 19 年（2007 年）9 月に「東京湾流域別下水道整備総合計画基本方針」を策定し、本基本方針における

各都県の汚濁負荷量の合意事項をもとに、関係都県ごとに「東京湾流域別下水道総合計画」の見直しが実

施された。さらに令和 5 年（2023 年）2 月に本基本方針の見直しが行われており、東京湾の水質改善の流域

における取組が進められている。 

一方、多摩川流域では、流域の開発や下水道の整備により支川の流量が減少している傾向があるととも

に、多摩川の河道には多くの堰が存在することにより水の流れや土砂移動の連続性が必ずしも十分なもの

とはなっていない。こうした中、平成 2 年（1990 年）度から「河川水辺の国勢調査」を実施し、平成 4 年度

（1992 年度）に、全国で初めて「魚がのぼりやすい川づくり推進モデル事業」の認定を受けた。当時、多摩川

においては、多摩川の河口から小河内ダムまでの約 89km の区間に 18 の河川横断工作物が存在し、魚類

等が遡上困難とされた堰・床固が 12 箇所存在していたため、沿川の関係機関と連携を図りながら魚道の新

設・改良が進められ、令和 2 年（2020 年）には河口から小河内ダムまで魚の遡上・降下が可能になった。 

図-1-1 多摩川本川における水質経年変化図（BOD75%値） 

          昭和 34 年～令和 6 年：水文水質データベース 
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多摩川は、学識経験者を主体とした取組も活発に進められている。河川工学や生態学の研究者が共同し

た取組である河川生態学術研究会は、平成 7 年（1995 年）に多摩川等を全国初のフィールドとして研究を

開始し、平成 13 年（2001 年）からは中上流部の東京都福生市永田地区で全国初の礫河原再生に取り組む

など、多摩川をフィールドに川の自然環境の解明に向けた調査、研究が数多くされている。 

多摩川での水面利用は、船舶航行、水上レクリエーション、水際での親水活動など多岐に渡っている。こ

のため、調和がとれた秩序ある望ましい水面利用のあり方を示す計画として、平成 4 年（1992 年）6 月に「多

摩川水系水面利用計画」が策定され、水面利用が特に盛んであり動力船の航行もある河口から調布取水堰

（13.2km）までの区間について、4 つの「水面のゾーン」（船舶航、多目的利用、手こぎボート、緩衝）と 3 つの

「水際のゾーン」（水際活動、自然利用、自然保全）が配置された。 

多摩川と市民との関わりにおいては、平成 10 年（1998 年）には市民、学識経験者、流域自治体、河川管

理者などが、情報や意見の交換を行い、”いい川づくり”の実現に向けて、「多摩川流域懇談会」が設立され、

「多摩川流域セミナー」を継続的に開催するなど市民と行政が諸問題に対して、話し合いによる解決に努め

ることで多摩川のより良い環境の創出に寄与している。平成 13 年（2001 年）1 月からは「水辺の楽校」を開校

し、市民団体が主体となり、子どもたちが河川に親しむ自然体験活動を自治体や国も関わりながら実施して

おり、令和 6 年（2024 年）3 月時点で多摩川大臣管理区間では 19 箇所において活動している。 

人と河川との豊かな触れ合い活動の場は、水辺ならではの風景や清々しさ、歴史的・文化的資源や行

事・催事など、その河川や地域の特徴を活かして行えるようにすることが重要である。多摩川においては、こ

れまで自然との共生のもと、多摩川を訪れる人々の、水辺への経路の確保として「岸辺の散策路」や憩いの

場として人と川の触れ合い増進に資する「川の一里塚」等を整備してきた。そして、平成 21年度（2009年度）

に創設された「かわまちづくり支援制度」により、令和 6 年（2024 年）8 月時点で大田区、日野市、川崎市、多

摩市、狛江市で 6 つの計画が登録され、スロープや階段等の整備を行ってきている。 

多摩川の良好な景観の保全・創出においては、「河川」と「まち」を一体的に捉えることが重要であるとの

認識に立ち、河川管理者、自治体、占用者等が、多摩川の景観について共通の認識・考え方を共有するこ

とを目的として、平成 21 年（2009 年）7 月に「多摩川流域協議会」において「多摩川の景観形成の考え方」

のとりまとめを行った。平成 25 年（2013 年）6 月には、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する

活動を行う NPO 等の民間団体を支援する「河川協力団体制度」が創設され、多摩川では令和６年（2024

年）度末時点で 7 団体が指定されており、多摩川における外来植物の除去や貴重な植物の保全、生物に

関する知識の普及・啓発、安全利用に関する知識の普及・啓発などの活動を行っている。 

また、近年、ネイチャーポジティブなどの世界的な潮流を受けて民間企業の環境に対する意識が高まっ

てきており、多くの企業が地域住民や河川管理者と連携し、外来種の駆除や清掃活動を実施するなどの環

境保全活動を行っている。 

以上のように多摩川は、時代の流れの中で都市化などの社会的影響を受け、社会的に河川に求められる

姿、河川として果たすべき役割など、社会と川との関わりを先駆的に示してきた河川である。 

 

1.5 令和元年東日本台風による洪水で生じた現象 

令和元年（2019 年）10 月洪水では、大型で非常に強い「令和元年東日本台風（台風第 19 号）」の接近

による多量の水蒸気の流れ込みや台風北側の前線の形成・強化及び地形の効果などによる持続的な上昇

流の形成により、台風中心付近の雨雲が関東甲信地方に到達していない時期において降水が生じた。加
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えて、台風中心付近の発達した雨雲の直接的影響により、10 月 12 日から 13 日にかけて、静岡県や関東

甲信地方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨となった。その結果、多摩川流域においても、流域

全体に多くの降水が発生したことから、各雨量観測地点で既往最高を超える雨量となり、御岳雨量観測所、

高尾雨量観測所、檜原雨量観測所等で観測史上最高雨量を観測した。 

これに伴い、多摩川の基準地点である石原地点の上流域においては、流域平均 2 日雨量で 490mm とな

り、発生当時の戦後最大規模の洪水である昭和 49 年（1974 年）9 月洪水の 319 ㎜を大きく上回る雨量とな

り、石原地点において平成 13 年（2001 年）3 月に策定した河川整備計画での整備計画目標流量である

4,500m3/s を大幅に上回る、約 7,000m3/s が流下した。 

支川浅川の流域においても、流域平均 2 日雨量で 598mm となり、主要な地点である高幡橋地点におい

ては、平成 13 年（2001 年）3 月に策定した河川整備計画での整備計画目標流量である 1,100m3/s を上回

る約 1,400m3/s の出水であった。 

この洪水により、多摩川及び浅川における大臣管理区間内では堤防区間の約半分において計画高水位

を超過した。既設の堤防区間で越水は無かったものの、無堤部であった二子玉川地区で溢水による浸水被

害が発生した。さらに、平瀬川と多摩川との合流部付近において、平瀬川沿川に浸水被害が生じたほか、

中下流部ではこれまで経験したことのない多摩川の水位の影響を受けて大規模な内水被害が発生し、浸水

区域内の高層住宅の一部では、電源設備が浸水したことにより、電気や水道が途絶えるなどの被害が発生

し、地域社会及び経済に影響を与えた。当該洪水全体で、死者 2 名、床下浸水 1,038 戸、床上浸水 1,592

戸、全半壊 2,760 戸の被害が発生した。 

また、この洪水による大規模な攪乱は多摩川の動植物に一時的な影響を与えた。オギやツルヨシ等の植

物群落は攪乱により裸地化したが、一年生草本の定着を経て、元の群落に回復しつつある。底生動物は河

道形状の変化に沿って固着型から掘潜型への遷移が見られ、種数も増加傾向にある。魚類や鳥類は種数

の維持または増加が確認された。一部の貴重種の消失が確認されているものの、生息環境は多く残され、

あるいは回復しつつあることから、今後の再定着が期待できる。これらのことから、令和元年東日本台風に伴

う大規模攪乱による生物の生息・生育・繁殖環境への影響は短期的かつ限定的であったと考えられる。 
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2．河川整備の現状と課題 

2.1 令和元年東日本台風による洪水で明らかになった課題 

1.5 にて述べたとおり、令和元年東日本台風（2019 年）による洪水は、既往の洪水を大きく上回る雨量・流

量を記録した洪水であったことから、過去の中小規模洪水と異なる河道の応答を示した。洪水流による土砂

の掃流と堆積は河床を著しく変動させ、河川管理施設の被災の一因になったとみられている。例えば多摩

川を渡河する京王線多摩川橋梁の下流左岸側では、堤防付近まで高水敷が大きく洗掘されたほか、日野

橋の橋脚が河床洗掘の影響を受けて沈下するなど、河川横断工作物周辺における局所洗掘が発生し、多

摩川・浅川では 21 箇所において堤防や河岸等の被災が発生した。この洪水で明らかとなった大規模洪水

時に生じる土砂移動に伴う河床変動の発生機構や応答の関連性を理解したうえで河川整備に活かしていく

ことが重要である。 

また、計画規模を上回る洪水であったため、全川的に多摩川が水位上昇し、計画高水位以上の水位が

継続したことから、支川合流点や排水樋管等の箇所において流水が滞り、多摩川沿いに内水被害が発生し

たことを踏まえ、樋管ゲートの改良や排水ポンプ車の導入など、浸水発生時の避難情報提供等の各沿川地

方自治体等における内水対策が進められているものの、整備水準のさらなる向上が求められている。また、

多摩川の支川合流点処理においては、指定区間管理者などの関係機関との調整及び計画策定を着実に

進めていく必要がある。したがって、多摩川においては、これまでの治水対策の加速化とあわせて、地域及

び関係機関との連携の下で、流域の貯留・浸透機能および遊水機能の確保・向上や、現地明示等によるリ

スク情報の周知、円滑な水防・避難行動のための状況把握、情報伝達体制等の充実を図る必要がある。 

 

2.2 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題 

多摩川流域では、多摩川特有の流域特性に配慮し、多摩川の河道の変化や応答を分析・把握しながら、

水系全体としてバランスよく治水安全度を向上させるよう、水系として一貫した河川整備を行ってきた。 

多摩川の堤防は、河川管理施設等構造令に基づく堤防構造で、大臣管理区間の約 8 割で整備されてい

るものの、 堤防断面の不足や河道断面の不足している区間があり、計画高水流量を安全に流下させること

ができない状況にある。 

また、堤防等の安全性向上対策として、多摩川中上流部及び浅川において堤防防護に必要な高水敷幅

が確保できていない箇所や高流速の発生により洗掘のおそれがある箇所については、高水護岸や水衝部

対策が必要である。既設の堤防及び護岸の構造、質的状況等の調査結果に基づき、堤防強化が必要とな

る場合には侵食、越水及び地震に対する安全性を向上させる必要がある。加えて、暫定的に特殊堤形式で

整備を行った区間（約 3ｋｍ）について安全性を高める対策を行うとともに、久地陸閘をはじめとする 5 箇所

の陸閘については、沿川地域より早期解消を求める声があることから、堤防等の安全性を高める対策に合

わせ解消する方向で管理者と協議を進める必要がある。 

多摩川に多く設置されている堰や橋梁等の河川横断工作物が洪水流下等を阻害しているため、抜本的

な対策として、二ヶ領宿河原堰の改築を平成 11 年（1999 年）3 月に、旧四谷本宿堰の改築（床止めとして

整備）を平成 17 年（2005 年）4 月に、二ヶ領上河原堰の改築を平成 24 年（2012 年）3 月に完了し、令和 2

年（2022 年）5 月より旧大丸用水堰の改築（床止めとして整備）を行っている。これらの大規模な工作物改築

を行った区間については、継続的に洪水流下や土砂動態等のモニタリングを行い、必要に応じて河道掘削

を行うなど順応的に管理を行う必要がある。加えて、多摩川の中上流部に位置する多摩大橋地区周辺及び
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その上流区間では、露出した土丹河床の著しい洗掘による橋梁等の許可工作物の安全性の低下と生態系

保持空間である高水敷の樹林化等の課題について、平成 24 年（2012 年）から対策を進めてきており、引き

続き、モニタリングを継続的に実施しながら、土丹の物理特性の科学技術的な解明を進めるとともに、河川

生態系の保全や河道の二極化抑制のための高水敷切り下げ、土丹の露出に起因した著しい洗掘箇所の埋

め戻しなど、広く分布する土丹に起因する課題への総合的な対策を講じていく必要がある。 

 

表-2-1 堤防の整備状況※1 

(km) 

河川名 計画断面※2 断面不足※3 不必要※4 合計※5 

多摩川、浅川、大栗川 105.4 25.4 20.5 151.3 

※1：延長は大臣管理区間（ダム管理区間を除く）の左右岸の計である     令和 6 年（2024 年）3 月時点 

※2：附図 2 に示す標準的な堤防の断面形状を満足している区間 

※3：附図 2 に示す標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間 

※4：山付き、掘込み等により堤防の不必要な区間 

※5：四捨五入により一致しない場合がある 

 

河口部の高潮災害に対する堤防等の整備進捗は計画延長 10.1km に対し、8.2km（令和 6 年度（2024 年

度）末時点）となっている。気候変動に伴う海面水位の上昇や強い台風の増加により、高潮の発生頻度や規

模が増加することが懸念されていることから、特に波のうちあげ高が計画堤防高を超える区間については、

低減対策を早急に進める必要がある。 

下流部においては、河川の堤防が決壊すれば、低平地が浸水する事態となるなど、甚大な人的被害が発

生する可能性が特に高いことから、計画規模の洪水を対象とした治水対策とあわせて、超過洪水対策として

高規格堤防整備事業を実施しているところである。令和 7 年（2025 年）3 月時点で、整備区間延長約 15.3km

に対して、整備済延長約 2.8km（17 箇所）、事業中延長約 0.2km（1 箇所）となっている。 

浅川については、多摩川と同様に必要な堤防の高さや幅が不足している堤防断面の不足区間が約

7.6km あり、計画高水流量を安全に流下させることができない状況にある。また、急な河床勾配のため発生

する高流速により、過去の洪水において河岸洗掘、堤防崩壊、床止めの損傷等、数多くの被災を受けてい

るうえ、昭和 30 年（1955 年）以降の首都圏のスプロール化により急速に進められた宅地開発に伴い、氾濫

原が市街地となり被害ポテンシャルが増大している。 

また、浅川においても、土丹の露出している箇所が見られ、河床低下による構造物の不安定化などの問

題が生じている。平成 20 年（2008 年）8 月の出水では、洪水ピーク時に洗掘を受け剥離した土丹塊が出水

後の河道内に多数点在し、これまでにない土丹の露出した河道状況が確認された。平山床固や元横山床

固では、ブロック下面の河床低下による空洞化が生じ、護床工が変形する被害をもたらした。こうした河床低

下や土丹の露出への対策として、平成 21 年（2009 年）より、現在の土砂生産の制約の中で河床低下箇所

に上流からの砂礫を留める手法として、巨石の配置により砂礫を捕捉し河床高を回復する対策を実施した。 

さらに、浅川では、土丹の露出に加えて、河道断面積・川幅に余裕が無く急勾配であり、洪水時の河道内

の澪筋の変動が著しく、高流速が発生するため、これまで実施してきた「特殊防護区間」における護岸の整
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備等の対策も踏まえて強固な堤防整備を検討する。 

多摩川の上流部・中流部・下流部左岸では多摩川沿川の狭い範囲に氾濫域を形成し、浸水深が深くなり

やすい地形となっている。また、下流部では密集した市街地に氾濫流が拡大する一方、多摩川下流部右岸

では、起伏が小さく平坦な低地であり、浸水域が拡散することに加え、氾濫水が滞留しやすく、浸水継続期

間が長くなる地形となっているなど、施設の能力を大幅に上回る極めて大規模な洪水や高潮、並びに地震

による大規模な津波が発生した場合には、甚大な人的被害や、社会経済への影響が懸念される。こうしたこ

とから、多摩川水系においては、洪水発生時の復旧・復興支援に対応するための地域防災活動拠点（水防

拠点（計画 17 箇所）及び河川防災ステーション（計画 6 箇所））の整備を進めてきており、現時点で河川防

災ステーション 1 箇所（川崎市大師河原地先）、水防拠点 2 箇所（多摩市関戸地先、福生市南田園地先）

が整備完了し、2 箇所目の河川防災ステーション整備を日野市石田地先にて進めている。大規模な災害が

発生した際の円滑かつ迅速な復旧・復興支援のため、関係自治体と連携を図りながら、浸水発生時におけ

る排水ポンプ車等災害対策車両が適切かつ効果的に活動するためのアクセス経路確保や排水機場等の

耐水化、孤立化の回避対策、予備電源の確保などを進めるとともに、こうした地域防災活動拠点を早急に整

備をする必要がある。 

また、地震災害発生時の緊急輸送路の確保のため、大田区多摩川地先等 2 箇所の緊急船着場（全体計

画両岸で 3 箇所）、左右岸約 39km の緊急用河川敷道路（全体計画両岸で約 90km）の整備が完了してお

り、今後、残る区間の整備を進める必要がある。加えて、緊急時の情報収集提供体制並びに警戒避難体制

の充実のために左右岸あわせて約 131km の光ファイバ（全体計画両岸で約 157km）を整備している。今

後、地震災害において被災する可能性が比較的高い架空配線を堤防整備に合わせて地中化する必要が

あるほか、地形要因により河川区域に新規敷設が困難な区間については、断線被災に備え関東地方整備

局が保有するネットワーク網を活用し、通信経路の二重化を図る等、災害に強い通信網構築のための対策

を関係機関と連携を図りながら進めていく必要がある。 

令和 2 年（2020 年）7 月に、社会資本整備審議会より「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方～あらゆ

る関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～」が答申されたことを踏まえ、多摩川におい

ても、令和元年東日本台風（2019 年）での被害を踏まえた「多摩川緊急治水対策プロジェクト」を着実に進

めていくとともに、多摩川流域において、多摩川の河川環境、河川管理を計画的に推進するための協議・情

報共有を行うことを目的としている「多摩川流域協議会」を活用し、あらゆる関係者により流域全体で行う｢流

域治水｣の取組を加速させることとした。 

 

2.3 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題 

多摩川における主要な地点における流況は、以下のとおりとなっている(表-2-4)。 
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表-2-4 主要な地点の流況 

（m3/s） 

河川名 地点名※1 統計期間 豊水※2 平水※3 低水※4 渇水※5 年平均 

多摩川 石原※1 54 年 S44～R4 26.50 16.38 11.54 7.65 30.23 

10 年 H25～R4 29.62 18.04 13.45 10.48 31.05 

※1 石原：平成 24 年（2012 年）までは「流量年表」、平成 25 年（2013 年）以降は「水文水質データベース」

をもとに作成 

※2 豊水流量：1 年を通じて 95 日はこれを下らない流量 

※3 平水流量：1 年を通じて 185 日はこれを下らない流量 

※4 低水流量：1 年を通じて 275 日はこれを下らない流量 

※5 渇水流量：1 年を通じて 355 日はこれを下らない流量 

 

多摩川における水利用は、最大取水量の合計で約 115m3/s が利用されている。なお、農業用水は、季節

等により利用量が大きく変動する。 

都市用水は、水道用水として最大約 26m3/s、工業用水として最大約 3.0m3/s が供給されている(表-2-

5)。 

 

表-2-5 水利用の状況 

種別 最大取水量（m3/s） 件数 

農業用水 7.402 54 

水道用水 25.557 7 

工業用水 3.360 3 

発電用水 77.000 5 

その他 1.400 2 

合計 114.719 71 

※農業用水の慣行水利権については、慣行届けに数値が記載されているもののみ計上（令和 5 年（2023

年）3 月時点） 

 

多摩川の水は、沿川地域の農業用水や首都圏の水道用水、工業用水、発電用水等に利用されている。

多摩川流域の開発が進むとともに、農業用水利用は減少したが、今も首都圏の水源として重要な役割を果

たしている。 

石原地点から下流における既得水利としては、農業用水として 1.30m3/s、工業用水として 3.36m3/s、水道

用水として 2.48m3/s、その他用水として 1.40m3/s の合計約 8.54m3/s の取水がある。 

これに対して、石原地点における過去 10 年間（平成 25 年（2013 年）～令和 4 年（2022 年））の平均渇水

流量は約 10.5m3/s、平均低水流量は約 13.5m3/s である。 

多摩川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に当たっては、動植物の保護、漁業、景観、流水の

清潔の保持等を考慮して定める維持流量、および水利流量からなる流量を低水管理上の目標として定めた

うえで、既存貯留施設の有効活用や、関係機関と連携した広域的かつ合理的な水利用等の取り組みなどの
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方策により、その確保を図っていく必要がある。 

また、中上流部から下流部においては、河川流量に占める下水処理水の割合が高い現状を踏まえると、

流域自治体の将来の水需要と、それに伴う多摩川に還流される下水処理水量の動向を注視していく必要が

ある。 

 

2.4 河川環境の整備と保全に関する現状と課題 

(1) 水質 

多摩川及び支川浅川等の水質は、直近では BOD（75％値）の環境基準値を達成している（表-2-6）。現

状の課題として、多摩川では、下水処理水が河川水の約半分を占めており、河川水の水温が高くなることに

よる外来種の増加や雨天時の汚濁負荷の一時的な増加などの影響が懸念されており、さらなる良好な水環

境の形成には、下水道事業者等の関係機関と連携した水質改善に取り組んでいく必要がある。 

 

表-2-6 多摩川・浅川等の環境基準点における BOD（75％値） 

（mg/L） 

河川名 環境基準名 
環境 

基準値 

令和 

元年 

令和 

2 年 

令和 

3 年 

令和 

4 年 

令和 

5 年 

令和 

6 年 

多摩川 拝島橋 2.0 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 

多摩川 多摩川原橋 3.0 1.8 1.8 1.2 1.8 2.1 1.6 

多摩川 田園調布堰上 3.0 1.7 1.4 1.2 1.6 1.5 1.5 

多摩川 大師橋 3.0 1.9 1.8 2.7 2.1 2.8 1.9 

浅川 高幡橋 2.0 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 

大栗川 報恩橋 2.0 0.8 1.1 0.7 1.0 1.0 0.8 

野川 兵庫橋 8.0 4.1 2.0 1.9 2.1 1.6 1.6 

※出典：関東地方一級河川の水質現況 

 

(2) 自然環境 

多摩川では、平成 13 年（2001 年）3 月の河川整備計画策定以降、生態系保持空間では、人の立ち入り

を極力制限することで貴重な生態系を保持できるものと考えてきたが、近年においては当該空間における外

来植物の増加や河原植物の減少、干潟への土砂堆積に伴う塩沼湿地群落の減少等の環境の劣化が発生

している。また、多摩川全体においても、河道では土砂堆積とともに樹林化が進行し、いわゆる河道の二極

化が顕在化している。 

これらの影響に対応していくためには、これまでの局所的な礫河原再生などの取組の評価と改善を図るこ

とに加え、河川全体を見据えた自然環境の保全・創出の取組へと発展させていく必要がある。河川環境の

特徴を踏まえた区間ごとの具体的な現状と課題を以下にて詳述する。なお、多摩川における生物の確認種

数のうち、「日本の絶滅のおそれのある野生生物～レッドデータブック～」等重要種の掲載種数は表-2-7 に

示すとおりとなっている。 
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表-2-7 多摩川・浅川等の「日本の絶滅のおそれのある野生生物～レッドデータブック～」等重要種確認数 

分類 種数 

魚類 16 科 41 種 

底生動物 39 科 62 種 

植物 39 科 74 種 

鳥類 28 科 67 種 

両生類・爬虫類・哺乳類 15 科 25 種 

陸上昆虫類 41 科 91 種 

※「河川水辺の国勢調査【河川版】（調査時期：平成 26 年度（2014 年度）～令和 5 年度（2023 年度））」

をもとに作成 

 

① 多摩川河口部（河口から六郷橋までの-2k～5k）） 

この区間は、陸域では鳥類や汽水性昆虫類の生息・繁殖の場となる広大な干潟やヨシ原が存在し、

水域では魚類の生息・繁殖の場であり干潟や渡り鳥の中継地となる干潟や塩沼湿地植物群落が存在

する。ヨシ原については、平成 5 年（1993 年）から平成 27 年（2015 年）にかけて長期的に拡大傾向に

あり、生息場として維持されていると考えられ、保全が必要となっている。一方、塩沼湿地群落を含む干

潟については、平成 17 年（2005 年）から平成 27 年（2015 年）にかけて一部拡大している箇所があるも

のの、ヨシの単一植生が増加したことにより、干潟が減少するとともに生物多様性が失われ、また、陸地

化が進行することで、特定外来生物のアレチウリ等が繁茂している。このため、令和元年度（2019 年度）

から実施している多摩川緊急治水対策プロジェクトの一環として、流下能力確保のために実施している

河道掘削に合わせ、植生の生育地盤高を考慮した切り下げを行うことで、元来の干潟やエコトーンの保

全・創出を行っている。 

② 多摩川下流部（六郷橋から調布取水堰までの 5k～13k） 

この区間は、人工整備環境が多い中でも、鳥類が生息・繁殖する低・中茎草地や水生植物帯、底生

生物が生息・繁殖している。平成 17 年（2005 年）から平成 27 年（2015 年）にかけて、自然裸地、低・中

茎草地及び水生植物帯については良好な生息・生育・繁殖の場として維持されているものの、限られた

範囲に形成されていることから、保全・創出が必要となっている。一方、特定外来生物のアレチウリやコク

チバス等が確認されていることから、在来種への影響が懸念される場合には適切な対応を行う必要があ

る。 

③ 多摩川中下流部（調布取水堰から大丸床止までの 13k～32k） 

この区間は、一部は土丹が露出している。水域には回遊魚類の生息・繁殖の場となる連続した瀬・淵

が形成され、砂礫河原には鳥類や在来河原植物が生息・生育・繁殖している。また、高水敷の水際の随

所には、鳥類が生息・繁殖する低・中茎草地や水生植物帯、ワンド・たまりが形成されている。平成 17

年（2005 年）から平成 27 年（2015 年）にかけて、瀬及び淵や砂礫河原については良好な生息・生育・

繁殖の場として一定規模が維持されている。低・中茎草地及び水生植物帯については良好な生息・生

育・繁殖の場として一定規模が維持されているものの豊富な規模とは言えないことから、保全・創出が必

要となっている。ワンド・たまりについては減少傾向になっており、環境の劣化（面積減少）が懸念される

ため、河川整備の際にはワンド・たまりの保全が必要となっている。一方、特定外来生物のアレチウリや
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コクチバス等が確認されていることから、在来種への影響が懸念される場合には適切な対応を行う必要

がある。さらには、河川横断工作物への魚道整備が完了しているが、一部の横断工作物では、魚道へ

の誘導施設が有効に機能しておらず、回遊魚の遡上が困難な状況になっていることから、改善が必要と

なっている。 

④ 多摩川中上流部（大丸床止から羽村取水堰までの 32k～54k） 

この区間は、一部の土丹が露出しており、水域では魚類の生息・繁殖の場となる連続した瀬・淵が形

成されている。また、砂礫河原には鳥類や在来河原植物が生息・生育・繁殖し、高水敷の水際の随所に

は、鳥類が生息・繁殖する低・中茎草地や水生植物帯、ワンド・たまりが形成されている。平成 17 年

（2005 年）から平成 27 年（2015 年）にかけて早瀬及び淵は維持され、砂礫河原については良好な生

息・生育・繁殖の場として一定規模が維持されているものの、一部減少している区間が見られるため、保

全が必要となっている。低・中茎草地及び水生植物帯についても良好な生息・生育・繁殖の場として維

持されているものの限られた範囲に形成されていることから保全・創出が必要となっている。ワンド・たま

りについては減少傾向になっており、環境の劣化（面積減少）が懸念されるため、河川整備の際にはワ

ンド・たまりの保全が必要となっている。一方、特定外来生物のアレチウリやオオカワジシャ等や外来植

物のハリエンジュ等、特定外来生物のコクチバス等が確認されていることから、在来種への影響が懸念

される場合には適切な対応を行う必要がある。さらには、河川横断工作物への魚道整備が完了している

が、一部の横断工作物では、魚道への誘導施設が有効に機能しておらず、アユ等の回遊魚の遡上が

困難な状況になっていることから、改善が必要となっている。 

⑤ 多摩川上流部（羽村取水堰から万年橋までの 54k～61.8k） 

この区間は、一部の土丹が露出しており、水域では魚類が生息する連続した瀬・淵が形成されてお

り、砂礫河原には鳥類や在来河原植物が生息・生育・繁殖している。また、河畔林においても鳥類が生

息・繁殖している。平成 17 年（2005 年）から平成 27 年（2015 年）にかけて、早瀬及び淵については維

持され、砂礫河原についても良好な生息・生育・繁殖の場として維持されているものの、一部減少してい

る区間が見られることから、保全が必要となっている。河畔林についても一定規模が維持されているもの

の、場所により減少している区間が見られることから、動植物の生息・生育・繁殖の場として河川整備の

際には保全が必要となっている。一方、特定外来生物のオオキンケイギク、アレチウリ、オオカワヂシャ、

外来植物のハリエンジュ等が確認されており、在来植物への影響が懸念される場合には適切な対応を

行う必要がある。 

⑥ 支川浅川 

浅川は、砂礫河原を伴う交互砂州やワンドが見られるが、一部には土丹が露出している。水域では魚

類が生息・繁殖する連続した瀬・淵が形成されている。陸域では、鳥類や在来河原植物が生息・生育・

繁殖する砂礫河原が形成されている。平成 17 年（2005 年）から平成 27 年（2015 年）にかけて、早瀬及

び淵については良好な生息・繁殖の場として維持されているものの、早瀬が減少しており、河川整備の

際には保全が必要となっている。砂礫河原については、良好な生息・生育・繁殖の場として全体的に増

加傾向にあるが、河川整備の際には保全・創出が必要となっている。一方、特定外来生物のアレチウリ

等が確認されていることから、在来植物への影響が懸念される場合には適切な対応を行う必要がある。 
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(3) 人と河川との豊かな触れ合い活動の場 

「水辺の楽校」では、市民団体が主体となり、子どもたちが河川に親しむ自然体験活動が実施されている。

最近では、「水辺の楽校」への小学校の「総合的な学習の時間」における自然体験学習への要請が増加して

いるが、主催する活動メンバーの高齢化や担い手が確保できないなどが課題となっている。長きにわたり市

民団体が作り上げてきた「水辺の楽校」の取組を将来へ継続させていくためには、担い手の育成とともに一般

市民の水辺環境価値の認知を高めていくことが重要となる。これまで数十年にわたる行政や市民団体等によ

る水辺利用や水質改善の取組により、多摩川流域においては多くの市民が水辺空間の価値を実感し始めて

いる。また、人と河川との豊かな触れ合い活動の場に関しては、平成 15 年度から 5 回に亘って実施してきて

いる、市民と共同で河川空間の親しみやすさや快適性などを評価する「川の通信簿」において、水辺へのア

クセスのより一層の向上や、樹木繁茂による河川景観への影響改善への意見が出ている。 

以上から、人と河川との豊かな触れ合い活動を通して、河川環境やそれに影響を与えている河川周辺の

様々な自然的、社会的状況への理解が深まるよう、「水辺の楽校」等の自然体験学習の取組とも連動させな

がら、教育的な観点、福祉的な観点などを融合した施設及び場の整備を行っていく必要がある。 

また、沿川自治体からは、河川とまちづくりのより一体的な整備についての期待が寄せられており、こうした

ニーズを踏まえた水辺空間の拠点や、その拠点へのアクセス通路、散策路等の整備を推進していく必要があ

る。 

 

(4) 景観 

多摩川は、多くの利用者が訪れ、沿川住民による各種活動も活発に行われるなど、日常生活に密着した

活動空間であるとともに、河川空間と沿川市街地、さらにはそこでの活動等から構成される良好な景観が形

成されている場でもあり、多摩川八景や多摩川 50 景として指定されている。しかしながら、社会経済の発展

に伴う市街化の進展などにより、これらの景観が損なわれる状況も見られ、いかに良好な景観を保全・創出

し、また将来に継承していくかが重要な課題となっている。さらに、近年では河道内において、外来植物の

ハリエンジュ等による樹林化の進行等により、多摩川を代表する中上流部・中下流部の砂礫河原が広がる

景観が失われてきており、河川景観の観点からも在来植物への影響が懸念される場合には適切な対応を

行う必要がある。 

このような景観に係る環境の大きな変化、要望の高まりを捉え、多摩川の良好な景観の保全・創出に取り

組んでいくことが重要である。また、河川景観は、河道、河畔、緑地、構造物等の河川区域内の要素に加え、

河川沿いに広がる市街地や丘陵地等、多様な要素から構成されるものであることから、「河川とまちを一体

的に捉える」ことを基本に、多摩川らしい景観への取組のあり方、さらには河川や周辺環境が織りなす個性

的な魅力づくりに取り組んでいく必要がある。 

 

2.5 河川維持管理の現状と課題 

河川の管理は、災害の発生の防止又は軽減、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川

環境の保全という目的に応じた管理、平常時や洪水時等の河川の状況に応じた管理、さらには堤防、護

岸、水門等といった河川管理施設の種類に応じた管理というように、その内容は広範・多岐にわたっており、

効果的・効率的に維持管理を行う必要がある。 

多摩川における堤防延長は約 131km（令和 6 年（2024 年）3 月時点）である。 
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堤防については、繰り返される降雨・洪水・地震や広域地盤沈下等の影響により、法くずれ、法すべり、亀

裂、沈下、構造物周辺の空洞化等の変状が、不規則に発生する。これらを放置すると変状が拡大し、さらに

洪水時には漏水等が助長され大規模な損傷となり、堤防の決壊につながるおそれがある。 

このため、堤防除草、点検、巡視等により異常・損傷箇所の早期発見に努め、必要に応じて補修等を行

う。 

河道の維持管理に関しては、出水による河岸洗掘、構造物周辺の深掘れ、洪水流下の阻害となる土砂堆

積、樹林化の進行等に対し、適切に維持管理を行う必要がある。特に、堰の下流では、最深河床が低下傾

向となり、土丹が露出している一部の区間においては局所洗掘を引き起こし、堤防等の施設の安全性が低

下している。加えて、多摩川や浅川では、狭い流路への洪水流の集中に伴う局所洗掘や河床低下により澪

筋が固定化され、冠水頻度が低くなった高水敷部では、土砂堆積とともに樹林化が進行し、いわゆる河道の

二極化が顕在化している。これにより、局所洗掘・固定化がさらに加速化され、河川管理施設の維持が困難

になるとともに、土砂の堆積が進行した高水敷部では河原植物が減少し、外来植物が繁茂しやすい環境に

なっている。 

また、堤防、護岸を除く河川管理施設は多摩川と支川をあわせて、水門 4 箇所、陸閘 5 箇所、樋管 10 箇

所、堰 1 箇所、床止め（床固）7 箇所、魚道 12 箇所等が存在する（令和７年（2025 年）6 月時点）。 

これらの施設の機能を確保するため定期的な点検、維持補修等を行っている。設置後長期間が経過した

老朽化した施設が増加することから、施設を良好な状態に保つよう、適切に維持管理・修繕・更新する必要

がある｡このため、水門、樋門・樋管、堰等の河川構造物の点検・整備・更新等を個別施設の長寿命化計画

により、計画的な維持管理を行っていく必要がある。また、施設操作に関しては、操作規則等に基づき適切

に操作を行っている。しかし、洪水、高潮、津波等が発生した場合のバックアップ機能の強化や操作員の安

全確保、高齢化等による操作員のなり手不足に対応する観点から、必要に応じ遠隔操作化等を進めていく

必要がある。 

橋梁や樋門・樋管等の許可工作物に関しては、現行の技術的な基準に適合していないものや、老朽化が

進んでいるもの等がある。洪水時においても機能が発揮できるよう、施設管理者と合同での定期的な確認等

により施設の管理状況について把握し、必要に応じて対策を求める必要がある。また、超過洪水時に機能

に支障が生じる可能性のある施設については、超過洪水時にも機能が発揮できるような対策について、必

要に応じて対策を求める必要がある。 

河川には、上流部、支川等から流出してくるゴミのほか、一部の河川利用者によるゴミの投棄、家電製品

等の不法投棄が行われているため、河川巡視等による管理体制の充実を図るとともに不法投棄の防止に向

けた取組を行っている。 

不法係留船は、洪水時に流失することによる河川管理施設等の損傷の原因や、河川工事における支障と

なるばかりでなく、河川の景観を損ねる等、河川管理上の支障となる。 

多摩川水系に係る河川情報は、雨量観測所 12 箇所（多摩川流域内の 1～3 種観測所）、水位観測所 13

箇所（1～3 種観測所）、危機管理型水位計 37 箇所、地下水位計 6 箇所、河川監視用 CCTV カメラ 147 箇

所（水門、樋門・樋管等の監視カメラを含む）、光ファイバ約 131 ㎞を設置し、観測・監視を行っている（令和

6 年（2024 年）3 月時点）。これらによって得られる情報は、治水及び利水の計画・立案、堰、水門等の河川

管理施設の操作、洪水予測、水防活動等のために重要なものであり、定期的な点検や補修、更新を行う必

要がある。 
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危機管理対策として、洪水、高潮、津波等による災害の防止又は軽減を図るため、引き続き、平常時から

「利根川・荒川・多摩川洪水予報連絡会」、「水防連絡会」、「多摩川、鶴見川、相模川流域大規模氾濫に関

する減災対策協議会」の枠組み等において、情報の共有、危機感共有を行っている。また、河川の氾濫や

高潮の発生を前提に、河川管理を担う河川事務所と市区町村等が連携して、災害時の状況をあらかじめ想

定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、基本的な防災行動とその実施主体を時系

列で整理する「水害対応タイムライン」を作成し、それに基づき運用を行っている。引き続き、「水害対応タイ

ムライン」の運用、必要に応じた改善なども含め、流域の関係機関との連携による被害軽減に向けた取組の

継続が必要である。 

大規模水害発生時に浸水が長期間継続する地区については、事前の備えとして、洪水時の氾濫状況に

応じて想定される排水ポンプ車の作業箇所やアクセスルートなどを具体的に示した排水作業準備計画を作

成しているが、その運用にあたっては関係機関（関係自治体、道路管理者、排水施設管理者）との連携が

不可欠であり、課題の抽出と対応策を関係機関と共有して計画の見直しを行い改善していく必要がある。ま

た、水防団員の減少、高齢化が進み水防体制の弱体化が懸念されていることから、水防協力団体の指定等

を行い、水防体制の水準を確保していく必要がある。 

雨量・水位情報は、河川管理者から市区町村長等へ直接、河川の状況と今後の見通しを伝えるホットライ

ンの取組や、よりきめ細やかな河川水位を把握するため、洪水時に特化した低コストな水位計である「危機

管理型水位計」及び「簡易型河川監視カメラ」を活用し、洪水時の監視体制の充実を図り、迅速かつ的確に

情報を関係機関と共有できる体制の確保が必要である。洪水等による被害軽減に向け、令和４年８月に公

表した大臣管理区間からの氾濫のみを示した様々な規模の洪水浸水想定（多段階浸水想定区域図）や水

害リスクマップを大臣管理区間以外の河川氾濫や下水道等の内水氾濫も考慮した図を作成・公表して、関

係自治体が作成する水害ハザードマップの作成支援等、地域住民の目線に立ったわかりやすく判断しやす

い情報提供を図る必要がある。 

また、水質事故が発生すると、水道用水や農業用水等への影響のみならず、魚類をはじめとした動植物

にも影響が生じる。水質事故が発生した場合には、関係機関との情報共有を図るとともに被害軽減のための

対策を行う必要がある。 

 

2.6 今後取り組むべき課題 

(1) 近年の豪雨災害で明らかとなった全国的な課題 

これまで、国土交通省では、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨（2015 年）による鬼怒川の堤防決壊で、逃げ

遅れによる多数の孤立者が発生したことを受け、河川管理者をはじめとする行政や住民等の各主体が「施

設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を改革し、社会全

体で洪水氾濫に備える「水防災意識社会」を再構築する取組を進めてきた。平成 28 年（2016 年）8 月には

北海道や東北地方を相次いで台風が襲い、東北地方の県管理河川の氾濫被害で要配慮者利用施設の入

居者が逃げ遅れにより犠牲になった。 

これらを受け、平成 29 年（2017 年）5 月に水防法等を改正し、河川管理者・都道府県・市区町村等で構

成し減災に向けた目標の共有や対策の推進に取り組む協議会制度を法定化等するとともに、同年 6 月に

は概ね 5 年間で実施する各種取組の方向性や進め方等を「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行
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動計画」（以下「緊急行動計画」という。）としてとりまとめ、都道府県が管理する中小河川も含めた全国の河

川における「水防災意識社会」を再構築する取組を加速させた。 

このような中、平成 30 年 7 月豪雨（2018 年）や台風第 21 号等では、これまでに整備した堤防、ダム、砂

防堰堤、防潮水門等が確実に効果を発揮し被害を防止・軽減した一方で、長時間にわたる大雨による水

害・土砂災害の複合的な発生や、社会経済活動に影響を及ぼす広域的な被害の発生、ハザードマップ等

のリスク情報が住民の避難につながっていない場合があること等の課題が明らかとなった。 

これらの課題に対応するため、洪水氾濫や内水氾濫、土石流等の複合的な発生等に対応する「事前防

災ハード対策」や、発災時の応急的な避難場所の確保等の「避難確保ハード対策」、地区単位の個人の避

難計画作成をはじめとする「住民主体のソフト対策」を推進するため、「緊急行動計画」を改定し、大規模氾

濫減災協議会の場を活かし、行政以外も含めた様々な関係者で多層的かつ一体的に推進することで、「水

防災意識社会」の再構築をさらに加速させる必要がある。 

さらに、全国各地で豪雨等による水害や土砂災害が発生するなど、人命や社会経済への甚大な被害が

生じていることを踏まえ、令和 2 年（2020 年）7 月に、社会資本整備審議会より「気候変動を踏まえた水災害

対策のあり方～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～」が答申された。この

答申では、近年の水災害による甚大な被害を受け、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社

会全体で洪水に備える「水防災意識社会」の再構築を一層進め、気候変動による影響や社会の変化等を

踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う持続可能な「流域治水」へ転換するべきであり、防災・減

災が主流となる社会を目指すことが示され、今後は、「多摩川流域協議会」を活用し、あらゆる関係者により

流域全体で行う｢流域治水｣の取組を加速させる必要がある。 

 

(2) 気候変動適応策の推進 

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の第 6 次評価報告書では、人間の影響が大気、海洋及び陸域

を温暖化させてきたことには疑う余地がなく、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急速な

変化が現れており、地球温暖化の進行に伴い、大雨は多くの地域で強く、より頻繁になる可能性が非常に

高いことが示されている。近年、我が国においては、時間雨量が 50mm を上回る短時間強雨や、総雨量が

1,000mm を上回るような大雨が発生し、全国各地で毎年のように甚大な水災害が発生している。さらに気候

変動の影響により、今後さらに、短時間強雨の発生頻度、大雨による降水量などが増大することが予測され

ている。 

これにより、施設の能力を上回る外力による水災害が頻発するとともに、発生頻度は比較的低いが施設の

能力を大幅に上回る外力により極めて大規模な水災害が発生する懸念が高まっている。このため、気候変

動による外力（災害の原因となる豪雨、洪水、高潮等の自然現象）の増大とそれにともなう水災害の激甚化

や発生頻度の増加、局地的かつ短時間の大雨による水災害、さらには極めて大きな外力による大規模な水

災害など、様々な事象を想定し対策を進めていくことが必要となっている。 

今後の地球温暖化などの気候変動の影響により、地域によっては水供給の安全度が一層低下する可能

性があることも踏まえて、異常渇水等による厳しい事象を想定した危機管理の準備をしておくことが必要であ

る。 

さらに、気候変動による河川環境（河川生態系）や水・物質循環系への影響については、現段階において

知見やデータが少ないが、水温上昇による直接的な影響として、生物の分布域の変化や大量増減、外来種
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の繁殖等による生態系への影響、魚類等への感染症の増加、水質の変化等が想定されるため、適切な対

応を実施していく必要がある。 

 

(3) 首都直下地震への対応 

中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告においては、都心南部を震源とするマグ

ニチュード 7.3 の首都直下の地震では、首都地域は他の地域と比べ格段に高い集積性から人的・物的被

害や経済被害は甚大なものとなると予想されている。 

多摩川下流部は、陸側輸送が不可の場合に船舶による応急復旧用資機材の輸送、海上工事等の対応

を行うことが想定される。さらに、多摩川下流部沿川には住宅密集地域が分布し、大規模火災等の発生によ

る交通の麻痺も想定されることから、河川管理施設の復旧活動のみでなく、沿川被災地への救命・消防活

動や救援物資・復旧資材の輸送ルートとして主要道路と緊急用河川敷道路を繋ぐ坂路、緊急用河川敷道

路、緊急用船着場、河川敷ヘリポートからなる緊急輸送ネットワークを活用することも想定しておく必要があ

る。 

 

(4) 土砂動態を踏まえたこれまでの河道管理の取組・成果と課題 

多摩川は、都市河川であるがゆえに堰や橋梁等多くの横断工作物が洪水流下と土砂移動の阻害となり

易く、澪筋の固定化、狭い流路への洪水流の集中に伴う局所洗掘や河床低下、河道の二極化による堤防

や河岸、横断工作物の不安定化の課題が懸念される。これに対して、長期的な視点で各施設の敷高や河

床勾配を設定するとともに、施設管理者と連携した堰の改築等を着実に実施してきたことで、近年では著し

い土砂移動の不均衡が改善されつつある。さらに、中上流部の土丹が露出し河道の二極化が進行した区

間においても、学識経験者と連携し、洪水時における侵食速度や強度、さらに、河川環境上の問題等を確

認しながら、土砂移動を制限するために縦断方向に複数の帯工を設置するなど、河道を安定化させるため

の科学的かつ実践的な河川管理の取組が積み重ねられてきた。 

令和元年東日本台風（2019 年）による戦後最大の洪水の流下は、こうした長年にわたる取組の成果を検

証するものとなった。土砂変動量については全川的に洗掘傾向であるものの、下流部の堰改築や中上流部

の二極化対策の実施箇所では土砂移動の著しい不均衡はみられなかったことは、洪水流量に応じて低水

路幅を変化させて洪水流を安全に流下させることができる安定した河道形状に変化してきており、河川環境

と調和した川づくりを実践できる素地が整いつつあると考えられる。引き続き、学識経験者と連携して河道形

状の検討を行う必要がある。また、多摩川は、全国に先駆けて「河川環境管理計画」によるゾーニングを取り

入れ、「河岸維持管理法線」の設定により河川敷の区分に応じた川づくりを進めてきた。これらの取組によ

り、治水対策の大幅な進捗が図られつつも「治水」「環境」「利用」のバランスが一定程度保たれてきたことは

大きな成果であるが、環境面では、保持すべき環境が消失・劣化している生態系保持空間やその他区間に

おける管理手法の見直しや外来種の拡大抑制、利用面では住民ニーズの多様化に対応したゾーニングの

見直しが課題となっている。 
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3．河川整備計画の対象区間及び期間 

3.1 計画対象区間 

多摩川水系河川整備計画【大臣管理区間】（以下、河川整備計画という。）の計画対象区間は以下の大

臣管理区間とする（表 3-1）。 

 

表-3-1 計画対象区間 

河川名 
区間 延長 

(km) 上流端 下流端 

多摩川 東京都青梅市青梅（万年橋） 河口 64.3 

浅 川 東京都八王子市元本郷（南浅川合流点） 多摩川への合流点 13.2 

大栗川 東京都多摩市関戸（新大栗橋） 多摩川への合流点 1.1 

計 78.6 

 

3.2 計画対象期間 

河川整備計画の対象期間は、概ね 30 年間とする。 

河川整備計画は現時点の社会経済状況、河川環境の状況、河道状況等を前提として策定するものであ

り、策定後においてもこれらの状況の変化、新たな知見の蓄積、技術の進捗等を踏まえ、必要がある場合に

は、計画対象期間内であっても適宜見直しを行う。  
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4．河川整備計画の目標に関する事項 

多摩川水系の歴史的な川と地域の関係を踏まえつつ、気候変動の影響により増大が予想される洪水氾

濫等の災害から地域住民の生命、財産、生活を守るとともに、都市に残された水と緑のオアシスとして、かけ

がえのない自然の恵みを享受し、次世代により良い資産として継承するべく、関係機関や流域住民等と連

携しながら「治水」「環境」「利用」が調和した川づくりに取り組む。 

整備計画の見直しに当たっては、前述のとおり多摩川の土砂移動特性や「河川環境管理計画」における

ゾーニングの見直しなどの課題を踏まえ、治水対策と同様に河川環境についても目標を定量化したうえで、

治水安全度の向上を図りつつ、動植物の良好な生息・生育・繁殖環境、水を基調としたダイナミズムを感じさ

せる良好な景観、自然と共生した人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出を目指す。実施に当

たっては、調査、計画、設計、施工、維持管理・更新、災害復旧等の一連のシステムを通じて「水」と「土砂」

のつながりを把握しながら、それを河道整備の検討要素（堤防、河岸、河床など）に反映していくことで、動

的な河道変化と動植物の生息・生育・繁殖環境の場との応答を確認・評価する。 

河道掘削では、計画段階から目標とする動植物の生息・生育・繁殖環境の場の保全・創出、良好な景観

の保全・創出、人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出の視点から掘削断面や施工上の工夫を

見込む。その際、これまでの知見に基づく河道の変化傾向を見込んで計画を立てるとともに、自然の営力を

考慮しつつ、中長期的に河道が維持されることを目指す。高潮区間における堤防嵩上げ又は拡幅、低水路

への消波工設置に当たっても、生物が身を隠せる場になるよう、護岸を空隙や凹凸を持つ構造、形態にす

るなど、干潟やヨシ原に生息する動植物の生息・生育・繁殖環境の場の創出を促進する。堰・床止め等の河

川横断工作物については、引き続き上下流における河床縦断形、河床変動、動植物の生息・生育・繁殖の

場等への影響を確認しつつ、必要な対策を講じる。また、中上流部の露出した土丹河床の著しい洗掘等の

課題については、引き続き、モニタリングを継続的に実施しながら、土丹の物理特性の科学技術的な解明を

進めるとともに、これまでの知見等を踏まえ、河川生態系の保全や河道の二極化抑制のための高水敷切り

下げ、土丹の露出に起因した著しい洗掘箇所の埋め戻しなど、広く分布する土丹に起因する課題への総合

的な対策を講じる。 

さらに、流域と河川内のつながり（流域治水への転換、環境・利用の拠点ネットワーク、防災・河川環境教

育）を含めた多摩川全体を視野に入れた自然環境の保全・創出の実践を目指す。 

災害の発生の防止又は軽減に関しては、堤防の拡築、河道掘削及び護岸の整備等により洪水を安全に

流下させる整備を推進するとともに、地震・津波対策のため、堤防・水門等の耐震・液状化対策と下流部で

の津波・高潮を考慮した堤防整備等を実施し、氾濫の被害をできるだけ減らすようハード対策とソフト対策を

適切に組み合わせた河川整備等を図る。また、気候変動の影響によって将来、増大が予想されている渇水

や洪水・高潮、水質悪化等のリスクに総合的に適応するため、内水排除等の流域内の河川・下水道管理者

等による治水に加え、あらゆる関係者により、流域全体を視野に入れた総合的な治水対策の取組を推進す

ることで、流域全体の被害の最小化を図る。 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、流水の正常な機能の維持に対する方向

性、自然環境が有する多様な機能を活用し、雨水の貯留・浸透を促進させる等の必要な施策を講じる。 

河川環境の整備と保全に関しては、自然環境・社会環境の変化に適応した河川環境管理を行いつつ、

人の手を入れた河川環境保全を図ることで、多摩川らしい河川環境の保全・創出を目指す。 
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河川の維持管理に関しては、災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川

環境の整備と保全の観点から、河川の有する多面的機能を十分に発揮できるよう地域住民や関係機関との

連携や意識の向上を図る。また、洪水や河川整備による土砂動態の応答や土丹の侵食速度や強度などの

応答、それらが河川環境に与える影響など、「水」と「土砂」のつながりに着目した河道の変化をモニタリング

により適切に把握するとともに、研究機関と連携して河川管理に必要となる調査・研究を適切に実施する。ま

た、河川管理施設機能を十分に発揮させるため、必要なメンテナンスを実施する。 

河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川整備を行うため、中期的な整備内容を示し

たものであり、今回の河川整備計画改定で位置づけた整備が進捗することで、河川整備基本方針において

目標としている川づくりが視野に入る段階となることから、将来の計画縦横断形状に対し手戻りを生じない形

状や整備手順とすることに留意するとともに、河川整備基本方針に定められた目標達成に向けて必要な調

査や検討、関係者との調整を計画的に進める。 

特に、浅川は、河床が急勾配で土丹層が露出した場合に側方侵食や局所洗掘による構造物の被災の危

険性が増大する特徴があることに留意し、技術的な課題を着実に解決するとともに、指定区間管理者を含

めた関係者と連携して整備を進めていく。また、「治水」「環境」「利用」が調和した持続可能な技術体系の構

築は多摩川の川づくりの要となるため、これまでの多摩川における先進的な取組を踏まえつつ、学識経験

者等との連携のもと新たな技術や知見について、積極的に試行検証を行う。 

 

4.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標 

洪水に対しては、我が国の社会経済活動の中枢を担う東京都・神奈川県を流れる多摩川の氾濫域には

人口・資産が高度に集積していることから、多摩川の重要性を考慮して、目指すべき治水安全度の水準は、

気候変動により予測される将来の降水量の増加等を考慮した年超過確率 1/70～1/80 の規模とし、流域か

らの流出特性や流下特性をふまえ、基準地点石原において河道整備により対象とする流量を 7,200m3/s と

して、洪水を安全に流下させることを目的とする。 

さらに、降雨量が予め定めた基準を超えると予測された場合には、流域内にある小河内ダム等において、

治水協定に基づく事前放流を行い、一時的に洪水調節機能を強化する。 

洪水による災害の発生の防止に当たっては、多摩川の土砂動態や土丹の把握を行い、河川環境とも調

和しつつ、これまでの治水対策を加速化させるとともに、流域の様々な関係機関の連携の下で流域の貯留・

浸透・遊水機能の確保・向上など流域を視野に入れた総合的な治水対策を行う。 

計画規模を上回る洪水や整備途上において施設の能力を上回る洪水等が発生した場合においても、人

命、資産、社会経済の被害をできる限り軽減することを目標とする。この目標を達成するために、人口が集

中し、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間において、計画高水流量を超える

流量の洪水の作用に対して耐えることができる構造とし、沿川の土地利用と一体となって水辺に親しむまち

づくりが可能となる高規格堤防の整備を行う。この整備に当たっては沿川自治体等と連携を図る。あわせて、

応急的に避難できる場所の確保や避難路が被災するまでの時間を少しでも引き延ばす避難確保ハード対

策と、円滑かつ迅速な避難の確保、的確な水防活動の促進、氾濫水の排水などの迅速な応急活動の実施、

水害リスクを考慮したまちづくり・地域づくりの促進などのソフト対策を関係機関と連携して一体的・計画的に

推進する。 
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治水対策の実施に当たっては、動植物の良好な生息・生育・繁殖環境の保全・創出や良好な景観の保

全・創出、人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出が調和した川づくりを推進する。 

また、災害時における河川管理施設保全、緊急復旧、水防活動等を円滑に行う拠点及びこれにアクセス

する緊急用河川敷道路等について、関係機関と調整の上、浸水時のアクセスも考慮して整備を行うほか、

災害復旧資材の備蓄等を進める。 

地震、津波に対しては、河川構造物の耐震性の確保、情報連絡体制等について、調査及び検討を進

め、必要な対策を行うことにより地震、津波による災害の発生の防止又は軽減を図る。 

高潮及び地震後の津波遡上による災害の発生の防止及び軽減に関しては、河口から六郷橋（東京都大

田区仲六郷）までの区間（以下、高潮区間という。）について、必要な整備を行う。 

図-4-1 主要な地点における整備計画目標流量図（単位：m3/s） 

 

表-4-1-1 主要な地点における計画高水位及び川幅一覧 

 

河川名 

 

地  点  名 

河口又は合流点 

からの距離 

(km) 

計画高水位 川幅 

(m) T.P. 

(m) 

A.P. 

(m) 

多摩川 日野橋 河口から39.8  68.78  69.91  330 

石原 河口から27.7  32.21  33.34  360 

田園調布(下) 河口から13.2   9.08  10.21  400 

多摩川河口 河口から0.1 3.37※ 4.50 570 

浅 川 高幡橋 合流点から2.2  68.33  69.46  140 

計画高水位は、計画高水流量を安全に流下させるために多摩川水系河川整備基本方針で設定し
た水位であり、この水位を基準として整備を行う。 

注）T.P.（Tokyo Peil） ：東京湾平均海面                       
   A.P.（Arakawa Peil）：零点高＝T.P.零点高－1.13ｍ          

※計画高潮位 

 

 

■ ：基準地点 

● ：主要な地点 
高幡橋 

日野橋 石 原 田園調布(下) 

東
京
湾 

5,300 7,200 

1,500 

7,500 
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4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、流域自治体、関係機関が一体となって取

り組んできた「水流実態解明プロジェクト」を通じて、多摩川の水流として有すべき水量とその変動及び水質

などについて明らかにしてきた。 

この成果を踏まえ、令和５年（2023 年）３月の多摩川水系河川整備基本方針の変更において、河川の適

正な利用及び流水の正常な機能を維持するために必要な流量について、動植物の生息地又は生育地の

状況、景観等を考慮し、石原地点では、かんがい期は概ね 12m³/s、その他の期間は概ね 10m³/s を流水の

正常な機能を維持するため必要な流量として設定しており、本計画においては、これらの流量を確保するよ

う努める。 

なお、流水の正常な機能を維持するため必要な流量には、水利流量が含まれているため、水利使用等の

変更に伴い、当該流量は増減するものである。また、流入する下水処理水が多くを占める多摩川の流量特

性等を踏まえ、流域自治体の水需要や下水処理水量の動向等を注視するとともに、必要に応じ変更する必

要がある。 

 

4.3 河川環境の整備と保全に関する目標 

河川環境の整備と保全に関しては、歴史的に「多摩川河川環境管理計画」の果たしてきた重要な役割を

認識した上で、生態系保持空間における外来植物の増加などの環境の劣化が発生している等の新たな課

題に対して適切に対処していく必要がある。 

今後とも流域の自然や社会状況の変化や地域のニーズを踏まえて、「多摩川河川環境管理計画」の見直

しなどのフォローアップを行いながら、バランスの取れた自然環境の保全と秩序ある利用を図る。 

生物多様性条約第 15 回締約国会議（COP15）では、2030 年までに陸域と海域の 30％を保全・保護する

という目標（30 by 30）、外来種定着の半減、自然を活用した解決策（Nature-based Solutions）、PDCA サイ

クルの重要性が示された。このような背景を踏まえ、動植物の多様な生息・生育・繁殖の場の保全・創出に

ついては、現況を十分把握した上で、現状の自然環境を保全することはもちろんのこと、外来種の定着によ

る生物多様性の低下を抑制し、更なる多摩川らしい自然環境を創出することにより、生物多様性をより高め

ていくことを目指す。 

多摩川においては、流域の都市化に伴い水質悪化をはじめ河川環境に対して大きな負荷を与えてきた

中で、関係者による総合的な取組が奏功した結果、現在の河川環境が再生された歴史を踏まえつつ、引き

続き、多摩川らしい自然環境の保全・創出に資する施策及び人と河川との豊かな触れ合い活動の場を保

全・創出するための対策を適切に講じる。また、生物多様性の観点から、保全優先度の高い絶滅危惧種、

学術上または希少性の観点から重要な種、注目すべき種を含めた動植物の多様な生息・生育・繁殖の場の

保全・創出を図るとともに、多摩川らしい河川景観の保全・創出を地域住民、関係機関等と一体となり、自然

環境が有する多様な機能を積極的に活用して、地域における魅力の向上や防災・減災等の多様な効果を

得ようとする「グリーンインフラ」により治水と環境の調和、地域振興の貢献に努める。 

特に、動植物の良好な生息・生育・繁殖の場の保全・創出の考え方としては、まず、環境が類似している

区間を「河川環境区分」としてひとまとめにし、区分ごとに最も環境が良好な区間を「代表区間」として以下の

表-4-3-1 の通り設定する。その上で、この代表区間をはじめとして良好な環境を保全するとともに、河川環

境を改善すべき箇所は代表区間を参考として、環境の改善を図るなど、河川環境全体の底上げを図ること
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を基本的な考え方とする。つまり、「良好な状態にある動植物の生息・生育・繁殖の場を保全するとともに、そ

のような状態にない河川の環境をできる限り向上する」という考え方を基本とする。 

河川整備等の実施に当たっては、現在の良好な河川環境を保全することを基本とし、河川改修にあわせ

て創出を図る。また、河川環境が劣化傾向にある箇所は、河川改修や維持管理等の中で改善を図る。さら

に、河川環境の保全・創出に向けた課題への対応のため、必要な場合は、自然再生に係る事業を検討し、

実施する。 

自然災害発生時には、多自然川づくりアドバイザー制度の活用等を通じて、災害復旧等における多自然

川づくりへの特段の配慮を行う。 

適切なモニタリングの実施により、動植物の生息・生育・繁殖の場の状況の把握に努めるとともに、流量や

土砂の変動などによる河川の作用も考慮し、それらの作用による変化に応じて、順応的な管理を行う。 

また、流域全体にわたる生態系ネットワークの形成に寄与する良好で多様な動植物の生息・生育・繁殖の

場として、河川では干潟・砂礫河原等の保全、堤防では確認されている重要な種・群落を除草時に配慮し、

草原で生息・繁殖する生物のための「堤防草原」の保全を図りつつ、失われるなどした河川環境の創出を図

る。さらに、多摩川の土砂動態や土丹の把握を行った上で、治水との調和を図りつつ、多摩川が本来有して

いる砂礫河原、瀬と淵、ヨシ原、干潟等の保全・創出を図る。 

人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出については、多摩川の水辺ならではの風景や自然

環境を楽しめるよう、歴史的・文化的資源や行事・催事など、多摩川や地域の特徴を生かして水辺空間の拠

点、アクセス通路、散策路等の整備を推進する。その際には、沿川地方公共団体が立案する地域計画等と

の整合を図り、活動の背景となっている良好な景観や自然環境の保全を考慮し、環境学習などの教育的な

観点、調査活動およびユニバーサルデザインに配慮する。さらに、河川利用は自己責任が原則であるが、

安全で楽しく水辺で遊べるために、安全に関する情報提供の充実、河川利用者等の啓発、流域の関係機

関と連携、緊急時への備えを図る。 

水質については、良好な水質を保全するために地域住民や関係機関と連携を図り、情報共有を行いな

がらモニタリングを継続し、その保全に努める。 

さらに、多摩川に対する理解不足から発生する環境や景観の破壊､利用者同士の利害衝突等を防ぐ上

で、自然の実態、生態系、川にまつわる歴史や文化など、多摩川の持つ価値を広く啓発していくため、多摩

川水系全体を博物館と捉え、多摩川の持つ価値への理解を広げる取組を推進する。 

加えて、流域において森林・田畑等の保全、水と緑のネットワークの整備・保全、ランドスケープの保全等

に対し生物多様性保全回復の観点から、その対策を有識者から意見を伺い、地域住民、関係自治体及び

関連機関等と連携して行う。 

住民、企業、行政と連携し、人と河川との豊かな触れ合い活動の場、良好な景観、動植物の良好な生息・

生育・繁殖環境を備えた水辺空間をまちづくりと一体となって創出する。 
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表-4-3-1 河川環境区分毎の代表区間 

 

河川区分 

河川 

環境 

区分 

 

位置 

 

代表区間 

 

代表区間における主な環境 

河口部 

周辺 

区分1 -2.0k～5.0k 3.0k～4.0k 干潟に見られるトビハゼ、エドハゼ等の魚類、シギ・チドリ類等の

鳥類やイセウキヤガラ、シオクグ、アイアシ等の植物、汽水性の

ヨシ原に見られるオオヨシキリ等の鳥類、ヒヌマイトトンボ等に代

表される昆虫類が生息・生育・繁殖 

下流部 

周辺 

区分2 5.0k～13.0k 5.0k～6.0k 人工整備環境が多い中で、オオヨシキリ等の鳥類が生息・繁殖

する比較的規模の大きな水生植物帯やクロベンケイガニ等の底

生動物が生息・繁殖する自然裸地、オオバン・チュウサギ等の

鳥類、カンエンガヤツリ・ゴキヅル等の植物が生息・生育・繁殖

する低・中茎草地 

中下流部 

周辺 

区分3 13.0k～32.0k 17.0k～18.0k アユやマルタ等の回遊魚類の生息・繁殖の場となる瀬・淵、ミナ

ミメダカ・ドジョウ等の魚類やカワセミ等の鳥類の生息・繁殖の場

となるワンド・たまり、イカルチドリ等の鳥類やカワラケツメイ等の

在来河原植物の生息・生育・繁殖の場となる砂礫河原、チュウ

サギ・オオバン等の鳥類の生息・繁殖の場となるミクリ・カンエン

ガヤツリ等の植物が生育・繁殖する低・中茎草地，カイツブリ・オ

オヨシキリ等の鳥類の生息・繁殖の場となるコウガイモ・ミクリ等

が生育・繁殖する水生植物帯 

中上流部 

周辺 

区分4 

区分5 

32.0k～54.0k 34.0k～35.0k アユ・ウキゴリ等の回遊魚類が利用する流水の縦断連続性（魚

道）、カジカ、ギバチ、ヒガシシマドジョウ等の魚類の生息・繁殖

の場となる瀬・淵、ミナミメダカ・ドジョウ等の魚類やカワセミ等の

鳥類の生息・繁殖の場となるワンド・たまり、チュウサギ・オオバ

ン等の鳥類の生息・繁殖の場となるタコノアシ・ミクリ等が生育・

繁殖する低・中茎草地、カイツブリ・オオヨシキリ等の鳥類の生

息・繁殖の場となるエビモ・ミクリ等が生育・繁殖する水生植物帯

、イカルチドリ・コアジサシ等の鳥類やカワラノギク等の在来河原

植物の生息・生育・繁殖の場となる砂礫河原 

上流部 

周辺 

区分6 54.0k～61.8k 61.0k～62.0k カジカ、ギバチ、ヒガシシマドジョウ等の魚類の生息・繁殖の場と

なる瀬・淵、モズ・ヤマセミ等の鳥類の生息・繁殖の場となる河

畔林、イカルチドリ・キセキレイ等の鳥類やカワラノギク等の在来

河原植物の生息・生育・繁殖の場となる砂礫河原 

支川浅川 － 0.0k～13.2k 7.0k～8.0k アブラハヤ、ヒガシシマドジョウ等の魚類の生息・繁殖の場となる

瀬・淵、イカルチドリ等の鳥類やカワラノギク等の在来河原植物

の生息・生育・繁殖の場となる砂礫河原 
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動植物の良好な生息・生育・繁殖の場の保全・創出に向けた目標として、具体的には、以下のとおりとす

る。なお、動植物の生息・生育・繁殖の場の保全・創出に当たっては、可能な限り自然の営力を活用するも

のとし、河川環境は、工事等の実施後に直ちにその効果が発現せず環境の形成に時間を要する場合もある

とともに、河川の作用によって常に変化するものであることから、短期的な変化だけではなく、中長期的、広

域的な変化も含めて取組を評価するものとする。 

多摩川河口部周辺（-2k～5k）においては、干潟の環境を特に代表する種として、エドハゼ・トビハゼ等の

魚類やハマシギをはじめとしたシギ・チドリ類の鳥類、イセウキヤガラ・シオクグ・アイアシ等の塩沼湿地植物

群落を指標種とする。これらの種の生息・生育・繁殖に適した干潟について、ヨシ原の拡大による陸地化が

著しい箇所における河道掘削に当たっては、掘削形状を工夫することで干潟を平成 27 年（2015 年）の

11ha を保全しつつ新たに 7ha※１を創出するとともに、多様な生息場の創出を促進するため、施工箇所にあ

る転石や、自然由来の漂流物（倒木など）は、安全性や景観に十分に留意しつつできるだけ干潟上に復元

することにより、質の向上を図る。 

多摩川下流部周辺（5k～13k）においては、水生植物帯の環境を特に代表する種として、鳥類のオオヨシ

キリ、また、低・中茎草地の環境を特に代表する種として、オオバン・チュウサギ等の鳥類やカンエンガヤツ

リ・ゴキヅル等の植物を指標種とする。これらの種の生息・生育・繁殖に適した水生植物帯及び低・中茎草地

における河道掘削に当たっては、緩傾斜など形状を工夫することで水生植物帯及び低・中茎草地を平成

27 年（2015 年）の 15ha を保全しつつ新たに 3ha※１を創出するとともに、施工にあたり、従来の生態系の早

期回復を促しつつ外来種侵入を抑止するため、固有種、在来種の根茎を含む表土は極力、施工場所付近

へまきだしを行うなどにより、質の向上を図る。 

多摩川の中下流部周辺（13k～32k）、中上流部周辺（32k～54k）においては、水生植物帯の環境を特に

代表する種として、カイツブリ・オオヨシキリ等の鳥類やコウガイモ・ミクリ・エビモ等の植物、また、低・中茎草

地の環境を特に代表する種として、チュウサギ・オオバン等の鳥類やミクリ・カンエンガヤツリ・タコノアシ等の

植物を指標種とする。これらの種の生息・生育・繁殖に適した水生植物帯及び低・中茎草地における河道掘

削に当たっては、緩傾斜など形状を工夫することで水生植物帯及び低・中茎草地を、中下流部周辺で平成

27 年（2015 年）の 30ha を保全しつつ新たに 2ha※１を創出、中上流部周辺で平成 27 年（2015 年）の 33ha

を保全しつつ新たに 4ha※１を創出するとともに、施工にあたり、従来の生態系の早期回復を促しつつ外来種

侵入を抑止するため、固有種、在来種の根茎を含む表土は極力、施工場所付近へまきだしを行うなどによ

り、質の向上を図る。 

多摩川の中上流部周辺（32k～54k）、上流部周辺（54k～61.8k）においては、砂礫河原環境を特に代表

する種として、イカルチドリやコアジサシ・キセキレイ等の鳥類や、カワラノギク等の在来河原植物を指標種と

する。これらの種の生息・生育・繁殖に適した砂礫河原における河道掘削に当たっては、緩傾斜掘削や現

況の形成地盤高を踏まえた掘削を行うことで砂礫河原を、中上流部周辺で平成 27 年（2015 年）の 72ha を

保全しつつ新たに 11ha※１を創出、上流部周辺で平成 27 年（2015 年）の 11ha を保全しつつ新たに１ha※１を

創出するとともに、市民団体、自治体、河川管理者等の連携による外来植物の除去、砂礫河原の維持に取

り組むなどにより、質の向上を図る。 

支川浅川においては、砂礫河原環境を特に代表する種として、イカルチドリ等の鳥類や、カワラノギク等

の在来河原植物を指標種とする。これらの種の生息・生育・繁殖に適した砂礫河原における河道掘削に当
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たっては、緩傾斜掘削や現況の形成地盤高を踏まえた掘削を行うことで砂礫河原を平成 27 年（2015 年）の

152ha を保全しつつ新たに 12ha※１を創出するとともに、市民団体、自治体、河川管理者等の連携による外

来植物の除去、砂礫河原の維持に取り組むなどにより、質の向上を図る。 

多摩川全川においては、上下流の連続性を確保する魚道環境を特に代表する主として、アユ・マルタ・ウ

キゴリ等の回遊魚類を指標種とし、生息・繁殖に適した連続性の確保について、必要に応じて魚道付近の

河道整正等により対策を講じるとともに、河道環境については、河道掘削の際に安全性や景観に十分に留

意しつつ、必要に応じて浅場の河床が浮き石となる様に重機による河床耕うんを行うなどにより、質の向上を

図る。 

 

※１：整備計画完了時点において中長期的に維持される生息・生育・繁殖の場の創出目標値であり、実際

の整備に当たっては、計画対象期間（概ね 30 年間）に起こりうる流量変動、土砂動態、植生変化等の自然

営力による増減を見込んだうえで創出を行う。  
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5．河川の整備の実施に関する事項 

5.1 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設

等の機能の概要 

5.1.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

河川の整備に当たっては、氾濫域の資産の集積状況、土地利用の状況等を総合的に勘案し、適正な本

支川、上下流及び左右岸の治水安全度のバランスを確保しつつ、段階的かつ着実に整備を進め、洪水、

津波、高潮等による災害に対する安全性の向上を図る。その際、良好な水質の保全、動植物の良好な生

息・生育・繁殖の場の保全・創出、良好な景観の保全・創出や人と河川との豊かな触れ合い活動の場を保

全・創出する等、多摩川らしい河川環境の保全・創出を総合的な視点で推進する。 

具体的な整備内容は、目標とする安全度を確保するのみならず、限られた費用と時間の制約の中での整

備の実現性や地域社会への影響などを総合的に勘案して設定する必要がある。多摩川においては、沿川

地域の都市化が著しいことや、首都圏の基幹的な物流網となる数多くの交通機関が渡河していること、利水

用の取水堰や下水処理水等の排水施設が相当数あること等を踏まえれば、大規模な引堤や計画高水位の

引き上げを伴う堤防のかさ上げは現実的ではないため、現況の堤防位置や高さ等の堤防計画を踏襲して

堤防整備を進捗させるとともに、河道掘削により目標流量の達成を図ることを基本とする。 

また、堤防の必要な幅や高さが不足している箇所においては、堤防の嵩上げ・拡幅を実施するとともに、

堤防整備等に伴って改築が必要な樋門については、施設管理者と協議の上、新設、改築又は撤去し、陸

閘については、その解消を図る。 

さらに、多摩川中上流部や支川浅川では、河床付近に土丹の露出している箇所が見られるため、これを

考慮した河床変動調査による将来河床の予測や侵食、剥離、水跳ね等を考慮した河床安定対策等を検討

し、適切な対処を行う。 

なお、河川の整備に当たっては、新技術の開発や活用の可能性を検討するとともに、河道掘削等により

発生する土砂を堤防整備等へ有効活用を図る等、コストの縮減や温室効果ガスの排出削減に努める。設計、

施工、維持管理の各段階で、河川環境情報図などを踏まえて、必要に応じて市民団体等との意見交換をし

つつ、河川環境の整備と保全を実施する。 

 

(1) 洪水を安全に流下させるための対策 

1) 堤防の整備 

附図 2 に示す標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間について、堤防の嵩上

げ・拡幅を行う。 

なお、堤防ののり面は、堤体内への浸透の安全性の面で有利なこと、また除草等の維持管理面やのり面

の利用面からも緩やかな勾配が望まれていること等を考慮し、緩傾斜の一枚のりを基本とする。 

堤防の拡幅等によって、関連施設に影響のおそれがある場合には関係機関と調整の上、整備を行う。 
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表-5-2-1 堤防の整備に係る施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 

左岸 

大田区南六郷 5.7k～ 6.0k 付近 流下能力向上 

大田区西六郷一丁目～下丸子二丁目 8.2k～10.0k 付近 

大田区田園調布本町～世田谷区玉堤一丁目 12.3k～14.9k 付近 

世田谷区玉堤 14.9k～15.2k 付近 

世田谷区玉堤 15.4k～15.6k 付近 

世田谷区野毛～世田谷区上野毛 16.7k～16.9k 付近 

世田谷区玉川 17.0k～17.8k 付近 

世田谷区喜多見～狛江市緒方 20.5k～22.6k 付近 

調布市多摩川 26.6k～27.7k 付近 

国立市谷保～立川市錦町 39.3k～39.9k 付近 

立川市錦町 40.4k～40.7k 付近 

立川市柴崎町 41.8k～42.4k 付近 

昭島市福島町～宮沢町 43.2k～43.7k 付近 

立川市柴崎町～昭島市田中町 44.5k～45.8k 付近 

昭島市宮沢町～昭島市拝島町 44.7k～48.2k 付近 

あきる野市草花 51.8k～52.0k 付近 

福生市加美～羽村市川崎 52.5k～53.2k 付近 

羽村市羽加美 54.8k～55.2k 付近 

右岸 川崎市川崎区旭町～川崎市幸区堀川町 5.6k～ 6.3k 付近 

川崎市幸区戸手～古市場 6.9k～ 9.7k 付近 

川崎市中原区上平間～小杉 10.3k～14.2k 付近 

川崎市中原区宮内 15.0k～15.4k 付近 

川崎市中原区等々力～高津区諏訪 15.6k～17.1k 付近 

川崎市高津区諏訪 17.1k～17.3k 付近 

川崎市高津区二子～多摩区下布田 18.1k～25.9k 付近 

稲城市押立 29.6k～29.8k 付近 

日野市石田～八王子市小宮町 37.1k～43.3k 付近 

八王子市小宮町～高月町 44.5k～45.9k 付近 

八王子市平町～昭島市田中町 46.0k～46.3k 付近 

八王子市高月町～あきる野市平沢 47.6k～50.1k 付近 

あきる野市平沢 50.5k～51.0k 付近 

あきる野市草花 52.2k～52.4k 付近 

羽村市羽～青梅市友田町 54.6k～55.7k 付近 
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浅川 

左岸 

日野市上田  2.4k～ 2.6k 付近 

日野市豊田  4.2k～ 4.7k 付近 

八王子市大和田町～八王子市明神町 8.8k～ 9.2k 付近 

八王子市大和田町 9.3k～10.2k 付近 

八王子市元横山町～元本郷町 10.3k～10.5k 付近 

八王子市暁町～中野上町 10.7k～13.0k 付近 

右岸 

八王子市長沼町 6.3k～ 6.6k 付近 

八王子市長沼町  7.1k～ 7.2k 付近 

八王子市長沼町～北野町  7.9k～ 8.6k 付近 

八王子市明神町  9.1k～ 9.8k 付近 

八王子市元横山町～元本郷町  10.3k～13.0k 付近 

※堤防の整備に伴い改築が必要となる水門、樋門・樋管等については、関係機関と調整の上、施行を行う 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

2) 河道掘削 

洪水を安全に流下させるため必要な箇所等においては、重要な動植物の生息・生育・繁殖環境や、良好

な景観、人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出の各視点を考慮した断面形状等で掘削を行う。 

なお、河道掘削により発生する土砂は、堤防整備や災害への備えとしての堤防沿い用地の盛土、周辺の

まちづくり等の他事業への有効活用に努める。ただし、河道掘削により掘り出された玉石などの大きな石に

ついては、河川環境にとって動植物の生息・生育・繁殖環境や良好な景観、人と河川との豊かな触れ合い

活動の場を形成する重要な要素であるため、河道内で活用するよう努める。 

また、河道掘削に伴い既存橋梁の基礎等に影響がある場合には、橋梁管理者と協議を行い、安定対策

を実施する。河道掘削によって、既存の高水敷利用への影響のおそれがある場合には、必要に応じて利用

調整を行う。 

 

表-5-2-2 河道掘削等に係る施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 

左岸 大田区羽田空港～大田区西六郷 
1.2k～7.8k 付近 

流 下 能 力 向

上 右岸 川崎市川崎区殿町～川崎市幸区小向仲野町 

左岸 大田区田園調布 13.2k～13.5k 付近 

右岸 川崎市中原区上丸子天神町 

左岸 狛江市猪方～狛江市東和泉 二ヶ領宿河原堰～多摩水

道橋（上流約 0.9km 区間) 右岸 川崎市多摩区宿河原～川崎市多摩区登戸 

左岸 調布市上布田町～府中市是政 二ヶ領上河原堰～大丸床

止（約 6.6km 区間） 右岸 川崎市多摩区布田～稲城市大丸 

左岸 府中市是政～府中市四谷 大丸床止～37.0k(上流約

4.6km 区間) 右岸 稲城市大丸～日野市新井 
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左岸 国立市泉～立川市錦町 四谷本宿床止～40.0k（上

流約 0.8km 区間） 右岸 日野市石田～日野市日野 

左岸 昭島市拝島～あきる野市小川 昭和用水堰上流約 0.6km

区間 右岸 八王子市高月町～あきる野市小川 

左岸 

右岸 
羽村市羽 

53.7k～羽村取水堰 

左岸 羽村市羽～羽村市羽加美 羽村取水堰上流約 1.2km

区間 右岸 羽村市羽～青梅市友田町 

左岸 青梅市千ケ瀬 58.7k～59.0k 付近 

右岸 青梅市長淵 

左岸 青梅市千ケ瀬 60.0k～60.5k 付近 

右岸 青梅市駒木町 

浅川 

左岸 日野市石田～日野市上田 
0.0k～2.8k 付近 

右岸 日野市落川～日野市新井 

左岸 日野市豊田～八王子市明神町 
5.2k～9.0k 付近 

右岸 日野市平山～八王子市明神町 

左岸 八王子市暁町 
11.3k～11.4k 付近 

右岸 八王子市元横山町 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

3) 堰・床止め周辺の水位低下対策 

堰・床止め周辺の水位低下対策の実施に当たっては、過去に行った堰・床止め対策後の河川への影響

を踏まえつつ、上下流における河床縦断形の維持、河床変動、動植物の生息・生育・繁殖の場等への影響

度合いを推定した上で洪水リスクの低減を図るための適切な手法を選定する。 

また、本対策実施後においても、洪水流下への影響について継続的にモニタリングを行い、その効果を

検証した上で、著しい危険性の除去が必要な場合は更なる対策を講じるものとする。 

 

表-5-2-3 堰周辺の水位低下対策の施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 

左岸 狛江市猪方～狛江市東和泉 二ヶ領宿河原堰～多摩水

道橋（上流約 0.9km 区間) 

河道掘削 

右岸 川崎市多摩区宿河原～川崎市多摩区登戸 

左岸 昭島市拝島～あきる野市小川 昭和用水堰上流約 0.6km

区間 右岸 八王子市高月町～あきる野市小川 

左岸 羽村市羽～羽村市羽加美 羽村取水堰上流約 1.2km

区間 右岸 羽村市羽～青梅市友田町 

浅川 
左岸 日野市万願寺 1.8k 付近 

右岸 日野市新井 
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左岸 日野市豊田 
5.2k 付近 平山床固改築 

右岸 日野市平山 

左岸 
八王子市北野町 8.1k 付近 

西平山床固改

築 右岸 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

(2) 堤防強化 

堤防防護に必要な高水敷幅が確保できない箇所や、高流速の発生により洗掘のおそれがある箇所にお

いて高水護岸整備や水衝部対策を行う。 

また、堤防等の安全性評価に関する新たな知見や検討手法を活用しつつ、緊急性、環境面等を総合的

に判断して必要な対策を行う。 

 

表-5-2-4 高水護岸整備に係る施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 右岸 川崎市高津区久地 18.6k～18.8k付近 高水護岸整備 

羽村市羽 53.8k～54.3k付近 

左岸 府中市是政 32.4k～33.3k付近 

国立市谷保 39.2k～39.4k付近 

昭島市拝島町 47.6k～48.0k付近 

羽村市玉川～羽村市羽中 53.8k～54.3k付近 

浅川 右岸 日野市高幡 1.9k～ 2.0k付近 

日野市東豊田～日野市豊田 3.9k～ 4.3k付近 

日野市平山 5.4k～ 5.6k付近 

八王子市長沼町 6.2k～ 6.4k付近 

八王子市長沼町 6.4k～ 7.0k付近 

左岸 日野市万願寺 2.4k～ 2.5k付近 

日野市東豊田 3.4k～ 3.6k付近 

日野市西平山 6.8k～ 7.0k付近 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

表-5-2-5 水衝部対策に係る施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 右岸 

 

川崎市川崎区旭町～川崎市川崎区本町 5.5ｋ～5.8k付近 水衝部対策 

川崎市川崎区本町～川崎市幸区堀川町 6.0k～6.3k付近 

昭島市大神町 45.2k～45.4k付近 

八王子市高月町 47.8k～48.4k付近 

羽村市羽 53.8k～54.3k付近 

左岸 大田区田園調布 13.2ｋ～13.4k付近 
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府中市是政 32.4k～32.9k付近 

府中市四谷 35.3k～35.8k付近 

昭島市福島町 42.8k～43.4k付近 

昭島市拝島町 47.4k～48.0k付近 

羽村市玉川 52.8k～53.2k付近 

羽村市羽東～羽村市羽中 53.8k～54.3k付近 

羽村市羽加美 54.8k～55.0k付近 

浅川 右岸 日野市高幡～日野市南平 2.2k～ 2.6k付近 

日野市平山 5.2k～ 5.4k付近 

八王子市北野町 8.0k～ 8.2k付近 

左岸 日野市大字石田 0.0k～ 0.2k付近 

日野市万願寺 1.6k～ 2.3k付近 

日野市豊田～日野市東平山 5.2k～ 5.4k付近 

日野市西平山 6.8k～ 7.0k付近 

日野市西平山 8.0k～ 8.2k付近 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

(3) 高潮・津波対策 

高潮及び地震後の津波遡上への備えとして、多摩川の河口から六郷橋までの区間において、高潮堤防

の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間等について、嵩上げ又は拡幅を行う。あわせて、波のう

ちあげ高が計画堤防高を上回る区間においては、干潟やヨシ原に生息する動植物の生息・生育・繁殖の場

への影響を回避しつつ、低水路に消波工を設置する。なお、河川管理者の管理外の対応は、他の管理者

（川崎市、航空局）との調整を行う。 

また、計画高潮位が計画高水位を上回る区間（河口～3.4k)において、構造物の安全性が不足している河

川構造物の羽田第一水門及び羽田第二水門の改築を行う。なお、その他の構造物についても、施設管理

者に対して構造物の安全性の照査等の実施などの調整を図る。 

 

表-5-2-6 高潮堤防に係る施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 
左岸 大田区羽田空港 1.1k～1.4k付近 

高潮対策 
右岸 川崎市川崎区殿町 0.2k～0.8k付近 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 
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表-5-2-7 高潮対策に係る施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 
左岸 大田区羽田 1.8k付近 羽田第一水門改築 

左岸 大田区羽田 2.4k付近 羽田第二水門改築 

 

(4) 超過洪水対策 

河川堤防が決壊した場合に甚大な被害が発生するおそれがある区間において、避難のための時間を確

保する、浸水面積を減少させるなどにより被害をできるだけ軽減することを目的に、河川堤防を越水した場

合であっても、決壊しにくく、堤防が決壊するまでの時間を少しでも長くするなどの減災効果を発揮する粘り

強い河川堤防等の整備について調査・検討して、必要に応じて実施する。既存施設の有効活用や、地域毎

の水害リスクを考慮したまちづくりを実践する関係機関に対する必要な支援を行う。 

多摩川下流部においては、人口が集中し、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性がある。

このような区間では、堤防の決壊を回避するとともに、氾濫時の貴重な避難場所ともなる高規格堤防の整備

を行うこととし、事業実施中の地区については、整備を推進する。 

なお、高規格堤防の整備に当たっては、まちづくり構想や都市計画との調整を行うことが必要であり、関

係者との調整状況を踏まえつつ順次事業を実施する。 

 

表-5-2-8 高規格堤防に係る施行の区間 

河川名 下流端 上流端 機能の概要 

多摩川 

左岸 
海老取川分派点付近 

（東京都大田区） 

国道 1 号多摩川大橋付近 

（東京都大田区） 超過洪水 

対策 
右岸 

多摩運河付近 

（神奈川県川崎市川崎区） 

国道 1 号多摩川大橋付近 

（神奈川県川崎市幸区） 

※高規格堤防については、まちづくりとの共同事業であるという特殊性を踏まえ、まちづくり構想や都市計画

との調整を図りつつ整備するものとする 

 

表-5-2-9 高規格堤防に係る施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 右岸 川崎市幸区戸手四丁目 7.2k～7.4k 付近 超過洪水対策 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

(5) 地震対策 

地震動や液状化の影響により、水門・樋門等の倒壊や、堤防の沈下・崩壊・亀裂等、河川管理施設が被

災するだけでなく、地震後の洪水及び津波により、河川の水位が上昇し、浸水被害が発生するおそれがあ

る。 

このため、耐震性能の照査結果に基づき必要に応じて耐震・液状化対策を行う。 
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表-5-2-10 施設の耐震対策に係る施行の場所 

河川名 施設名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 右岸 三沢川水門 神奈川県川崎市 25.7k 付近 耐震対策 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

(6) 内水対策 

内水や支川の氾濫による浸水被害が著しい地域については、流域の関係機関である下水道事業として

実施されている雨水幹線の整備やポンプ施設の設置等の対策との調整・連携の下で、内水被害の軽減を

図る。また、洪水、津波、高潮等の発生時には、関係機関との情報共有に努める。 

 

(7) 支川合流点処理 

多摩川と平瀬川の支川合流部は、関係機関との調整を行い、堤防整備するとともに、流域自治体との連

携の下で、谷沢川や三沢川なども含めて水害リスクが高い箇所には危険性を現地で明示するとともに緊密

な情報共有により警戒態勢の確保を図るなど、水害リスクを低減する対策を総合的に実施する。 

 

表-5-2-11 支川合流点対策の施行の場所 

河川名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 右岸 
神奈川県川崎市高津区 

（平瀬川合流点） 
18.6k 付近 合流点対策 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

(8) 危機管理対策 

被害の最小化を図る観点から、災害時において河川管理施設保全活動、緊急復旧活動、水防活動等を

円滑に行う拠点及びこれにアクセスする管理用通路や車両の転回場等について、関係機関との調整の上、

洪水時に周辺地域が浸水した場合にもこれらの活動が円滑かつ効果的に実施できるよう整備を行うほか、災

害復旧のための土砂等資材の備蓄、排水ポンプ車等災害対策車両の適切かつ効果的な運用について検討

を進めるとともに、排水機場等の耐水化、孤立化の回避対策、予備電源の確保等を進める。 

気候変動の影響等による大雨や短時間強雨の発生頻度の増加に伴い、水位の急激な上昇が頻発するこ

とが想定されることから、水門等の確実な操作と操作員の安全確保、高齢化等による操作員のなり手不足に

対応する観点から、必要に応じ施設操作の遠隔化・自動化や無動力化等を実施する。 

また、雨量、水位等の観測データ、レーダ雨量計を活用した面的な雨量情報や河川監視用ＣＣＴＶカメラ

による映像情報を収集・把握し、適切な河川管理を行うとともに、その情報について光ファイバ網等を通じて

関係機関へ伝達し、円滑な水防活動や避難誘導等を支援するため、これらの施設を整備し、観測機器、電

源、通信経路等の二重化等を図る。 

さらに、大規模地震等の発生時において、緊急用物資の輸送や、被災した河川管理施設の復旧工事、沿

川地域の避難者救済活動を円滑に行うため、災害時の緊急輸送路等主要道へ接続する坂路等の整備を実

施するとともに、緊急用船着場の整備、航路確保等を行う。 
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洪水による河川氾濫等により小規模な家屋浸水被害が発生した箇所※1 については、流域の地形特性や

過去の災害発生状況、上下流・本支川バランス等を踏まえ、緊急性や優先度を考慮し、被災原因に応じた災

害復旧や局所的な手当を行うことにより、家屋浸水被害の防止又は軽減を図る。 

具体的には、遊水機能確保、特殊堤、河道掘削、河川法線形の是正及び被災要因となった構造物の改

築などを行う。 

また、関係機関や地域の理解等も踏まえ、整備後の浸水被害防止区域※2 等も適宜設定する。 

※1 これまで浸水被害が発生した箇所に加え、今後の降雨により浸水被害が発生するおそれのある箇所

も含む。 

※2 浸水被害防止区域とは、河川整備等の治水対策や雨水を貯留･浸透させる流域対策を実施しても浸

水被害が高頻度で発生すると見込まれる地域において、高齢者等の要配慮者をはじめとする方が予

め被害を避けることができるようにすることを目的として、特定の行為について開発規制、建築規制を

設ける区域のこと。 

 

表-5-2-12 危機管理対策（河川防災管理施設）の整備に係る施行の場所 

河川名 施設名 施行の場所 機能の概要 

多摩川 右岸 石田河川防災ステーション 日野市石田 
緊急復旧活動等の拠点整備 

（河川防災ステーション） 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

※河川防災管理施設の施行の場所は関係機関との調整等により詳細を決定するものとする 

 

5.1.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、引き続き、水利用の実態把握とそれに基

づく必要な調整を進めるとともに、既存の水利用についても河川維持流量を含めた水利用の合理化を関係

者の協力を得つつ推進する。また、治水対策や河川環境の保全・創出に当たっては、例えばワンド・たまり

を保全する等、河道内の貯留機能についても留意して整備を行う。「水流実態解明プロジェクト」で関係機

関や地域住民と連携して取り組んできた雨水浸透対策や森林・緑地保全対策等の適正な流量を確保する

ための施策についても、流域の治水・水環境・水循環を一体的に管理する流域総合水管理の取組の一環と

して引き続き推進する。また、多摩川が育んできた多様な生態系や人とのふれあいの場をより良好なものと

して後世へ継承するよう取組に努める。 

中上流部から下流部においては、河川流量に占める下水処理水の割合が特に高いため、流域自治体の

水需要や下水道処理水量の動向、地球温暖化に伴う気候変動の影響への対応等について、流量の確保

だけでなく、水量・水質を含めた全体的な水流の観点から関係機関と連携して、調査及び検討を継続し、流

水の正常な機能の維持を図るよう努める。 

さらに、渇水等の発生時における情報提供、情報伝達体制の整備及び水利使用者相互間の水融通の円

滑化などを関係機関及び水利使用者等と連携して推進する。 

 

5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事項 

河川環境の整備と保全に関しては、多摩川流域全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや風土、
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文化、歴史との調和を図りながら、多様な動植物の良好な生息・生育・繁殖の場、良好な河川景観の保全・

創出、人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出を図る。 

また、歴史的に「多摩川河川環境管理計画」の果たしてきた重要な役割を認識し、今後とも、本計画を踏

まえ、多摩川が有するかけがえのない自然と文化を子々孫々に継承すべく、自然的及び社会的状況を踏ま

え、関係自治体、流域住民等との共通認識のもと秩序ある保全・創出と利用を図る。 

多摩川流域の自然的、社会的状況を踏まえ、土砂動態にも考慮しながら、生態系ネットワークの形成にも

寄与する河川環境の保全・創出を図る。  

なお、河川環境は、工事等の実施後に直ちにその効果が発現せず環境の形成に時間を要する場合もあ

るため、工事や外来種対策などの実施の際には、整備や対策による効果が検証できるように河川環境のモ

ニタリングを実施する。 

 

(1) 水質保全対策 

水環境関連対策については、多摩川が有すべき水量とその変動及び水質等の水流の実態を把握するよ

う努める一方、人と河川との豊かな触れ合い活動の場を保全・創出できる多摩川を目指して、必要に応じて

良好な水量とその変動及び水質（底質を含む）の実現を目指した検討を行う。 

さらに、東京湾の汚濁対策として関係機関と協力し東京湾への流入負荷量の削減に努める。 

 

(2) 動植物の生息・生育・繁殖の場の保全・創出 

多摩川らしい豊かな動植物の生息・生育・繁殖の場を保全・創出するため、以下のような定量目標（評価

原点は全て平成 27 年（2015 年）頃とする）を設定したうえで、河道掘削等の河川整備を推進する。なお、河

川環境は、工事等の実施後に直ちにその効果が発現せず環境の形成に時間を要する場合もあるとともに、

河川の作用によって常に変化するものであることから、短期的な変化だけではなく、中長期的、広域的な変

化も含めて取組を評価するものとする。 

多摩川河口部周辺では、シルト・粘土が卓越する干潟環境を好むエドハゼ・トビハゼ等の魚類が生息・繁

殖するとともに、干潟で採食するハマシギをはじめとしたシギ・チドリ類の鳥類が生息・繁殖し、イセウキヤガ

ラ・シオクグ・アイアシ等の塩沼湿地に生育・繁殖していることを踏まえ、干潟を新たに 7ha※１創出する。また、

ヨシ原にオオヨシキリ等の鳥類が営巣地として生息・繁殖、ヒヌマイトトンボといった重要な汽水性昆虫類の

生息・繁殖の場となっていることを踏まえ、ヨシ原については保全を図っていく。 

多摩川下流部周辺では、ヨシ等の水生植物帯にオオヨシキリ等の鳥類が営巣地として生息・繁殖、カンエ

ンガヤツリ・ゴキヅル等の低・中茎草地において、それを採食・営巣するオオバン・チュウサギ等の鳥類が生

息・繁殖していることを踏まえ、水生植物帯及び低・中茎草地を新たに 3ha※１創出する。また、底生動物のク

ロベンケイガニ等が生息・繁殖している自然裸地については保全を図っていく。 

多摩川中下流部周辺及び中上流部周辺では、コウガイモ・ミクリ・エビモ等の水生植物帯に、カイツブリ・

オオヨシキリ等の鳥類が浮き巣として生息・繁殖し、カンエンガヤツリ・ミクリ・タコノアシ等の低・中茎草地にお

いて、それを採食・営巣するオオバン・チュウサギ等の鳥類が生息・繁殖していることを踏まえ、水生植物帯

及び低・中茎草地を中下流部周辺で新たに 2ha※１、中上流部周辺では 4ha※１創出する。また、砂礫河原に

窪みを作り、小石､木片などを敷いて営巣し河川に依存する留鳥のイカルチドリ等の鳥類やカワラケツメイ等

の在来河原植物が生息・生育・繁殖している自然裸地（砂礫河原）、氾濫原性の環境を好むミナミメダカ・ド
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ジョウ等の魚類やそれを餌としているカワセミ等の鳥類の生息・繁殖の場となっているワンド・たまり、海と河

川を行き来するアユ・マルタ等の回遊魚類が生息・繁殖の場としている連続する瀬・淵については保全を図

っていく。 

多摩川中上流部周辺及び上流部周辺では、砂礫河原に窪みを作り、小石､木片などを敷いて営巣し河川

に依存する留鳥のイカルチドリや裸地を好むコアジサシ、河岸崖の窪みや水辺の砂礫の隙間に営巣するキ

セキレイ等の鳥類、カワラノギク等の在来河原植物が生息・生育・繁殖していることを踏まえ、自然裸地（砂

礫河原）を中上流部周辺で新たに 11ha※１、上流部周辺で新たに 1ha※１創出する。また、氾濫原性の環境を

好むミナミメダカ・ドジョウ等の魚類やカワセミ等の鳥類の生息・繁殖の場となっている中上流部周辺のワン

ド・たまりについては保全を図る。また、中上流部周辺及び上流部周辺においても、海と河川を行き来する

アユ・ウキゴリ等の回遊魚類が生息・繁殖の場になっていたり、流れのある礫周辺を好むカジカや平瀬の浮

石帯を好むギバチや砂泥底や砂礫底で構成された緩流域を好むヒガシシマドジョウ等の魚類が生息・繁殖

の場になっていたりする連続する瀬・淵、モズ・ヤマセミ等の鳥類が止まり場や営巣地として生息・繁殖する

河畔林については保全を図っていく。 

支川浅川では、砂礫河原に窪みを作り、小石､木片などを敷いて営巣するイカルチドリ等の鳥類や、カワラ

ノギク等の在来河原植物が生息・生育・繁殖していることを踏まえ、自然裸地（砂礫河原）を新たに 12ha※１創

出する。また、アブラハヤ・ヒガシシマドジョウ等の魚類が生息・繁殖の場としている連続する瀬・淵について

は保全を図っていく。 

また、生物多様性の向上と地域活性化の両立を図るため、堰等の河川横断工作物の魚道の一部におい

て、魚道への誘導施設が有効に機能しておらず、アユ・マルタ・ウキゴリ等の回遊魚類の遡上が困難になっ

ていること等を踏まえ、滞留の支障となっている箇所において連続性の確保や河道環境の質の向上を図る。 

また、特定外来生物のアレチウリ・オオキンケイギク・オオカワヂシャ等の植物や外来植物のオオブタクサ・

セイバンモロコシ・ハリエンジュ等の増加により、在来種の生育・繁殖の場への影響が懸念されることから、上

記の対策に当たっては、市民団体や自治体との連携により、外来植物の防除等をあわせて行う。  

環境の保全・創出については、河川改修や維持管理、災害復旧等の中で取り組むとともに、河道の二極

化が顕著になっている箇所など、より積極的に対応すべき箇所については、自然再生に係る事業の実施を

検討し、帯工や樹木伐開、高水敷切り下げ等の対策を行い、砂礫河原を創出するものとする。 

 

※１：平成 27 年（2015 年）を評価原点として、整備計画完了時点において中長期的に維持される生息・生

育・繁殖の場の創出目標値であり、実際の整備に当たっては、計画対象期間（概ね３０年間）に起こりうる流

量変動、土砂動態、植生変化等の自然営力による増減を見込んだうえで創出を行う。 
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表-5-2-15 河川環境の整備と保全・創出に係る施行の場所 

河川名 種類 施行の場所 機能の概要 

多摩川 干潟の創

出 

左右岸 1.2k～5.0k 付近 東京都大田区 

川崎市川崎区 

河道掘削形状の工夫に

より干潟を保全・創出 

低・中茎

草地・水

生植物帯

の創出 

 

左右岸 5.0～7.8k 付近 東京都大田区 

川崎市川崎区 

河道掘削形状の工夫に

より低・中茎草地・水生植

物帯を保全・創出 

左右岸 13.2k～13.5k 付近 東京都大田区 

川崎市中原区 

河道掘削形状の工夫に

より低・中茎草地・水生植

物帯を保全・創出 左右岸 二ヶ領宿河原堰～

多摩水道橋（上流約

0.9km 区間) 

東京都狛江市 

川崎市多摩区 

左右岸 

 

 

二ヶ領上河原堰～

大丸床止（約 6.6km

区間） 

東京都府中市、稲

城市 

川崎市多摩区 

左右岸 

 

四谷本宿床止～立

日橋（2.2 ㎞） 

東京都国立市、立

川市、日野市 

 

砂礫河

原・低・中

茎草地・

水生植物

帯の創出 

左右岸 大丸床止～37.0k 

(上流約 4.6km 区間) 

東京都府中市、稲

城市、日野市 

河道掘削形状の工夫に

より砂礫河原・低・中茎草

地・水生植物帯を保全・

創出 

左右岸 四谷本宿床止～

40.0k 

（上流約 0.8km 区

間） 

東京都国立市、立

川市、日野市 

左右岸 昭和用水堰上流約

0.6km 区間 

東京都昭島市、あ

きる野市、八王子

市 

左右岸 53.7k～羽村取水堰 東京都羽村市 

砂礫河原

の創出 

左右岸 羽村取水堰上流約

1.2km 区間 

東京都羽村市、青

梅市 

河道掘削形状の工夫に

より砂礫河原を保全・創

出 左右岸 58.7k～59.0k 付近 東京都青梅市 

左右岸 60.0k～60.5k 付近 東京都青梅市 

砂礫河原

の創出

（自然再

生） 

左右岸 立日橋～多摩大橋 東京都立川市、日

野市、昭島市、八

王子市 

帯工や樹木伐開等により

二極化を解消し、砂礫河

原の創出 

左右岸 日野用水堰～昭和

用水堰 

東京都昭島市、八

王子市 



48 

 

左右岸 永田橋～羽村第二

床固 

東京都福生市、あ

きる野市、羽村市 

魚道の再

生 

左右岸 二ヶ領上河原堰下

流 

東京都調布市 

川崎市多摩区 

魚道機能の保全 

浅川 砂礫河原

の創出 

左右岸 0.0k～2.8k 付近 東京都日野市 河道掘削形状の工夫に

より砂礫河原を保全・創

出 

左右岸 5.2k～9.0k 付近 東京都日野市、八

王子市 

左右岸 11.3～11.4k 付近 東京都八王子市 

※今後の状況の変化等により必要に応じて本表に示していない場所においても施行することがある 

 

(3) 人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出 

人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全・創出について沿川住民のニーズが一層高まっていること

を踏まえ、有識者や流域自治体、住民の意見を聴きながら多摩川の水辺空間の価値をより一層高めていく

ための周辺地域と調和した水辺空間づくりを、平成 21 年（2009 年）７月に策定された「多摩川の景観形成の

考え方」を参考に進める。具体的には、地域の景観・歴史・文化及び観光基盤などの資源や地域の創意に

富んだ知恵を活かし、自治体、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、実現性の高い水辺の

整備・利用に係る河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す取組として「かわまちづくり」を推

進する。河川空間の利活用ニーズの高まりにより、「かわまちづくり」が行われる場合は、推進主体（自治体な

ど）と連携して、かわまちづくり計画策定への支援を行い、治水上及び河川利用上の安全・安心に配慮した

河川管理施設の整備を実施する。 

かわまちづくり等による整備に当たっては、多摩川の自然景観や地域の歴史的・文化的な背景を踏まえ、

多摩川が本来有する水を基調としたダイナミズムを感じさせる良好な景観が保全・創出されるよう、連続的な

視点の移動によって視対象が連続的に変化するシークエンス景観を意識した水辺の自然環境を楽しめるよ

うに整備を行う。さらには、散策、スポーツ利用、川を基軸とした地域交流が特に盛んである河川空間にお

いては、自然と共生した人と河川との豊かな触れ合いの一層の促進に向けて、現状における水辺空間の拠

点やアクセス路、散策路等の見える化を行い、関係機関との連携のもとで、水辺空間の拠点やアクセス路、

散策路等の整備を行う。 

多摩川や流域に関する歴史・文化等に関連する様々な情報の収集・提供を行うとともに、現地において多

摩川への来訪者が容易に情報を得ることが出来るよう歴史や文化を解説した看板等の整備を行う。 

あわせて、多摩川誌やその他の流域に関わる様々な文献情報などについて積極的に情報提供・発信を

行う。 

 

(4) グリーンインフラの推進 

多摩川らしい豊かな自然環境を保全・創出するため、河川整備における多自然川づくりや、砂礫河原・干

潟等の創出により多摩川らしい自然環境の保全・創出を実施するとともに、首都圏の貴重なオープンスペー

スにおいて魅力ある水辺空間・にぎわい創出のため、地域と連携し、かわまちづくりや水辺の楽校等の取組

を推進する。さらに、多摩川における取組に限らず、多摩川流域において健全なる水循環系の確保として

自治体等が行う雨水貯留浸透対策の強化や森林整備等により、自然環境が有する多様な機能を活かすグ
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リーンインフラの取組を推進する。 

 

5.2 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 

河川維持管理に当たっては、多摩川の河川特性を十分に踏まえ、変動する河道と河川構造物の状態把

握、状態の分析・評価、評価結果に基づく改善等を一連のサイクルとする「サイクル型維持管理」により効果

的・効率的に実施する。 

また、河川管理施設の老朽化対策等では、施設状況等のデータベース化を図り、計画的かつ戦略的な

維持管理・更新を推進する。なお、河川の維持管理に当たっては、デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）

を推進し、新技術の開発や活用とあわせ、河川の整備・管理全体の高度化・効率化に努める。 

さらに、河川管理の目標、目的、重点箇所、実施内容等の具体的な維持管理の計画となる「多摩川河川

維持管理計画【国土交通大臣管理区間編】」に基づき、計画的な維持管理を継続的に行うとともに、河道及

び河川管理施設等の状況変化、河川維持管理の実績、社会経済情勢の変化等に応じて適宜見直しを行う。 

これらの実施に当たっては、温室効果ガス排出の削減に努めつつ、動植物の生息・生育・繁殖の場の保

全・創出を図る。 

また、気候変動の影響を踏まえ、手戻りのない整備の実施に向けた調査検討を行う。 

 

5.2.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 

洪水、津波、高潮等の発生時において、河川管理施設の機能が適切に発揮されるよう、維持管理を行う。 

(1)堤防の維持管理 

堤防の機能を適切に維持していくために、変状や異常・損傷を早期に発見すること等を目的として、適切

に堤防除草、点検、巡視等を行うとともに、河川巡視や水防活動等が円滑に行えるよう、管理用通路等を適

切に維持管理する。また、点検、河川巡視や定期的な縦横断測量調査等の実施により、堤防や護岸等の

損傷等が把握された場合には、必要に応じて所要の対策を講じていく。特に、樋管等の構造物周辺で沈下

等が把握された場合には、空洞化の有無等について調査を行い、適切な補修を行う。このほか、堤防の機

能に影響する植生について、調査及び検討を進め、引き続き堤防の機能が維持されるよう努める。 

 

(2)河道の維持管理 

河道の機能を適切に維持していくため、適切に点検、巡視、測量等を行い、河道形状の把握に努める。 

河道内の土砂堆積や樹林化の進行は、流下能力の低下や水門・樋門等の排水機能の低下等の支障を

きたすおそれがあるため、必要に応じて土砂の除去や樹木の伐採を実施する。なお、実施に当たっては、

規制緩和の拡大による民間等の活用を検討する。 

河川管理上支障がある河道内の樹木等については動植物の生息・生育・繁殖の場及び景観に配慮しな

がら必要に応じて伐採等の適切な対策を講じて、洪水の流下の阻害とならないよう管理する。 

また、河道内の砂州の発達等に伴う偏流の発生は、河岸の侵食や河道の二極化等を生じるおそれがある

ため、動植物の生息・生育・繁殖の場及び景観に配慮しながら必要に応じて河道整正等の対策を行う。 

 

(3)堰、水門等の維持管理 

堰、水門等の河川管理施設については、洪水（内水を含む）・津波及び高潮に対する所要の機能が十分
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に発揮されるよう適切に点検、巡視等を行うとともに、施設の状態把握に努め、必要に応じて補修・更新を行

い、長寿命化を図る。長寿命化による機能維持が困難な施設については、具体的な対策工法について検

討を行い、改築・改良を行う。洪水、高潮及び地震等による災害に伴う河川管理施設の被害については適

宜、復旧対策を行うとともに、災害後の適切なモニタリングを実施する。 

河川管理施設の操作については、操作規則等に基づき適切に実施する。これらの施設を操作する操作

員や自治体職員に対し、施設の機能や操作等について、必要に応じて講習会・訓練を実施する。頻発化す

る洪水に対して確実な施設操作が必要とされているなか、バックアップ機能の強化や操作員等の安全確保、

高齢化等による操作員のなり手不足に対応する観点から、必要に応じ施設操作の遠隔化・自動化や無動

力化等を進めていく。また、浸水被害を受けるなど施設が停止した場合には、早期に復旧できるよう必要な

対策を進める他、関係機関等との情報連絡体制の強化に努める。 

雨量観測所、水位観測所、河川監視用 CCTV カメラ、光ファイバ等の施設については、これらが正常に

機能するよう適切な維持管理を実施する。 

これらの施設を通じて得られた情報を一元的に集約・整理することにより河川管理の効率化に努める。 

また、堤防に設置された階段、緩傾斜スロープ等の施設については、沿川地方公共団体と連携し、利用

者が安全・安心に使用できるよう努める。 

広域防災対策として整備する地域防災活動拠点（水防拠点及び河川防災ステーション）、樹林帯、側帯、

緊急用河川敷道路、緊急用船着場等の施設については、平常時は沿川地方公共団体と連携し、適正な利

用を促進するとともに、災害発生時に活用できるよう適切な維持管理に努める。 

また、災害時の緊急用船着場への航路確保のため、河口から多摩川大橋の区間については、災害復旧

に用いる船舶の規模にあわせ現状の河床形状を勘案し、必要な航路幅と維持管理河床高を適正に維持管

理する。 

表-5-3-1 維持管理（堤防）に係る施行の場所(km) 

河川名 施行の場所（延長） 

多摩川 106.3 

浅 川 25.7 

大栗川 1.7 

 

表-5-3-2 維持管理（水門）に係る施行の場所 

種別 河川名 施行の場所 施設名 

水門 

多摩川 左岸 東京都大田区羽田 1.8k 付近 羽田第一水門 

多摩川 左岸 東京都大田区羽田 2.4k 付近 羽田第二水門 

多摩川 左岸 東京都大田区南六郷 4.1k 付近 六郷水門 

多摩川 右岸 神奈川県川崎市多摩区上布田 25.7k 付近 三沢川水門 

※今後、本表に示していない水門を管理することとなった場合は、その施設が位置する場所においても施

行する 
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表-5-3-3 維持管理（堰）に係る施行の場所 

種別 河川名 施行の場所 施設名 

堰 多摩川 
左岸 

右岸 

東京都狛江市水神下 

川崎市多摩区宿河原 
22.4k 付近 二ヶ領宿河原堰 

※今後、本表に示していない堰を管理することとなった場合は、その施設が位置する場所においても施行

する 

 

表-5-3-4 維持管理（樋管）に係る施行の場所 

種別 河川名 施行の場所 施設名 

樋管 

多摩川 左岸 東京都大田区田園調布 13.2k 付近 調布排水樋管 

多摩川 左岸 東京都世田谷区玉堤 15.6k 付近 玉川排水樋管 

多摩川 左岸 東京都世田谷区玉川 17.7k 付近 新玉川排水樋管 

多摩川 右岸 神奈川県川崎市多摩区宿河原 22.4k 付近 二ヶ領用水宿河原樋管 

多摩川 右岸 東京都羽村市羽中 53.6k 付近 草花第二排水樋管 

多摩川 右岸 東京都羽村市羽中 54.0k 付近 草花排水樋管 

浅 川 左岸 東京都日野市東平山 5.4k 付近 滝合排水樋管 

浅 川 右岸 東京都八王子市長沼町 6.0k 付近 西長沼排水樋管 

浅 川 左岸 東京都八王子市大和田町 9.9k 付近 大和田排水樋管 

大栗川 左岸 東京都多摩市関戸 1.0k 付近 小河原排水樋管 

※今後、本表に示していない樋門・樋管を管理することとなった場合、その施設が位置する場所において

も施行する 

 

表-5-3-5 維持管理（床止め・床固め）に係る施行の場所 

種別 河川名 施行の場所 施設名 

床止め 

多摩川 
左岸 

右岸 

東京都府中市是政 

東京都稲城市大丸 
32.4k 付近 大丸床止 

多摩川 
左岸 

右岸 

東京都国立市泉町 

東京都日野市石田 
38.2k 付近 四谷本宿床止 

床固め 

浅 川 
左岸 

右岸 

東京都日野市新井 

東京都日野市落川 
0.0k 付近 百草床固 

浅 川 
左岸 

右岸 

東京都日野市万願寺 

東京都日野市高幡 
1.8k 付近 向島床固 

浅 川 
左岸 

右岸 

東京都日野市豊田 

東京都日野市平山 
5.2k 付近 平山床固 

浅 川 
左岸 

右岸 

東京都日野市西平山 

東京都八王子市長沼町 
7.0k 付近 長沼床固 
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浅 川 
左岸 

右岸 

東京都日野市西平山 

東京都八王子市北野町 
8.0k 付近 西平山床固 

浅 川 
左岸 

右岸 

東京都八王子市中野上町 

東京都八王子市元横山町 
11.3k 付近 元横山床固め 

※今後、本表に示していない床止め・床固めを管理することとなった場合は、その施設が位置する場所に

おいても施行する 

 

表-5-3-6 維持管理（河川防災管理施設）に係る施行の場所 

種別 河川名 施行の場所 施設名 

 

河川 

防災 

管理 

施設 

多摩川 右岸 神奈川県川崎市幸区幸町 0.1k 付近 幸町緊急用船着場 

多摩川 左岸 東京都大田区多摩川 8.4k 付近 多摩川二丁目緊急用船着場 

多摩川 右岸 神奈川県川崎市川崎区大師河原 2.9k 付近 大師河原河川防災ｽﾃｰｼｮﾝ 

多摩川 右岸 東京都多摩市関戸 34.1k 付近 関戸水防拠点 

多摩川 右岸 東京都福生市南田園 50.4k 付近 南田園水防拠点 

多摩川 右岸 東京都大田区～東京都昭島市 約 15.1km 緊急用河川敷道路 

  多摩川 左岸 神奈川県川崎市～東京都昭島市 約 23.7km 

多摩川  田園調布出張所等 18 箇所 備蓄資材基地 

※今後、本表に示していない河川防災管理施設を管理することとなった場合は、その施設が位置する場

所においても施行する 

 （河川防災管理施設は令和 5 年度（2023 年度）迄に整備されているものである） 

 

表-5-3-7 維持管理（魚道）に係る施行の場所 

種別 河川名 施行の場所 施設名 

魚道 

多摩川 神奈川県川崎市多摩区宿河原 22.4k 付近 二ヶ領宿河原堰左右岸 

多摩川 神奈川県川崎市多摩区上布田 25.8k 付近 上河原堰左右岸 

多摩川 東京都稲城市大丸 32.4k 付近 大丸床止 

多摩川 東京都多摩市関戸 35.1k 付近 京王線多摩川橋梁左右岸 

多摩川 東京都国立市泉町 38.2k 付近 四谷本宿床止 

多摩川 東京都日野市本町 41.4k 付近 JR 中央線多摩川橋梁 

多摩川 東京都八王子市平町 44.8k 付近 八高線多摩川橋梁 

多摩川 東京都羽村市羽 53.2k 付近 羽村堰第 3 床固 

多摩川 東京都羽村市羽 53.6k 付近 羽村堰第 2 床固 

浅 川 東京都日野市平山 4.8k 付近 平山床固 

浅 川 東京都八王子市長沼 6.6k 付近 長沼床固 

浅 川 東京都八王子市元横山 10.8k 付近 元横山床固 

※今後、本表に示していない魚道を管理することとなった場合は、その施設が位置する場所においても施

行する 
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表-5-3-8 維持管理（陸閘）に係る施行の場所 

種別 河川名 施工の場所 施設名 

陸閘 多摩川 左岸 東京都世田谷区玉川一丁目 17.6k 玉川東陸閘 

多摩川 左岸 東京都世田谷区玉川一丁目 17.6k 玉川西陸閘 

多摩川 左岸 東京都世田谷区鎌田一丁目 18.6k 久地陸閘 

多摩川 左岸 東京都調布市多摩川四丁目 26.9k 調布第一陸閘 

多摩川 左岸 東京都調布市多摩川三丁目 27.4k 調布第四陸閘 

 

(4)許可工作物の機能の維持 

橋梁や樋門・樋管等の許可工作物は、老朽化の進行等により機能や洪水時等の操作に支障が生じるお

それがあるため、施設管理者と合同で定期的に履行状況の確認を行うことにより、施設の管理状況及び施

設に影響を及ぼすような河床の変化や兆候等を把握する。 

また、定められた許可基準等に基づき適正に管理されるよう、必要に応じて施設管理者に対し改築等の

指導を行う。 

洪水、津波、高潮等の原因により、施設に重大な異常が発生した場合は、施設管理者に対し河川管理者

への状況把握や情報連絡を行うよう指導する。 

なお、超過洪水時に機能に支障が生じる可能性のある施設については、超過洪水時にも機能が発揮で

きるよう、必要に応じて、対策を求める。 

 

(5)不法行為に対する監督・指導 

河川敷地において流水の疎通に支障のおそれがある不法な占用、耕作及び工作物の設置等の不法行

為に対して適正な監督・指導を行う。 

 

(6)河川等における基礎的な調査及び研究 

「治水」「環境」「利用」の観点から、河川を総合的に管理していくため、流域内の降雨量の観測、河川の

水位・流量の観測、河口部の潮位・波高の観測、風向・風速・気圧の観測、地下水位の観測、河川水質の

調査等を継続して実施する。また、樹木の繁茂状況、土砂動態、河床の変化、河床材料等についても必要

に応じて継続して調査・分析を行う。 

観測精度を維持するため、日常の保守点検を行うとともに、必要に応じて観測施設や観測手法の改善等

を行う。 

さらに、研究機関とも連携し、洪水時における侵食速度や強度、河川環境上の問題等を確認し、土丹層

の河川管理に資する調査及び研究を推進し、その成果を、具体的な工事や維持管理に活用する。 

また、洪水、内水、高潮、土砂災害に対する災害リスクをより的確に把握するため、航空レーザ測量による

詳細な地形データ等を蓄積し活用する。 

気候変動の影響に伴う水災害の頻発化・激甚化や、渇水の頻発化、長期化、深刻化など様々な事象ま

で想定し、この課題に対応する視点として必要な流域の降雨量、降雨の時間分布・地域分布、流量、河口

潮位等についてモニタリングを実施し、経年的なデータ蓄積に努め、定期的に分析・評価を行う。 

 



54 

 

(7)地域における防災力の向上 

堤防決壊等による洪水氾濫が発生した場合、自助・共助・公助の精神のもと、住民等の生命を守ることを

最優先とし、被害の最小化を図る必要がある。そのため、迅速かつ確実な住民避難や水防活動等が実施さ

れるよう、関係機関との一層の連携を図る。 

 

1) 水防災意識社会再構築ビジョン 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨（2015 年）による水害を受け、社会資本整備審議会において平成 27 年

（2015 年）12 月に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革によ

る「水防災意識社会」の再構築に向けて～」の答申がなされた。 

国土交通省では、答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河川と

その氾濫により浸水のおそれのある市区町村を対象に「大規模氾濫減災協議会」を設置して減災のため

の目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進することとした。 

このような中、平成 28 年（2016 年）8 月北海道・東北地方を襲った一連の台風による水害を踏まえ、平

成 29 年（2017 年）6 月に国土交通省は水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画をとりまとめ、さ

らに、平成 30 年 7 月豪雨（2018 年）を踏まえた計画の改定を平成 31 年（2019 年）1 月に行った。 

多摩川においても、「水防災意識社会再構築ビジョン」を踏まえ、沿川の市区と関係都県、気象庁、国

土交通省関東地方整備局及び関係機関で構成される「多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫減災協

議会」を設立した。 

本協議会では、多摩川で発生しうる大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を

目標として定め、各構成員が連携して実施する取組方針を定めた。 

今後、取組を推進するとともに、訓練等を通じた習熟や改善を図る等、継続的なフォローアップを行っ

ていく。 

また、「多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫減災協議会」の場の活用等により、関係自治体、公共

交通事業者等と連携し、住民の避難を促すためのソフト対策として、各種タイムライン（防災行動計画）の

整備とこれに基づく訓練の実施、地域住民等も参加する危険箇所の共同点検の実施、広域避難に関す

る仕組みづくり、マスメディアの特性を活用した情報の伝達方策の充実、防災施設の機能に関する情報

提供の充実などを進めていく。 

 

2) 洪水予報等の発表 

洪水予報河川において、気象庁と共同して洪水のおそれがあると認められるときは水位等の情報を、

関係都県知事に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、これを一般に周知する。 

また、個別の氾濫ブロックについて危険度を把握できるよう、上流から下流にかけて連続的かつ左右岸

別に時々刻々と変化する洪水の危険性を示すとともに、洪水予測の高度化を進める。 

水位周知河川において、洪水特別警戒水位に達したときは、当該河川の水位等の情報を示し、その旨

を関係都県知事に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、これを一般に周知する。 

なお、平常時から洪水予報等に関する情報の共有及び連絡体制の確立が図れるよう、気象庁、地方

公共団体、報道機関等の関係機関や民間企業との連携を一層図る。 
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表-5-3-8 洪水予報河川及び水位周知河川 

洪水予報河川 基準水位観測所 

多摩川 田園調布(上)（大田区）、石原（調布市）、調布橋（青梅市） 

浅川 浅川橋（八王子市） 

水位周知河川 基準水位観測所 

大栗川 報恩橋（多摩市） 

※洪水予報河川、水位周知河川、基準水位観測所については、今後変更される場合がある 

 

3) 水防警報の発表 

水防警報河川において、洪水、高潮等によって災害が発生するおそれがあるときは、水防警報を発表

し、その警報事項を関係都県知事に通知する。また、平常時から水防に関する情報の共有及び連絡体

制の確立が図れるよう、関係機関との連携を一層図る。 

 

表-5-3-9 水防警報河川 

水防警報河川 基準水位観測所 

多摩川 多摩川河口（川崎市）、田園調布（上）（大田区）、石原（調布市）、日野橋（日野市）、

調布橋（青梅市） 

浅川 浅川橋（八王子市） 

大栗川 報恩橋（多摩市） 

※水防警報河川、基準水位観測所については、今後変更される場合がある 

 

4) 的確な水防活動の促進 

堤防の漏水や河岸侵食に対する危険度判定等を踏まえて、重要水防箇所をきめ細かく設定し、水防

管理者に提示するとともに、的確かつ効率的な水防を行うために、危険箇所に河川監視用 CCTV カメラ

や危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラを設置し、危険箇所の洪水時の情報を水防管理者にリ

アルタイムで提供する。 

水防活動の重点化・効率化に資するため、堤防の縦断方向の連続的な高さについてより詳細に把握

するための調査を行い、許可工作物周辺を含む越水に関するリスクが特に高い箇所を特定し、水防管理

者等と共有を図る。また、水防資機材の備蓄、水防工法の普及、水防訓練の実施等を関係機関と連携し

て行うとともに、平常時からの関係機関との情報共有と連携体制を構築するため、水防連絡会等を通じて

重要水防箇所の周知、情報連絡体制の確立、防災情報の普及、水防団員の安全確保の促進等を図る。 

なお、水防活動が行われる際には、水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮する。 

 

5) 河川情報の収集と伝達 

雨量、水位等の観測データ、レーダ雨量計を活用した面的な雨量情報や河川監視用 CCTV カメラによ

る映像情報を収集・把握し、適切な河川管理を行う。 

洪水時に住民が危険性を認識できるよう、危機管理型水位計及び簡易型河川監視カメラを活用した監

視体制の充実を図るとともに、情報提供の仕組みを構築し、施設の能力を上回る洪水等に対し、河川水
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位やダム等の貯水位、河川流量等を確実に観測できるよう観測機器の改良や配備の充実を図る。 

雨量情報及び水位情報、河川監視用 CCTV カメラによる基準水位観測所等の主要な地点の画像情報

等について、光ファイバ網、河川情報表示板等の情報インフラ、インターネット及び携帯端末、地上デジ

タル放送（データ放送）等を積極的に活用し、分かりやすく、かつ迅速に防災情報を提供する。 

また、従来から用いられてきた水位標識、サイレン等の地域特性に応じた情報伝達手段についても、関

係地方公共団体と連携・協議して有効に活用する。 

洪水による河川水位の上昇、高潮による海面水位の上昇等の現象の進行に応じて危険の切迫度が住

民に伝わりやすくなるよう、これらの情報を早い段階から時系列で提供する。 

 

6) 災害時の支援等 

水門・樋門等を通じて多摩川等に流入する支川では、洪水、高潮時に多摩川等への排水が困難となる

ことがある。そのため、応急的な排水対策として、地方公共団体からの要請により排水ポンプ車等災害対

策用機械を機動的に活用し、浸水被害の防止又は軽減を図る。 

万一、堤防の決壊等の重大災害が発生した場合に備え、浸水被害の拡大を防止するための緊急的な

災害復旧手法及び氾濫水の排水などの迅速な応急活動の実施に備え、氾濫後の制御・リスク分散に利

用可能な既存構造物の活用や水門等の有効活用について検討し、排水作業準備計画に反映する。 

また、平常時から、災害復旧に関する情報共有及び連絡体制の確立が図られるよう、地方公共団体、

自衛隊、水防団、報道機関等の関係機関と連携を一層図る。 

大規模水害時等においては、市区町村の災害対応全般にわたる機能が著しく低下するおそれがある

ため、民間人材の活用や関係機関と連携し、TEC-FORCE（Technical Emergency Control FORCE：緊急

災害対策派遣隊）等が行う、災害発生直後からの UAV やレーザ計測などの遠隔・非接触計測技術等を

活用した被害状況調査、排水ポンプ車等災害対策用機械による緊急排水の支援等、市区町村の支援体

制の強化を行う。また、リエゾン等を地方公共団体へ派遣し情報の収集にあたる。 

 

7) 水害リスク情報の評価・共有・発信 

想定最大規模の洪水等が発生した場合でも人命を守ることを第一とし、減災対策の具体的な目標や対

応策を、関係する地方公共団体と連携して検討する。 

具体的には、洪水浸水想定や水害リスク情報に基づき、浸水区域内の住民の避難の可否等を評価し

たうえで、避難困難者への対策として、早めの避難誘導や安全な避難場所及び避難路の確保など、関係

する地方公共団体において的確な避難体制が構築されるよう技術的支援等に努める。また、土地利用や

住まい方の工夫の検討及び水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの検討など、流域治水の取組を推進

することを目的として、発生頻度が高い降雨規模の場合に想定される浸水範囲や浸水深を明らかにする

ため、単一の規模の洪水だけでなく想定最大規模までの様々な規模の洪水浸水想定（多段階浸水想定

区域図）や水害リスクマップを作成し、提示するとともに、床上浸水の発生頻度や人命に関わるリスクの有

無などの水害リスクを評価し、地方公共団体、企業及び住民等と水害リスク情報の共有を図る。 

さらに、的確な避難のためのリードタイムの確保等に資するハード対策や土地利用、住まい方の工夫等

の新たな施策を、関係する地方公共団体と連携して検討し、必要な対策については、関係する地方公共

団体と適切な役割分担のもとで実施する。 
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開発業者や宅地の購入者等が、土地の水害リスクを容易に認識できるようにするため、現在住宅地を

中心に行われている街の中における想定浸水深の表示について、住宅地外への拡大を図る。 

また、浸水範囲と浸水頻度の関係を図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」の整備を進め、水害リス

ク情報の充実を図り、防災・減災のための土地利用等の促進を図る。 

 

8) 防災教育や防災知識の普及 

自主防災組織の結成等、地域の自主的な取組を促すとともに、洪水ハザードマップやマイ・タイムライ

ンを活用した訓練等の実施に関して、関係地方公共団体と連携し支援に努める。また、学校教育現場に

おける防災教育の取組を推進するために、試行授業を踏まえ作成した水防災教材集や水害を対象とした

避難訓練の実施に関する情報を教育委員会等に提供するなど支援する等、住民が日頃から河川との関

わりを持ち親しんでもらうことで防災知識の普及を図るために、河川協力団体等による河川環境の保全活

動や防災知識の普及啓発活動等の支援に努める。 

また、自治体の避難情報や、河川やダム等の防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練等に対し

協力支援を行う。 

 

9) 各主体が連携した災害対応の体制等の整備 

多摩川流域においては、想定し得る最大規模の外力により大規模な氾濫等が発生した場合を想定し、

国、地方公共団体、公益事業者等が連携して対応するため関係機関連携に基づく流域タイムライン（事

前防災行動計画）を令和 5 年（2023 年）に策定し、今後、運用・検証等を行い、必要に応じ改定する。ま

た、これらの取組を広く周知すべく情報発信に努める。 

さらに、氾濫した際の被害の拡大の防止又は軽減のための対策、早期復旧のための応急活動、地域

の社会経済活動の影響をできるだけ軽減するための事業継続等のための備えについて、関係自治体や

企業等と連携して検討する。 

また、多摩川下流域では、大規模な地震が発生した場合に防災施設等を利活用し、迅速な災害対策

活動を行うための訓練等を関係機関と連携して行う。 

 

10) 市区町村による避難指示等の適切な発令の促進 

重要水防箇所等の洪水に対しリスクが高い区間について、市区、水防団、自治会等との共同点検を確

実に実施する。実施に当たっては、当該箇所における氾濫シミュレーションを明示する等、各箇所の危険

性を共有できるよう工夫する。 

また、避難指示等の発令範囲の決定に資するため、堤防の想定決壊地点毎に氾濫が拡大していく状

況が時系列でわかる氾濫シミュレーションを市区に提供するとともに、ウェブサイト等での情報提供の充実

を図る。 

さらに、洪水氾濫の切迫度や危険度を的確に把握できるよう、洪水に対しリスクが高い区間における水

位計やライブカメラの設置等を行うとともに、上流の水位観測所の水位等も含む水位情報やリアルタイム

の映像を市区と共有するための情報基盤の整備を行う。 

広域避難も視野に入れ、「減災対策協議会」等の仕組みを活用し、自治体へ情報提供等を行うホットラ

インの構築を図るとともに、流域タイムライン（防災行動計画）の運用・改善を行う。 
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また、自治体に対し、避難指示等に関するタイミングや範囲、避難場所等、避難に関する計画について

適切に定めることが出来るよう技術的な支援を行う。 

 

11) 住民等の主体的な避難の促進 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、洪水等による被害の軽減を

図るため、想定最大規模の洪水が発生した場合に浸水が想定される区域を平成 28 年（2016 年）5 月に

指定・公表した。 

指定した洪水浸水想定区域に基づき、大臣管理区間からの氾濫が及ぶすべての地方公共団体で、洪

水ハザードマップが公表されているが、必要に応じて逐次更新されるよう、支援していく。 

さらに、地下街・要配慮者利用施設及び大規模工場等における水防力の強化を図るため、管理者等

に対し、洪水、雨水出水等を対象とした避難確保計画や浸水防止計画の作成を支援していくとともに、管

理者等が実施する避難訓練について、必要に応じて助言及び情報提供を行う。 

なお、洪水時に避難行動につながるリアルタイム情報として、スマートフォン等を活用した洪水予報等を

プッシュ型で直接住民に情報提供するためのシステムについて整備に努めるとともに、洪水時に住民等

が的確なタイミングで適切な避難を決断できるよう、住民一人一人の防災行動をあらかじめ定めるマイ・タ

イムライン等の取組が推進されるよう支援する。堤防等の施設については、整備の段階や完成後も定期

的にその効果や機能、施設能力を上回る外力が発生した際の被害の状況や避難の必要性等について

住民等へ周知するとともに、洪水時には施設の操作状況等に関するわかりやすい情報提供を行う。 

 

12) 土地利用、住まい方の工夫等のまちづくりと一体となった対策 

多摩川流域では、近年頻発化する災害に対して、被害の軽減を図るためにはこれまでの対策に加え、

土地利用・住まい方の工夫も必要となる。 

継続する市街化傾向や、近年頻発する水災害の状況を踏まえ、河道掘削等の浸水被害軽減につなが

る治水対策の推進（河川における対策）と併せ、関係機関等と連携・技術的支援のもと、既存貯留施設の

有効活用、雨水貯留・浸透施設の整備、透水性舗装の整備、支川・水路における氾濫抑制対策等の取

組を流域全体で行い、地域と連携した浸水被害軽減対策（流域における対策）を推進・支援する。 

また、浸水リスクが高い区域において土地利用を制限する等の対策を推進するために、関係機関に必

要な支援を行う。 

 

13) 特定緊急水防活動 

洪水、津波、高潮等による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めると

きは、浸入した水を排除するなどの特定緊急水防活動を実施する。 

 

5.2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項 

河川水の利用については、日頃から関係水利使用者等との情報交換に努める。また、水利権の更新時に

は、水利の実態に合わせた見直しを適正に行う。 

流水の正常な機能を維持については、必要な流量を確保するため、流域の雨量、河川流量、取水量を監

視する。 
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なお、渇水時の対策が必要となった場合は、関係水利使用者等との連絡を密にし、情報の提供等により

渇水被害の軽減に努める。 

 

5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項 

河川周辺環境の維持については、水質の保全、動植物の生息・生育・繁殖の場、良好な景観及び人と河

川との豊かな触れ合い活動の場の保全等に配慮する。また、環境教育の支援や不法投棄対策等を実施す

る。 

(1) 水質の保全 

流水機能については、現況の流水機能を維持するために河川管理施設だけでなく許可工作物等も含め

た既存の施設等を積極的に活用して適切な水量と水質（底質を含む）の確保とその保全を目指す。 

また、地域住民や関係機関と連携し、良好な水質を保全するため、水質の状況を把握するとともに、水質

の普及啓発活動を兼ねた水生生物調査等を実施する。 

 

(2) 自然環境の保全 

河川水辺の国勢調査や定期的な縦横断測量等を含め、工事や外来種対策などの実施の際には、整備

や対策による効果が検証できるように河川環境のモニタリングを実施する。特に、本計画において定めた動

植物の生息・生育・繁殖環境の場の創出の目標達成に向けた進捗確認に当たっては、従来の河川管理者

によるモニタリング手法等を効果的に組み合わせるとともに、関係機関や市民団体等と連携して状況把握を

行う。創出した場の質についても、各分野の学識経験を有するアドバイザーに意見を伺いながらモニタリン

グを実施する。動植物の生息・生育・繁殖の場やその質が長期的、広域的に目標とする水準を下回る場合

には、河道の特性等を再度検証した上で、必要な対応を実施する。なお、河川環境は、工事等の実施後に

直ちにその効果が発現せず環境の形成に時間を要する場合もあるとともに、河川の作用によって常に変化

するものであることから、短期的な変化だけではなく、中長期的、広域的な変化も含めて取組を評価するも

のとし、必要な対策を実施する場合は、河川の作用による変化に応じて順応的な管理を行うものとする。 

 

(3) 河川空間の適正な利用 

河川法に基づく占用許可に関しては、河川利用を計画的に行うために「多摩川河川環境管理計画」に基

づき、施設管理者及び占用者に対して許認可時に適切な指導を行う。 

 

(4) 水面の適正な利用 

水面の利用に当たっては、地域の歴史文化、河岸周辺の利用や、環境を考慮しながら、安全で秩序ある

水面利用を自治体、関係機関等と連携して推進する。 

 

(5) 景観の保全 

多摩川らしい良好な景観の保全については、そのほとんどが秩父多摩甲斐国立公園区域である上流部

の渓谷美、多摩川を代表する中下流部及び中上流部の砂礫河原が広がる景観、下流部の都市景観と調和

した水辺景観、河口干潟の景観の保全を図るとともに、沿川の景観と一体化した多摩川八景、多摩川 50 景

など、多摩川らしい風景の保全を図る。 
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(6) 環境教育の推進 

人と自然との共生のための行動意欲の向上や環境問題を解決する能力の育成を図るため、環境教育や

自然体験活動等への取組について、市民団体、地域の教育委員会や学校、民間企業等、関係機関と連携

し、推進していく。 

また、河川の魅力や洪水時等における水難事故等の危険性を伝え、安全で楽しく河川に親しむための正

しい知識と豊かな経験を持つ指導者の育成を支援する。 

加えて、首都圏に残された広大な水と緑の空間である多摩川を利用する人々の増加に伴い水難事故が

多発していることに対処するため、河川管理者並びに、地方公共団体、警察署、消防署等と連携し、防止に

努める。 

子供たちだけでなく地域の人々の多摩川における自然環境や水辺を利用した総合学習の支援を行うた

め、自然を生かした水辺や施設の維持・保全に努める。 

水辺の楽校プロジェクトの継続性確保については、主催する活動メンバーの高齢化や担い手が確保でき

ないなどの課題に対して、活動団体の実態やニーズを把握し、河川管理者や関係自治体との協働のもとで、

市民と河川環境のふれあいに関するイベントを実施することを通じて、多くの人が水辺に触れ合う機会を提

供し、水辺環境に関心を持つ人を増やしていく。 

 

(7) 人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全 

 多摩川を利用する人々が快適に河川を利用できるよう設置された「岸辺の散策路」、「川の一里塚」等につ

いては、多摩川における河川作用等を踏まえ、将来にわたってその環境が維持されるよう、自治体、市民団

体等と連携し、適正に維持管理を行う。また、多摩川の自然環境や水辺を利用した総合学習の支援を行う

ため、その活動の背景となっている自然環境や景観などの河川環境自体の保全を図りつつ、自然環境を活

かした人と河川との豊かな触れ合い活動の場の保全を図る。 

 

(8) 不法投棄対策 

河川には、テレビ、冷蔵庫等の大型ゴミや家庭ゴミの不法投棄が多いため、地域住民の参加による河川

の美化・清掃活動を沿川地方公共団体と連携して支援し、河川美化の意識向上を図る。また、地域住民、

河川協力団体や非営利機関（NPO）及び警察等と連携・協働した河川管理を行うことで、ゴミの不法投棄対

策に取り組む。 

 

（9） 不法係留対策 

不法係留船や不法係留施設は、洪水時に流失することによる河川管理施設等の損傷の原因や、河川工

事における支障となるばかりでなく、河川の景観を損ねる等、河川管理上の支障となるため、地方公共団

体、地域住民、水面利用者等と連携し、適切に対処していく。 

 

(10) ホームレス対策 

河川の適正な利用を確保するため、地方公共団体の福祉部局をはじめとする関係機関と連絡調整し、ホ

ームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、ホームレスの人権にも配慮しながら、物件の撤

去指導等の措置を講じる。  
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6．その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項 

6.1 流域全体を視野に入れた総合的な河川管理と流域全体で取り組む対策 

都市化に伴う洪水流量の増大、河川水質の悪化、湧水の枯渇等による河川水量の減少、流域における

森林の生育状況や山地斜面の崩壊、またはそれらに対する保全対策等による土砂動態の変化、渇水や緊

急時の水融通に向けた備えの強化等に対し、水循環基本法の理念や流域総合水管理の概念等を踏まえ

ながら、河川のみならず、源流から河口までの流域全体及び周辺地域を視野に入れた総合的な河川管理

が必要である。 

そのためには、水流や取排水、土砂収支の定量的な把握を通じて水循環や土砂動態に関する課題とそ

の要因等を把握し、流域自治体、関係機関が一体となって、多摩川流域の健全な水循環の確保に取り組む

必要がある。 

また、気候変動による水害リスクの増大及び市街化の進展に備えるためには、これまでの河川管理者等

の取組だけでなく、流域に関わる関係機関が、主体的に取り組む社会を構築するとともに、多摩川流域の流

出特性や流下特性を踏まえた既存施設の活用など、「治水」「環境」「利用」間で利益相反する課題につい

て調整を進める必要がある。 

平野部の約９割が市街化され、田畑面積が非常に少ない多摩川における総合治水対策としては、主に支

川の洪水処理や下水道施設（樋管・樋門等を含む）及び施策と本川での河道改修との連携や、流域の防災

調節池、雨水貯留浸透施設、森林整備等の流域の保水・貯留機能を確保する取組を関係機関と連携して

推進することにより、地域単位での水害リスク低減等が期待できることから、特定都市河川浸水被害対策法

等の一部を改正する法律により整備された法的枠組も活用しつつ、流域治水の推進を図る。 

流域治水を進めるに当たっては、「多摩川流域協議会」を活用しつつ、流域内の自然環境が有する多様

な機能（グリーンインフラ）も活用し、治水対策における多自然川づくりや自然再生、生態系ネットワークの形

成、川を活かしたまちづくり等の取組により、水害リスクの低減に加え、水でつながる豊かな環境の最大化に

取り組む。 

 

6.2 地域住民、関係機関との連携・協働 

市民団体等が多種多様な目的をもって活動している多摩川において、市民団体、非営利機関（ＮＰＯ）等

のほか、地方公共団体や地域の教育委員会、学校、民間企業等との連携・支援を積極的に図り、河川協力

団体や地域住民、関係機関等と一体となった協働作業による河川の整備・管理等を行う。 

また、河川管理者と地域住民を繋ぎ多様な主体の自主的運営を司る人材育成の支援を図り、市民等の

川での社会貢献活動を支援していくとともに、川の左右岸や源流から河口までの上下流の住民及び自治体

間の交流活動及び上流部の清流の保全活動等に対する支援を行う。 

さらに、既存の河川管理施設、許可工作物に関して環境面から点検を実施し、動植物の生息・生育・繁殖

環境に著しく阻害となる構造物については、必要に応じ施設管理者に対して適切な対処を行うよう指導する。

特に、堰等の横断工作物については、「水」と「土砂」のつながりへの影響を継続的にモニタリングした上で、

河川環境や河川管理への著しい影響が生じている場合や、温室効果ガス排出の削減につながる再生可能

エネルギーの活用等の新たな利活用により水の恵みの最大化が期待できる場合は、当該施設の設置者と

課題を共有したうえで、施設運用の工夫等について協働する。 

加えて、市民団体等による河川環境モニタリングの実施に向けた協働を行う。 
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環境モニタリング等により得られた調査結果により、更なる環境データの充実を図るとともに、ＧＩＳ化等に

よりデータベースの整備を行い、インターネット等を活用した情報提供体制を充実させる。 

 

6.3 次世代へ継承する持続可能な川づくりの推進 

これまでの川と人の長い歴史を振り返り、先人の知恵に学ぶとともに、学識経験者等が有する新たな技

術や知見に基づいた取組についても積極的に試行検証することにより、効果的で持続可能な整備を着実

に進める。設計、施工、維持管理及び水辺の利活用等の全ての過程において、関係機関や流域住民等

と連携し、「治水」「環境」「利用」が調和した川づくりを進め、次世代へ継承する。 



 

 

図 計画対象区間 
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附図 2 堤防断面形状図 
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附図 3 洪水対策等に関する施工の場所 
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簡単に言うと、多摩川の川づくりをするための計画です。
多摩川を管理している国土交通省が、今後30年程度で実施する具体的な整備内容などを定めた将来の川づくり計画です。

今の多摩川水系河川整備計画は平成13年（2001年）にできたもので、20年以上が経ち、雨の降り方などが変わってきているので、

この度、令和８年２月２７日に、多摩川水系河川整備計画を変更しました！
石原地点（東京都調布市）で流せるの水の量を、4,500ｍ3/sから7,200m3/sに増やす計画に変更しました。
河川整備計画は、河川法という法律で決めることが義務付けられているものなんです。

多摩川⽔系河川整備計画が変わったよ︕
多摩川水系河川整備計画って何？

P. 1

河川整備計画ができてから24年の間に社会は変わり、

未来のための目標の考え方も変わってきました。

また、近年は想定していた量を上回る雨が降ることも多く

なっています。その洪水を安全に流すため、河川整備計画も

変える必要があったので変更しました。

どうして河川整備計画を変更したの？
想定をしていた量を上回る雨が降った

令和元年（2019年）東日本台風

令和元年の台風被害 堤防の点検
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ぞうすい たまがわつうじょう たまがわれいわがんねんたいふうひがい ていぼう てんけん

溢水の状況 （世田谷区提供）
いっすい じょうきょう せたがやくていきょう

計画変更後に多摩川に流れる水の量 7,200m3/sは、
1秒間に小学校の25mプールが20杯も満杯になるんだ！！
25mプールの大きさ 25ｍ×幅12ｍ×深さ1.2ｍ=360m3
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いしはらちてん とうきょうとちょうふし みず りょう ふ へんこう

かせんほう ほうりつ き ぎむ づ

れいわ へんこう

みらい もくひょう かんが

こうずい あんぜん なが

きんねん そうてい りょう うわまわ ふ

洪水を安全に

流すために、

点検・整備を

行っているよ

こうずい あんぜん

なが

てんけん せいび

おこな

多摩川・浅川では

1箇所で氾濫し、21箇所で

堤防や護岸が被災しました。

たまがわ あさかわ

はんらん かしょ

ていぼう ごがん ひさい

そうてい

河川法
第16条の2だよ！

かせんほう

だい じょう

か ひつよう



P. 2多摩川ってどんなところ︖

位置図

東京都山梨県

神奈川県

埼玉県

浅川

神奈川県

埼玉県
東京都

山梨県

笠取山
▲

陣馬山

▲

小河内ダム

石原

●

高幡橋
●

田園調布(下）●

日野橋
●

大臣管理区間主要な観測所●

源流は山梨県笠取山、河口は羽田沖の東京湾で、山梨県・東京都・神奈川県を流れています。
全⻑138km、赤い線で囲んだ流域面積は1,240km2。
138kmの多摩川のうち、河口から⻘梅市の万年橋までの64.3kmと、支川の浅川13.2km、
大栗川の1.1kmを京浜河川事務所が管理しています（大臣管理区間）。

流域とは、
降った雨が集まり
川に流れ込む範囲
（赤枠内）のことだよ。

流域の範囲には、
約414万人が生活し
ているんだって！

上流は渓谷、中流あたりは石の河原、
河口は干潟やヨシ原が広がっていて、
それぞれの場所に棲む生き物がいるよ。浅川

カジカ

ホトケドジョウ

セグロセキレイ
コチドリ トビハゼ

流域の60.7％は山林等で、
33.5％は多くの人が
住んでいる市街地なんだ！
多摩川流域には、31と多く
の市区町村があるんだよ！

かこう

けいこく

ひがたかこう

しがいち

りゅういきめんせき

けいひんかせんじむしょ かんり だいじんかんりくかん

かわら

はんいおおぐりがわ

まんねんばし

げんりゅう やまなしけんかさとりやま かこう はねだおき とうきょうわん やまなしけん と かながわ

りゅういき

あかわくない

かこう おうめし

す

はら

さんりんとう

しせん あさかわ



多摩川の河道掘削では、
環境保全・創出のことを考えて
掘る形を工夫します。
さらに、みんなが使う施設の
利用も考えたうえで実施
します。

P. 3多摩川の安全な川づくり –治⽔・管理–

治水･環境･利用が調和した川づくり

築堤（ちくてい）
堤防の高さや幅が不足している
場所で、堤防を高くしたり、
幅を広げて安全性を高めます。

高水護岸（こうすいごがん）整備
川の水が増えたときに堤防の高い部分で、
水が流れるところを頑丈にします。

水衝部（すいしょうぶ）対策
川の水が増えた時に川の流れが勢い
よくぶつかる場所を頑丈にします。

高規格堤防（こうきかくていぼう）整備
普通の堤防よりも幅が広く、
壊れにくい堤防を整備します。

干潟などを守りながら、
安全な川にするんだね

安全でよりよい多摩川にするために令和元年東日本台風より多くの雨が降っても安全で、治水・環境・利用が調和
した多摩川を目指すんだ！
具体的には、石原地点（東京都調布市）で流せる水の量を4,500 ㎥ ／sから7,200 ㎥ ／sに増やして変更したよ！

いきお

ちょうわちすい かんきょう

がんじょう

がんじょう

せいび

はばふつう

ていぼう はば ふそく

しせつ

りよう じっし

かどうくっさく

かんきょうほぜん そうしゅつ

ほ かたち くふう

出典）多摩川
水系河川整備
計画読本

河道掘削（かどうくっさく）
川の水が流れるところの
土砂を掘って、より多くの水
を流せるようにします。

どしゃ

りよう

あんぜんせい

ち す い

れいわがんねんひがしにほんたいふう

ぐたいてき

ふ

いしはらちてん とうきょうとちょうふし なが みず りょう ふ へんこう



多摩川では、市⺠の皆さんと協⼒しながら、環境のための取組みが行われてきたよ。
たくさんあるんだけど、ここでは①生態系保持空間と②地域連携について説明するね♫

多摩川ならではの自然をよりよくするための取組みはあるのかな？

①生態系保持空間 ②地域連携

多摩川の浅川合流点地区や福生市永田地区などでは
自治体と市⺠と環境団体が協⼒して、
河原の植物を守るために、外来植物を除去しています。
これからも、多摩川のかけがえのない自然や文化を継承
するため、関係する市区町村や住⺠とともに、活動をし
ていきます。

カワラノギクプロジェクト
河原の自然を代表する植物であった絶滅危惧種の
カワラノギクを保全・復元するプロジェクトです。

市⺠
カワラノギクの保全・復元
を目指す多摩川市⺠の会

河川管理者
京浜河川事務所

流域自治体
福生市

研究者
明治大学

カワラノギク

P. 4これまでの多摩川の環境への取組み

取組みの様子

かんきょう

せいたいけいほじくうかん ちいきれんけい

けいしょう

ぜつめつきぐしゅ

しぜん とりく

がいらいしょくぶつ じょきょかわら

かんきょうだんたい

しょくぶつ

ぶんか

かんけい かつどう

ふくげんほぜん

ふっさし ながたちくあさかわごうりゅうてんちく

せいたいけいほじくうかん ちいきれんけい

多摩川の河川敷を、人工利用するのか、自然のままとするのか
5つのゾーンと8つの機能空間に分けています。

8つの機能空間のうち、特に貴重な生態系を保持すべき区域は、
「生態系保持空間」に指定して、本来の自然環境を守るため、
人の立ち入りを制限している区域です。

５つのゾーン
Ａ：人工整備ゾーン
Ｂ：施設利用ゾーン
Ｃ：整備・自然ゾーン
Ｄ：自然利用ゾーン
Ｅ：自然保全ゾーン

８つの機能空間
①避難空間
②地先施設レクリェーション空間
③広域施設レクリェーション空間
④運動・健康管理空間
⑤自然レクリェーション空間
⑥文教空間
⑦情操空間
⑧生態系保持空間

中上流部のレキ河原 河口部の干潟

かせんじき じんこうりよう しぜん

きのうくうかん

きのうくうかん とく きちょう せいたいけい くいき

してい ほんらい しぜんかんきょう まも

せいげん



多くの生物が生息し、外来植物が増えないような取組みをするよ。
同時に多摩川の景観にも配慮するんだ！

これからの多摩川の自然をよりよくするための取組みはどういうものがあるかな？

環境目標の設定

P. 5自然豊かな多摩川のために –環境・利⽔–

これらの生き物などが増えることが期待されています。生物にとって重要で、最近の多摩川で減ってきている環境は、
干潟、水生植物帯（低・中茎草地）、自然裸地の3つです。
これらの自然環境を増やすことを目標にします！

干潟 水生植物帯

自然裸地

多摩川の河口に広がる干潟には
トビハゼが生息していて、
中流部の自然裸地（礫河原）は、
鳥ではイカルチドリ、昆虫では
カワラバッタなどが生息してい
るんだ。
水際にはヨシや湿ったところに
生える植物が生育しているよ。

オオヨシキリ

多摩川の生き物

カイツブリ

イカルチドリ

アユ

マルタ

ヒヌマイトトンボ

ミナミメダカ

シオクグエドハゼ

しぜんらち れきがわら

しめ

ひがた しぜんらち

きたい

すいせいしょくぶつたい

とりく

せいぶつ せいそく がいらいしょくぶつ ふ

けいかん はいりょ

こんちゅう

みずぎわ

は せいいく

かこう

かんきょう

カワラケツメイ

カワラノギク

タコノアシ

てい・ちゅうけいそうち

ゆたか

かんきょうもくひょう



P. 6多摩川⽔系の環境（動植物の⽣息・⽣育・繁殖）の定量目標

自然裸地（11ha→12ha）

中上流部

中下流部

水生植物帯（30ha→32ha）
（低・中茎草地含む）

支川浅川

自然裸地（152ha→164ha）
【多摩川・支川浅川】

滞留魚対策

下流部

水生植物帯（15ha→18ha）
（低・中茎草地含む）

河口部

干潟（11ha→18ha）

多摩川の環境の具体的な目標を支川浅川
を含む6つの区間で設定しているよ。
書いている数字は現状→目標なんだ。

新しく作られる自然裸地や干潟の面積が設定されたね！

水生植物帯（33ha→37ha）
（低・中茎草地含む）
自然裸地（72ha→83ha）

干潟

水生植物帯

自然裸地

凡 例

河道掘削

築堤対策

高潮対策

高水護岸整備

水衝部対策

高規格堤防

樋門整備

多摩川緊急河川敷道路等

河川防災ステーション整備

二極化対策

滞留魚対策

めんせき

滞留魚対策
川を上る魚が魚道に気づかず、
堰の下に留まることのないよう
魚道に導く流れを作ることだよ。

たいりゅうぎょたいさく

ぎょどう

せき とど

みちび

上流部

しぜんらち

ひがた

すいせいしょくぶつたい



多摩川の流域では「水辺の楽校」という取組みがあるよ♫
この活動では、子ども達が多摩川に触れて学ぶことができるんだ！

多摩川で遊んでみたいけど、子どもも安心して活動できる場所はどこかあるかな？

水辺の楽校とは

P. 7⽔辺の楽校の取り組みについて

水辺の楽校では、ガサガサ魚取り、生きもの観察、カヌー教室
など、各水辺の楽校ごとにさまざまな活動をしています。
また、ライフジャケットを着用した親水体験、たも網などを
用いた生きものの種類などを調べる調査活動もあります。

「水辺の楽校」とは、教育関係者（学校の先生など）、
河川管理者、市⺠団体などが連携して、子どもの河川の利用を
活発にし、地域における子ども達の体験活動の充実を目標にし
ています。
多摩川には、水辺の楽校が21校あります。
各水辺の楽校の活動場所だけではなく、多摩川の源流を訪れる
など、流域の上流から下流までの交流が行われています。

オオヨシキリ

主な活動

たくさんの場所で活動しているね。

いかだ作り

カヌー教室

ガサガサ魚取り 鳥の観察会

上流での体験

生きもの観察

源流

下流

上流

がっこう

がっこう かんさつ

しんすい あみ

もち

きょういくかんけいしゃ

れんけい

かっぱつ たいけんかつどう じゅうじつ もくひょう

げんりゅう おとず

しゅるい

ちゃくよう

ちょうさかつどう

ちいき

みずべ

ばしょ かつどう

みずべ

みずべ がっこう

みずべ がっこう

みずべ がっこう

りゅういき

みずべ がっこう

みずべ がっこう

みずべ がっこう

ふ



川沿いの空間とまちが一体となって、にぎわいを創出するかわまちづくり
というものがあるよ。多摩川では近隣の市区町と一緒に取り組んでいるんだ！

聖蹟桜ヶ丘かわまちづくり（東京都多摩市）令和5年供用開始

P. 8多摩川と連携したまちづくり

多摩市と地元の方々、マンション整備会社、京王電鉄が協⼒し
て、取り組んでいます。
令和6年度
『かわまち大賞』受賞！

坂路

坂路

和泉多摩川駅

坂路

狛江駅

階段
階段護岸

階段

階段護岸

階段

舗装

堤防天端拡幅整備

管理用通路

整備概要
階 段

階段護岸

坂 路（スロープ）

一里塚（側帯盛土）

管理用通路
舗 装

狛江市

川崎市

狛江市と地元の方々、事業者が協⼒して、階段や坂路などを
整備し、良好な空間形成を目指しています。

通路を整備

坂路を整備

通
路

坂

路(

ス
ロ
ー
プ
）

整備後整備前

堤防

通路が分断されており水辺を利用しにくい

河川敷に移動しづらい

水辺周辺を利用しやすくなります

子ども、車椅子の方が河川敷に近づきやすくなります

整備範囲

整備範囲

整備イメージ

狛江市かわまちづくり（東京都狛江市）令和6年計画登録

イベントを開催した
時には、
たくさんの人が
あつまっているね

はんろ

れんけい

そうしゅつかわぞ

かいさい

くうかん

せいびがいしゃ かいだんじぎょうしゃ

きんりん しくちょう いっしょ

いったい

きょうりょく

りょうこう くうかんけいせい めざ

じもと けいおうでんてつかたがた

とき

たまし

せいせきさくらがおか こまえしきょうようかいし けいかくとうろく

じゅしょう

多摩川でほかにも賑わっている場所を知りたいなあ・・・
にぎ



多摩川と支川の浅川を5つの
区間に分けて紹介するね。

環境：交互砂州、ワンド･たまり、礫河原
生物：ヒガシシマドジョウ､ミナミメダカ､コチドリ等

P. 9多摩川⽔系（国が管理する区間）の全体図

セグロセキレイ

環境：礫河原,ワンド
生物：アブラハヤ､ ホトケドジョウ､セグロセキレイ等

干潟

ミナミメダカ

イカルチドリ

環境：渓流､斜面林
生物：ニッコウイワナ､

ヤマメ､カジカ､
イカルチドリ等

アユ

環境：扇状地、交互砂州
生物：アユ､ウグイ､セグロセキレイ等

いつも利用している区間の計画を
見てみよう！

トビハゼ

環境：干潟、ヨシ原
5㎞まで：汽水域
5−13㎞：感潮域
生物：トビハゼ、シギ･チドリ等

しょうかいくかん わ

りよう

こうごさす

けいりゅう しゃめんりん

せんじょうち

ひがた

きすいいき

かんちょういき

下流

上流



水防拠点
(整備済み)

P. 10区間①（1番海に近い区間）

大師河原防災ステーション(整備済み)

下流

上流

河道掘削（かどうくっさく）
川の水が流れるところの土砂を掘って、
より多くの水を流せるようにします。

どしゃ 高潮（たかしお）対策
台風のときの高潮があふれないよう
堤防を高くします。

たいふう たかしお

高規格堤防（こうきかくていぼう）整備
普通の堤防よりも幅が広く、壊れにくい
堤防を整備します。

こわ

せいび

水衝部（すいしょうぶ）対策
川の水が増えた時に川の流れが勢い
よくぶつかる場所を頑丈にします。

いきおなが

がんじょう

令和元年東日本台風時の様子

平常時

洪水時

築堤（ちくてい）
堤防の高さや幅が不足している場所で、
堤防を高くしたり、幅を広げて、
安全性を高めます。

ていぼう たか はば ふそく

あんぜんせい



水防拠点
(整備済み)

区間② 平常時 洪水時

令和元年東日本台風時の様子 石原

下流

上流

水衝部（すいしょうぶ）対策
川の水が増えた時に川の流れが勢い
よくぶつかる場所を頑丈にします。

いきおなが

がんじょう

高水護岸（こうすいごがん）整備
川の水が増えたときに堤防の高い部分で、
水が流れるところを頑丈にします。

なが がんじょう

ていぼう

築堤（ちくてい）
堤防の高さや幅が不足している場所で、
堤防を高くしたり、幅を広げて、
安全性を高めます。

ていぼう たか はば ふそく

あんぜんせい

河道掘削（かどうくっさく）
川の水が流れるところの土砂を掘って、
より多くの水を流せるようにします。

どしゃ

P. 11



水防拠点
(整備済み)

区間③

日野市

日野橋

令和元年東日本台風時の様子日野橋

平常時 洪水時

関⼾（多摩市）
⽔防拠点(整備済み)

下流

上流

水衝部（すいしょうぶ）対策
川の水が増えた時に川の流れが勢い
よくぶつかる場所を頑丈にします。

いきおなが

がんじょう

築堤（ちくてい）
堤防の高さや幅が不足している場所で、
堤防を高くしたり、幅を広げて、
安全性を高めます。

ていぼう たか はば ふそく

あんぜんせい

高水護岸（こうすいごがん）整備
川の水が増えたときに堤防の高い部分で、
水が流れるところを頑丈にします。

なが がんじょう

ていぼう 河道掘削（かどうくっさく）
川の水が流れるところの土砂を掘って、
より多くの水を流せるようにします。

どしゃ

P. 12

防災拠点と同位置で
防災ステーションを整備予定



区間④（1番海から遠い区間）

秋川

令和元年東日本台風時の様子 調布橋

平常時

洪水時

調布橋

南田園（福⽣市）
⽔防拠点(整備済み)

大臣管理区間

下流

上流

水衝部（すいしょうぶ）対策
川の水が増えた時に川の流れが勢い
よくぶつかる場所を頑丈にします。

いきおなが

がんじょう

築堤（ちくてい）
堤防の高さや幅が不足している場所で、
堤防を高くしたり、幅を広げて、
安全性を高めます。

ていぼう たか はば ふそく

あんぜんせい

高水護岸（こうすいごがん）整備
川の水が増えたときに堤防の高い部分で、
水が流れるところを頑丈にします。

なが がんじょう

ていぼう

河道掘削（かどうくっさく）
川の水が流れるところの土砂を掘って、
より多くの水を流せるようにします。

どしゃ

P. 13



浅川

区間⑤（支川 浅川） 多摩川

浅川橋

令和元年東日本台風時の様子 浅川橋

平常時 洪水時

樋門

石田防災ステーション
(整備中)

大臣管理区間
下流

上流

水衝部（すいしょうぶ）対策
川の水が増えた時に川の流れが勢い
よくぶつかる場所を頑丈にします。

いきおなが

がんじょう

とう あんぜんせい

築堤（ちくてい）
堤防の高さや幅が不足している場所で、
堤防を高くしたり、幅を広げて、
安全性を高めます。

ていぼう たか はば ふそく

あんぜんせい

高水護岸（こうすいごがん）整備
川の水が増えたときに堤防の高い部分で、
水が流れるところを頑丈にします。

なが がんじょう

ていぼう

河道掘削（かどうくっさく）
川の水が流れるところの土砂を掘って、
より多くの水を流せるようにします。

どしゃ

P. 14
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令和７年度大規模公園等におけるキッチンカー試験導入の結果及び 

令和８年度以降の運用について 

 

１ 目的 

  大規模公園等の利用促進・魅力向上を図ることを目的とする。 

 

２ 実施期間 

日程：令和７年４月 26日（土）～令和８年３月 25日（水） 

時間：午前 11時から午後４時まで（設営・撤去時間を除く） 

 

３ 出店公園 

平和島公園、平和の森公園、森ケ崎緑華園、西六郷公園、西六郷三丁目公園、

萩中公園、多摩川台公園、洗足池公園、東調布公園 

 

４ 出店の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり環境委員会 

令和８年４月 15日 

都市基盤整備部 資料 29番 

所管 公園課 

平和の森公園 西六郷公園 

萩中公園 東調布公園 



 

５ 利用者数 

  令和７年度の合計利用者数は、14,986人であった。実施期間中の各公園におけ

るキッチンカー利用者、及び１日あたりの平均利用者数は下表のとおりである。 

なお、過去３年の試験導入期間中の合計利用者数は、計35,225人であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ アンケート結果 

  キッチンカー利用者を対象にアンケート調査を実施したところ、利用者の満足

度（満足とやや満足の合計した数値）において96％となった。なお、過去２年の

試験導入で実施したアンケート調査における同数値は、令和６年度が96％、令和

５年度が89％であり、利用者満足度が高い傾向が見られた。 

 
 

７ 令和８年度以降の運用について 

  事業手法  ：事業者との基本協定書締結に基づく実施 

運用事業者：株式会社シンクロ・フード（モビマル） 

  事業費用 ：区の費用負担無し 

（キッチンカー設置にあたり事業者から公園の占用料を徴収する） 

  実施時期 ：協定締結後～年度末まで（調整中） 

対象公園 ：平和の森公園、西六郷公園、萩中公園、東調布公園を基本とする 

自由意見（抜粋） 

・公園に行く理由が増えて嬉しいです。 

・子どもがとても楽しみにしているのでずっと

来て欲しいです。 

・ぜひ継続して冬や秋も楽しめるメニューを、

出して欲しいと思いました。 

・公園に賑わいが増える、大人の目が増えて安

全性が増す、良い取り組み。 

・公園に行くのが楽しみになる。 

 



小型充電式電池回収事業の開始について

２ 回収ボックスによる回収について

（１）回収ボックスの概要

（２）投入可能物

令和８年５月11日～

３ 今後の実施予定１ 事業開始の経緯

消火剤・温度センサー・充填率センサー内蔵
区及び委託事業者による監視体制

発火対策を講じた
回収ボックスによる回収

（１）回収開始日（予定）

（２）設置場所（予定）

（３）設置場所地図

（１）小型充電式電池とは

（２）経緯

充電することで繰り返し使用できる電池

可燃ごみなどに混入して排出され、
リチウムイオン電池等が原因となる火災が
相次いで発生

発火リスクが高いことから
安全な方法による回収の必要あり

・大きさ
高さ55ｃｍ
幅24ｃｍ
奥行52ｃｍ

・内容量 20リットル

・素材
外枠 スチール製
中容器 ステンレス製

・ニカド電池

・ニッケル水素電池

・リチウムイオン電池

膨張・破損 種類・メーカー不明

膨張・破損

①小型充電式電池（膨張・破損、種類不明、

メーカー不明含む）

 

②モバイルバッテリー（膨張・破損含む）

① 大田区役所本庁舎１階 ⑪ 六郷地域力推進センター

② カムカム新蒲田 ⑫ 大田区民プラザ

③ スマイル大森 ⑬ 大田区産業プラザ

④ 馬込文化センター ⑭ 大森清掃事務所

⑤ ライフコミュニティ西馬込 ⑮ 蒲田清掃事務所

⑥ 池上会館 ⑯ 大田図書館

⑦ 田園調布せせらぎ館 ⑰ 大森東図書館

⑧ 雪谷文化センター ⑱ 大森西図書館

⑨ 糀谷文化センター ⑲ 久が原図書館

⑩ 羽田地域力推進センター ⑳ 洗足池図書館

まちづくり環境委員会

令和８年４月15日
資源環境部 資料20番
所管 ごみ減量推進課
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